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         （午前 ９時００分 開会） 

○萬里川議長 早朝からご出席いただきましてありがとうございます。 

 ただいまから、本会議から付託されました平成１３年度斑鳩町一般会計、各特別会計

及び水道事業会計予算についての審査を行っていただきますが、会議に先立ちまして正

副委員長を互選するために、暫時休憩をいたします。 

○萬里川議長 再開いたします。 

 休憩中に互選をいただきました結果、委員長に森河委員、副委員長に中西委員が互選

されましたので、お二人にはよろしくお願いいたします。 

 ここで、委員長と交代のために、暫時休憩いたします。よろしくお願いいたします。 

○森河委員長 再開いたします。 

 皆さんの推挙によりまして、予算特別委員の委員長を務めさせていただきます。副委

員長とともに、委員会の運営に当たらせていただきますので、皆さんよろしくお願い申

し上げます。 

 理事者各位におかれましても、的確な説明、答弁をされるように努められるよう、ス

ムーズな審査ができますようお願い申し上げておきます。 

 それでは、ここで私より署名委員を指名いたします。小野委員さん、山本委員さんの

両委員を指名いたしますので、両委員にはよろしくお願いいたします。 

 初めに町長のあいさつをお受けいたします。小城町長。 

○小城町長 皆さんおはようございます。 

 １日の本会議から付託されました議案第１１号 平成１３年度斑鳩町一般会計予算で

ございますが、この予算についてはいろいろ厳しい財政事情の中で、８０億円というこ

とで予算を確定してまいりました。委員の皆さんには慎重審議いただきまして、また、

議案第１２号、第１３号、第１４号、第１５号、第１６号、第１７号、第１８号、特別

会計、水道事業会計でございます。この関係等につきましても慎重審議をいただき、原

案どおりよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○森河委員長 私よりお願い申し上げておきます。委員会の審査に入るまでに、理事者側 

の説明を短縮にお願いをしておきたいと思います。各委員さんの方への答弁がありまし

たときには、手短、短縮に、それも的確にかみ合うようにお願いしておきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本会議から付託を受けました議案第１１号 平成１３年度斑鳩町一般会計
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予算について、議案第１２号 平成１３年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて、議案第１３号 平成１３年度斑鳩町老人保健特別会計予算について、議案第１４

号 平成１３年度斑鳩町観光自動車駐車場特別会計予算について、議案第１５号 平成

１３年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について、議案第１６号 平成１３年度斑

鳩町公共下水道事業特別会計予算について、議案第１７号 平成１３年度斑鳩町介護保

険事業特別会計予算について、議案第１８号 平成１３年度斑鳩町水道事業会計予算に

ついて、以上８議案を一括上程し、議題といたします。 

 初めに審査の方法についてお諮りいたします。最初に一般会計について審査すること

とし、理事者側から一般会計の総括説明と歳入全般についての説明を受けた後、これに

対する質疑を行い、次に、歳出について第１款から各款ごとに説明、質疑を順次行うと

して、一般会計の審査を行い、次に、各特別会計審査については会計ごとに全体の説明

を受けた後、それぞれの質疑を行うということで審査を進めたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

        （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森河委員長 ありがとうございます。 

 それではそのように進めさせていただきます。 

 まず初めに、議案第１１号 平成１３年度斑鳩町一般会計予算についての審査に入り

ます。 

 それでは、総括質疑と歳入全般のついての説明を求めますが、本会議初日に町長から

施政方針についての詳細な内容の説明を受けています。この説明を受けていることを前

提に、これと重複しない内容での説明を受けます。 

 よろしくお願いいたします。理事者の説明を求めます。植村部長。 

○植村総務部長 それでは、議案第１１号 斑鳩町一般会計予算の総括説明をさせていた 

だきます。 

 まず、議案書の朗読をさせていただきます。 

 議案第１１号 

          平成１３年度斑鳩町一般会計予算について 

 標記の件について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し

、議会の議決を求めます。 

                        平成１３年３月１日提出 
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                          斑鳩町長 小城利重 

 それでは、一般会計予算書に基づきましてご説明をさせていただきますが、その前に

平成１３年度の本町の財政事情についてご説明を申し上げます。 

 本町の財政事情は、歳入面では町税収入は微増となったものの、地方交付税がその原

資となる国税収入の伸び悩みにより減額となり、平成１３年度の一般財源は前年度と比

較して４，８４７万円、０．７％の減となり、引き続き厳しい状況にございます。 

 一方、歳出面では、義務的経費のうち、人件費は前年度とほぼ同額となり、また公債

費についても２，１７９万９，０００円、１．３％の減となったものの、福祉・医療の

充実、資源循環型社会の形成、生活基盤の整備、その他各分野において相当額の財政需

要があり、予算編成上において大幅な収支不足が生じたところでございます。 

 このため、行財政改革を推進し、歳出については引き続き事務事業の見直しを行い、

経費の全般にわたり徹底した節減合理化に努め、さらに優先順位の厳しい選択を行うこ

とといたしました。 

 また、歳入にあっては、減税補てん債、臨時財政対策債などの特例的な町債を確保す

ることにより、収支の均衡を図ることをいたしました。 

 このように、一段と厳しさが増してくる財政環境の中ではありますが、住民が主体的

に参加するまちづくりの展開、少子・高齢化への対応、循環型社会形成の推進、さらに

は安心で快適な都市環境の整備など、「第３次斑鳩町総合計画」に掲げた主要施策の着

実な推進を初めとして、各案の施策に重点的、効率的な財源配分を行い、町政の発展に

最大限の努力を払うことといたしました。 

 以上、簡単ではありますが、本町の財政事情の説明とさせていただきます。 

 それでは、お手元にお配りいたしております一般会計予算書の１ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 １ページについて朗読なりご説明をさせていただきたいと思います。 

           平成１３年度 斑鳩町一般会計予算 

 平成１３年度斑鳩町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０億円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予                                                                              

 算」による。 



 

4 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

 項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 これにつきましては、９ページをごらんいただきたいと思います。 

 第２表で債務保証に係ります事項、期間、限度額、また債務負担行為に係ります事項

、期間、限度額について定めております。 

 その内容については斑鳩町土地開発公社に対する債務保証と、斑鳩町土地開発公社に

依頼しております都市計画道路、事業用地取得等に係ります債務負担行為となっており

ます。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

 目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 これにつきましては、１０ページをごらんいただきたいと思います。第３表で起債の

目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法等について定めております。 

 その内容につきましてご説明をさせていただきます。 

 予算書の４３ページをお開き願います。 

 初めに、第１目の衛生債でありますが、水道事業会計出資債として第１浄水場の整備

に対して出資する一般会計からの出資金に係ります町債６，１８０万円を計上いたして

おります。これについては交付税措置の算入率が５０％、起債充当率が１００％となっ

ております。 

 次に、第２目の土木債でございますが、治水対策事業債といたしまして、流域貯留浸

透事業に係ります町債３，２３０万円を計上しております。これについては交付税措置

の算入率が９０％、起債充当率は９５％となっております。 

 また、地方特定道路整備事業債といたしまして、法隆寺線整備事業に係ります町債                                                                                  

６，７５０万円を計上いたしております。これにつきましては交付税措置の算入率が                                                                                    

５２．３％、起債充当率は通常分及び財源対策分を合わせまして９０％となっておりま

す。 

 公営住宅建設事業債といたしまして、公営住宅整備事業に係ります町債８５０万円を 

計上いたしております。これにつきましては、起債充当率は８５％となっております。 

 次に、第３目、消防債でございます。防災まちづくり事業債といたしまして、防災ま
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ちづくり事業に係ります町債７，３７０万円を計上いたしております。これについては

、交付税措置の算入率が５２．３％、起債充当率は８５％となっております。 

 次に、第４目の臨時財政対策債でございますが、平成１３年度から平成１５年までの

間に限りまして、地方負担分の一般財源の不足に対処するため地方財政法第５条の特例

として発行される臨時財政対策債１億３，０００万円を計上いたしております。この臨

時財政対策債の元金償還相当額については、その全額を当年度地方交付税の基準財政需

要額に算入されることとなっております。 

 最後に第５目の減税補てん債でございますが、恒久的減税の実施に伴う減収の一部に

対処するため、地方財政法第５条の特例として発行される減税補てん債３，４１０万円

を計上いたしております。 

 以上、町債の合計は４億７９０万円となり、前年度の予算額と比較したしまして                                                                                  

２，６８０万円、７．７％の増となっております。 

 また、町債の残高の見込みでございますが、１９６ページをお開き願います。 

 一般会計普通債の平成１３年度末残高は、９５億５，２７９万１，０００円となる見

込みでございます。さらに水道事業、公共下水道事業を合わせました平成１３年末残高

は１５２億１，１５５万３，０００円となる見込みでございます。 

 それでは、１ページの方へお戻りいただきたいと思います。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １０億円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の

 金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る 

  予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                        平成１３年３月１日提出 

                        斑鳩町長 小 城 利 重             

 それでは、一般会計歳出予算からご説明申し上げます。 

 歳出予算の各費目の詳しい説明については、後ほど各部長からご説明をいたしますが

、私の方からは簡単に目的別について前年度の予算額と比較とその主な事業、そして性
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質別の主な増減についてご説明をさせていただきます。 

 それでは、予算書の１３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１款、議会費でございますが、１億２，２５９万７，０００円を計上いたしており

ます。前年度の予算額と比較して１４９万４，０００円、１．２％の減となっておりま

す。 

 次に、第２款、総務費については１０億７５０万８，０００円を計上いたしておりま

す。前年度の予算額と比較いたしまして１億３，１３９万４，０００円、１１．５％の

減となっております。主な事業といたしまして、コミュニティバス運行事業１，０５０

万円、外部監査事務４８万円、男女共同参画社会づくり事業９２万６，０００円、斑鳩

の宮造営１４００年記念事業１，６１１万円、公営化推進事業４，６６６万２，０００

円、住民基本台帳ネットワーク構築事業９４１万円、町長選挙事務９００万円、参議院

議員選挙事務１，３００万円などを計上いたしております。 

 次に、第３款、民生費でございます。１４億３，９４１万６，０００円を計上してお

ります。前年度の予算額と比較いたしまして、４，４３０万８，０００円、３％の減と 

なっております。その主な事業といたしまして、自立高齢者等の支援対策として高齢                                                                                    

者生きがい活動支援事業で３，０６６万７，０００円、老人医療費助成等事業で１億                                                                                    

９１万８，０００円、ふれあい交流センターいきいきの里管理運営で３，５６０万                                                                                    

６，０００円、介護保険事業会計繰出で２億１，４６５万８，０００円、児童手当給付

７，３３８万円などを計上いたしております。 

 次に、第４款の衛生費についてでございます。９億７，４７２万５，０００円を計上

いたしております。前年度の予算額と比較して、４，４５７万１，０００円、４．８％ 

の増となっております。主な事業といたしましては、感染症予防事業で３，００２万                                                                                    

２，０００円、健康検診事業といたしまして４，４５８万８，０００円、ごみ減量資源

化事業といたしまして４，２０８万７，０００円などを計上いたしております。 

 次に、第５款の農林水産業費についてでございます。１億７，８３２万５，０００円

を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして４，４２７万６，０００

円、１９．９％の減となっております。主な事業といたしまして、土地改良事業で１億

７１４万７，０００円、生産調整推進対策事業で８６３万円８，０００円などを計上い

たしております。 

 次に、第６款の商工費についてでございますが、８，９７２万円を計上いたしており 
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ます。前年度の予算額と比較いたまして８７１万８，０００円、８．９％の減となっ                                                                                    

ております。主な事業といたしまして、緊急地域雇用特別対策事業費といたしまして                                                                                    

４６９万７，０００円、シルバー人材センター活動助成で１，０２１万円、商工会補助 

で１，２００万円、秋まつり実行委員会補助で５２０万円などを計上いたしております。 

 第７款の土木費についてでございますが、１２億６，０２６万１，０００円を計上い

たしております。前年度の予算額と比較いたしまして１億８，２６７万８，０００円、 

１７％の増となっております｡主な事業といたしまして､道路新設改良事業で３億７９０ 

万７，０００円、法隆寺線整備事業で２億４，０４３万５，０００円、歴史的地区環境

整備街路事業で５，６０５万５，０００円、公営住宅整備事業で２，２５４万円、公共

下水道事業特別会計繰出金で３億２，６７７万３，０００円などを計上いたしておりま

す。 

 次に、第８款の消防費でございますが、３億９，６３０万２，０００円を計上いたし

ております。前年度の予算額と比較いたしまして６，７６８万５，０００円、２０．６ 

％の増となっております。主な事業といたしましては、西和消防組合経費負担で２億                                                                                    

７，２３３万９，０００円、消防第２分団詰所建設事業で８，８００万円などを計上い

たしております。 

 次に、第９款の教育費についてでございますが、９億２，３９９万２，０００円を                                                                                  

計上いたしております。前年度の予算額と比較して１億９，３４６万５，０００円、                                                                                    

１７．３％の減となっております。主な事業といたしまして、学校情報教育推進事業で

３，０６５万９，０００円、総合的な学習推進助成で１５０万円、トイレ改修等学校施

設整備費用で１，９９６万８，０００円、情報通信技術講習会開催事業で１，０５０万

円、体育施設改修費用で１，２０６万円などを計上いたしております。 

 次に、第１０款の災害復旧費でございますが、６，０００円の計上であります。不時

の災害に備えるため名目予算の計上をいたしております。 

 次に、第１１款、公債費についてでございますが、１５億５，７１４万８，０００円 

を計上しています。前年度の予算額と比較いたしまして２，１２７万９，０００円、                                                                                    

１．３％の減となっております。平成１１年度までに借り入れを行った町債の元利償還

と、平成１２年度に借り入れを見込んでいる町債の利子償還及び一時借入金利子を計上

いたしております。 

 第１２款、予備費につきましては、前年度同様の５，０００万円の計上をいたしてお
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ります。 

 続きまして、性質別において前年度の予算額と比較して、大きく増減のあったものに

ついてご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、予算関係参考資料の１３ページをお開きいただきたいと思います。 

 初めに、義務的経費でございますが、３６億５，８９５万６，０００円、前年度に比

較して２１２万２，０００円、０．１％の微増となっております。その主な内容といた

しまして、扶助費が児童手当の支給対象が緩和されたことによりまして、２，４０３万

８，０００円、１０．４％の増となっております。 

 次に、経常的経費でございますが、３２億５，６３４万９，０００円、前年度と比較

して１，７５８万２，０００円、０．５％の減となっております。主な内容といたしま

しては、物件費が経費の節減合理化を図るため、経費全般について見直しを行うととも

に、経常経費の５％マイナスシーリングを前年度に引き続き行ったものの、小・中学校

情報教育推進、ごみ減量・資源化を進めるため、生ごみ処理機等の整備に取り組むこと

から２，３９３万円、１．５％の増となっております。 

 また、維持補修費につきましては、道路、衛生処理施設、学校施設などの維持補修の

充実を図ったことから２，５２８万７，０００円、２３．９％の大幅な増となっており

ます。 

 一方、補助費等につきましては、衛生処理場施設に伴う補償金、文化振興財団補助金

、社会福祉協議会補助金などが減額となることから、３，１０６万９，０００円、４％

の減となっております。 

 また繰出金につきましては、各特別会計の経常的な繰出金が増加しているものの、介

護保険円滑導入繰出金が大幅に減額となることから３，５７３万円、４．３％の減とな

っております。 

 次に、臨時的経費では、７，８４４万６，０００円、前年度と比較して５，５１９万 

１，０００円、２３７．３％の大幅な増となっております。主な内容といたしましては、 

投資及び出資金において第１浄水場に係る水道事業会計出資金が皆増となっております。 

 次に、投資的経費でございますが、９億５，６２４万９，０００円、前年度と比較し

て１億８，９７３万１，０００円、１６．６％の減となっております。主な内容といた

しまして、補助事業費が歴史的地区環境整備街路事業、公営住宅整備事業の取り組みな

どにより３，９９０万円、４３．５％の増となっております。 
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 また、単独事業費につきましては、法隆寺線整備事業、消防第２分団詰所建設事業な

どが増額となったものの、史跡藤ノ木古墳史跡用地公有化事業、文化振興センター駐車

場用地購入事業の完了、土地改良事業が減額となることから、２億２，９６３万１，０

００円、２１．８％の減となっております。 

 以上が簡単ではありますが、目的及び性質別により歳出のご説明をさせていただきま

した。 

 済みませんけども、１３ページの資料の中で、右から二つ目の項の中で平成１１年度

となっております。平成１２年度の間違いでございますので、ご訂正をお願いします。

１２年度に対しまして１３年度の比較でございますんで、申しわけございませんが訂正

よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、一般会計歳入予算についてのご説明を申し上げます。 

 予算書の１４ページをお開き願います。また、予算参考資料の４ページから１０ペー

ジにかけての各税目ごとの積算内容も添付しておりますので、あわせてごらんいただけ

ればと思います。 

 まず第１款の町税についてでございます。 

 町税全体といたしましては３１億６１０万１，０００円を計上しており、前年度の予

算額と比較いたしまして１，３１０万円、０．４％の増となっております。これにつき

ましては、引き続き課税客体、課税標準等の的確な把握、着実な滞納整理を図り、徴収 

のことに努めてまいりたいと思っております。 

 第１項、町民税についてでございますが、１５億６，４３０万円を計上しており、前

年度の予算額と比較して３３０万円、０．２％の減となっております。 

 次に、１５ページに入りますが、第２項の固定資産税でございます。１２億３８０万

円を計上いたしております。前年度の予算額と比較して１，９５０万円、１．６％の増

となっております。 

 次に第３項、軽自動車税につきましては、２，７２０万円を計上いたしております。

前年度の予算額と比較いたしまして１５０万円、５．８％の増となっております。 

 次に、１６ページへ入ります。第４項のたばこ税でございます。１億７，０００万円

を計上しており、前年度の予算額と比較して５００万円、２．９％の減となっておりま

す。 

 続きまして、１７ページでございますが、第５項の特別土地保有税でございますが、
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予算編成を行いました時点では、課税の客体となるべきものが存在いたしておりません

ので、今後に備えて計上しておるものでございます。 

 第６項の都市計画税については、１億４，０８０万円を計上しております。前年度の

予算額と比較して４０万円、０．３％の増となっております。 

 続きまして１８ページでございます。第２款の地方譲与税でございます。地方譲与税

全体といたしまして６，７１０万円を計上いたしております。前年度の予算額と比較し

て５０万円、０．８％の増となっております。これにつきましては、地方財政計画等を

勘案して計上したものであり、この内訳につきましては、第１項、自動車重量譲与税で

は４，１６０万円、第２項、地方道路譲与税で２，５５０万円となっております。 

 次に､１９ページでございます｡第３款､利子割交付金につきましては､１億２，７００ 

万円を計上いたしております。前年度に引き続き高金利時の郵便貯金が満期を迎えるこ

とになっていることから、前年度の予算額と比較して２，５９０万円、２５．６％の増

となっております。 

 次に、第４款の地方消費税交付金でございますが、１億８，６００万円を計上いたし

ております。前年度の予算額と比較いたしまして３，１１０万円、２０．１％の増とな

っていますけども、これにつきましては、平成１２年度の決算基準額、また地方財政計

画等を勘案して計上したものでございます。 

 次に２０ページ、第５款のゴルフ場利用税交付金でございます。４，８００万円を計

上いたしております。前年度の予算額と比較して２００万円、４％の減となっておりま

す。 

 第６款、自動車取得税交付金については、前年度と同額の３，５４０万円を計上いた

しております。 

 次に２１ページでございます。第７款、地方特例交付金についてでございますが、１

億２３０万円を計上いたしております。前年度の予算額と比較して、１，５９０万円、

１３．５％の減となっております。これにつきましては、恒久的な減税に伴う地方税減

収見込み額の一部を補てんするために創設されているものでございます。 

 第８款の地方交付税につきましては、２６億７，７００万円を計上いたしております。 

前年度の予算額と比較いたしまして７，５５０万円、２．７％の減となっております。 

この内訳については､普通交付税で２３億９，２００万円､特別交付税で２億８，５００ 

万円となっております。 



 

11 

 なお、予算関係参考資料の１１ページに平成１２年度の交付決定額と比較した資料を

添付しておりますが、普通交付税につきましては平成１２年度再算定後の８．１％の減

と見込んでおります。 

 次に、２２ページでございます。第９款、交通安全対策特別交付金についてでござい

ますが、前年度の予算額とほぼ同額の５００万円を計上いたしております。 

 第１０款の分担金及び負担金でございますが、初めに、第１項の分担金につきまして

は、農林水産業費分担金といたしまして、１，７５６万４，０００円を計上いたしてお

ります。前年度の予算額と比較いたしまして、２，６１３万８，０００円、５９．８％

の減となっております。これにつきましては土地改良事業費の減額に伴うものでござい

ます。 

 第２項の負担金につきましては､民生費負担金といたしまして､９,１１８万８,０００ 

円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして、３１３万７，０００

円、３．６％の増となっております。これにつきましては、保育園保育料の増額による

ものでございます。 

 第１１款の使用料及び手数料についてでございます。これにつきましては、それぞれ

の所要の件数等を見込み、第１項、使用料で１億３，６９１万７，０００円、第２項、

手数料で８，３０４万５，０００円を計上いたしております。 

 次に、２７ページでございます。第１２款の国庫支出金についてでありますが、国庫

支出金全体といたしまして３億７，１３９万３，０００円を計上いたしております。前

年度の予算額と比較して、４，３３３万１，０００円、１３．２％の増となっておりま

す。 

 その主な内訳といたしまして、第１項の国庫負担金で、児童手当支給に係る負担金の

増額により、１，６６６万６，０００円、１１．５％の増、第２項、国庫補助金で、緊

急地域雇用対策特別事業交付金、史跡等保存整備費等補助金などが減額になったものの

、緊急地方道路整備事業交付金、歴史的地区環境整備事業費補助金、公営住宅等供給促

進緊急助成事業費補助金の増額によりまして、２，６９７万６，０００円、１６．４％

の増となっております。 

 次に３０ページをお開き願います。第１３款、県支出金でございますが、県支出金全

体といたしまして、２億７，１５６万８，０００円を計上いたしております。前年度の

予算額と比較いたしまして、２，０１４万３，０００円、６．９％の減となっておりま
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す。 

 その主な内訳といたしまして、第１項、県負担金で、国庫支出金と同様に児童手当支

給に係る負担金の増額により２７２万円、２．７％の増、第２項、県補助金で、流域貯

留浸透事業費補助金、情報推進技術講習推進費補助金の増額があったものの地域活性化 

事業総合補助金､史跡等指定整備費等補助金などの減額により､１，１９０万２，０００ 

円、７．４％の減となっております。また、第３項の県委託金につきましては、国勢調 

査の大きな減により、１，０９６万１，０００円、３４．７％の減となっております。 

 次に、３５ページをお願いいたします。第１４款の財産収入でございます。基金利子

等で１，０４２万３，０００円を計上いたしております。 

 次に、３６ページをお願いします。第１５款の寄附金につきましては、施設協力費                                                                                  

９００万円を計上いたしております。 

  第１６款の繰入金についてでございますが、６，８１７万４，０００円を計上いた                                                                                  

しております。前年度の予算額と比較いたしまして２億１，２７０万８，０００円、                                                                                    

７５．７％の減となっております。 

 その主な内訳といたしまして、第１項、特別会計繰入金につきましては、観光自動車

駐車場特別会計繰入金、１，２７２万５，０００円を計上しており、また、第２項の基

金繰入金では介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護保険事業特別会計の繰出金の

財源といたしまして、介護保険円滑導入基金から４，６３１万２，０００円などの基金

繰入金を計上いたしております。 

 次に第１７款の繰越金でございますが、平成１２年度予算の決算見込みを見る中で１

億５，０００万円を計上いたしております。 

 次に３８ページをお願いいたします。第１８款の諸収入についてでございますが、                                                                                  

２，８９２万７，０００円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまし

て５２０万４，０００円、１５．２％の減となっております。これにつきましては、管

外保育受託料が増額となったものの、延滞金、町預金利子、それと生徒海外派遣事業負

担金、王寺周辺広域市町村圏協議会事務負担金の減額によるものでございます。 

 次に４３ページをお願いいたしたいと思います。この１９款の町債につきましては、

先ほども説明させていただきましたので省略させていただきます。 

 以上、歳入関係の総括説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○森河委員長 一般会計についての総括説明と歳入全般についての説明を終わりました。 
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これに対する質疑をお受けいたします。里川委員さん。 

○里川委員 ちょっと総括的なところ、今の説明の中で確認をしたいと思うんですが、昨 

年１２月に私の方で基金の残高について、どの程度あるのかということを問い合わせし

ましたところ、約４２億７，３３０万円という１１種類の基金があるということの中で

、基金同士の中で流用が可能な基金もあるのかなということも踏まえまして、今後の基

金運用についての町としての考え方というのをお示しいただきたいのです。 

 この基金繰入金につきましても、かなり前年度と今年度とでは考え方の違いというの

も感じられるように私自身は思いますので、ここの基金運用についての見解を確認して

おきたいと思います。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 基金の運用でございますけども、平成１２年度末現在ですけども、 

総トータルで、土地開発基金を入れまして、約３５億円になっております。この基金の

運用ですけども、やはり今現在の財政状況、将来の事業も勘案いたしまして、なるべく

今現在は取り崩しをせずに将来のために備えておこうと考えております。 

 といいますのも、都市計画事業整備基金、今現在平成１２年度末で約５億８，０００

万円あります。ご存じのようにこの整備基金につきまして、都市計画の一般財源に充当

するものでありますので、今現在法隆寺線の用地をやってますけども、今後当然事業に

入ってきた中で、当事業にふくらんでいくこともありますし、公共下水道事業もまだま

だ入ってくると思います。今現在この都市計画基金を繰り入れせずにいける状況となっ

ておりますので、減らしておりませんけども、将来的には減ってくる。そのときに備え

ていくということでご理解いただきたいと思います。また、駅前開発も恐らくそれに充

てていくと思います。 

 財政調整基金につきましては、今現在１２年度末では約１３億８，０００万円程度に

なってこようかと思います。これにつきましても同じで、本年度８０億円、将来的な見 

通しを立てますとやはり経常収支がまだ１６年、１７年になってきますと、まだまだ                                                                                    

９０％以上になってきますんで、やはりこれを当てにしなければならないと時期があり

ますんで、そのときに活用したいと考えております。あとにつきましては今は利息は少 

ないですけども、運用益を活用しているということでご理解いただきたいと思います。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 今、私が最も聞きたいところを的確に、さすが財政課長は見抜いて答弁をし 
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ていただいたように思うんですが、あともう一点、私が気になっている基金が、文化振

興基金なんですが、ここのところについてもちょっと説明というのか、今後の見通しを

お尋ねしておきたいと思います。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 文化振興基金につきましては、いろんな文化団体等に補助金を出し 

ております。これにつきましても毎年若干ずつふえていっておりますけども、そんなに

多くふえることも期待できない今の状況どおり、運用益を活用して、そういう活動団体

の育成に取り組んでいきたいということでご理解願いたいと思います。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 そしたら、この文化振興基金の残高につきましては昨年１２月現在から年度 

末予想は、そうしたら今の答弁からいきましたら若干微増であると。８，４００万円と

いうところへまだちょっとずつ積み上げていっている状況であると。これについては、

まだ将来的にもっと文化的な事業に活用したいと、将来を見越して活用したいというこ 

とで考えておられるというふうに認識しておけばいいということですね。結構です。 

○森河委員長 山本委員さん。 

○山本委員 一般会計予算の２条の債務負担行為にかかわることなんですが、１３年、                                                                          

１４年、１５年末までの３年間で限度額を定められているということにお尋ねしたいん

ですけども、私ども財政規模の中で、これだけの債務負担行為が行われるということに

ついてどんなご理解を町の方は認識しているのかということについて聞かせていただき

たいんですけども。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 ９ページの方に、先ほど植村部長の方からご説明させていただきま 

した。土地開発公社に対する債務保証、前年度まで５０億円でした。今現在開発公社の

今後の取得見込みも入れまして１５億円減額させていただいて３５億円にさせていただ

いております。 

 それと債務負担行為につきましては、当然土地開発公社が取得する場合におきまして

は、町の債務負担行為が必要となってまいります。現在保有している分について当然債

務負担行為が発生してまいります。今後１４年度末までに法隆寺線等がございますんで

、それに対する債務負担も行っております。 

 そうした中で、この金額がいいんかどうかというあれですけども、昨年１２月にも土
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地開発公社の今後の処分計画も出ささせていただいております。当然町としてもこの金

額は妥当なものとは思ってないですけれども、当面１６年度末までの土地開発公社の処

分として、約１０数億円の処分計画を出しておりますので、あれに基づきまして標準財

政規模の一定割合までには抑えていきたいとは考えております。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 私は予算委員会が初めてで、非常に初歩的なことを聞くかもしれませんが、 

８０億円で、町税が３１億円になっております。町税は今後どうなっていくのかという

ことですが、少子・高齢化ということによって町税は当然減ってくるわけです。例えば

私どもの団地を見ましても、大阪へ勤めて、斑鳩に金を運んでいた人が、だんだん相当

の多さで、大阪に行かずに斑鳩にずっと居ると、お金を運んでこないという人が目に見

えてふえてきておるんですが、そういうのを見ておると収入がなくなるということは税

金も少なくなるということだから、まして、税金を当てにしたいろんな資金繰りは大変

だなと、素人なりに思うんですが、町税が５年後とか、１０年後は将来どれくらいにな

るかというシミュレーションというか、見通しなどはあるのでしょうか。 

○森河委員長 植嶋課長。 

○植嶋税務課長 町民税についてのことございますが、おっしゃられるとおり、現在景気 

の低迷いたしておりまして、収入については若干下がっているという状況でございます

。この町民税につきましては、景気の動向にもよってまいります。景気の動向がよくな

りますと町税がふえてくるということでございます。所得につきましては、給与だけで

はございませんで、事業関係、それから法人税関係というふうにいろいろございますが

。これから５年間、先のことということでございますが、これにつきましては政府の景

気動向等を見る中では緩やかな、なだらかな上昇傾向にあるというふうに言っておるわ

けでございますが、当町といたしましては、今後このままの現在の推移で動向していく

というふうに考えております。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 私がちょっと思いますのは、税金は当然収入があったところから取っていく 

わけですが、収入のない人がどんどんふえていくと、私が団地に住んでいるから余計感

じるのですが、斑鳩町の新興団地というのは４０年から４５年、あるいは遅いのは５０

年ぐらい、早いところは４０年ぐらいに建ったと思うんですが、そこへ来た人はこれか

ら働くぞということで３０年ぐらい働いてきた人が相当占めておると。大きな団地につ
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きましても。そうすると当然税収も減ってくると思ったのですが、それは余り心配せん

でもよろしいんですか。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 確かに少子・高齢化する中で、私どもも見ているわけですが、先ほど担 

当課長から申し上げましたように、なだらかな回復といったものはあるものの、やはり

こういった税収の伸びというのは、住民税そのものの伸びが進んでいかないような感じ

がするわけなんです。そういった中で若干は固定資産税あたりで伸び見込めるんではな

いかということの中で、大体そういった形で３７億円程度を見込んでおりますが、５年

後ぐらいは４０億円ぐらいの線でいくんかなという想定はしております。 

 そういった中で景気が冷え込んでおりますんで、大きい伸びは、そういった高齢化は

もとより、景気そのものが低迷いたしておりますんで、見込みについてはそんなところ

と考えています。 

○森河委員長 松村委員さん 

○松村委員 大体わかりました。わかりましたが、私が感じるのは高齢化するということ 

は収入がなくなるということで、斑鳩の場合  斑鳩に限りませんが、奈良のような大 

 阪のベッドタウンの機能も相当持っている町村というのは、これからどんどん税金で養

っていかなあかん。税金を運ぶ人じゃなくして、税金によって養われるという層に入っ

てくるわけですね。高齢化というのは税金の負担で、それがこの町、特にこの生駒郡の

町というのは。それが相当激しいスピードで押し寄せてくるように思います。そういう

ことを申し上げておきます。 

○森河委員長 ほかにございませんか。  ないようですので、これをもって総括質疑と 

 歳入全般に対する質疑を終結いたします。 

 次に、一般会計予算の歳出について各款ごとに審査を進めてまいります。 

 第１款、議会費について審査に入ります。事務局長の説明を求めます。小野局長。 

○小野議会事務局長 それでは平成１３年度の議会費の概要について簡単に申し上げます 

。予算書の４４ページをお開き願います。 

 議会費の本年度の予算額につきましては、１億２，２５９万７，０００円を計上させ

ていただいております。前年度の予算額と比較いたしまして、１４９万４，０００円、 

１．２％の減となってございます｡その主な減の理由といたしましては､需用費で１１３ 

万３，０００円の減でございまして、その中の主なものといたしまして議会だよりに係
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ります印刷業務の契約単価が下がったこと。それから会議録の印刷部数の減、こういっ

たことによりましての印刷製本費が前年度と比較いたしまして１１３万９，０００円の

減を見ていることでございます。 

 また、そのほかに使用料及び賃借料の中で、コピー機のリース期間が満了になりまし

たことにより３５万５，０００円の削減をいたしております。 

 以上が前年度予算と比較いたしまして減額となった主な内容でございます。そのほか

にも若干の増減等はございますけれども、議会活動に係ります通年の所要額もって、平

成１３年度議会費の予算を計上いたしているところでございます。 

 以上簡単ではございますけれども、これで第１款の議会費の説明とさせていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○森河委員長 ただいま議会費の説明が終わりました。 

 質疑があればお受けいたします。  ないようですので、これをもって第１款、議会 

 費に対する質疑を終結いたします。 

 次に、第２款、総務費についての審査に入ります。植村総務部長。 

○植村総務部長 それでは、第２款の総務費につきまして私の方からご説明申し上げます。 

 一般会計予算書の４６ページをお開き願いたいと思います。  

 初めに、第１項の総務管理費、第１目の一般管理費でございますが、本年度は４億                                                                                  

２，６２１万８，０００円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまし

て４，２８０万９，０００円、９．１％と減となっております。 

 まず、情報公開制度についてでございますが、個人情報保護条例を含む情報公開制度

を町民の皆様に広く利用していただくよう契約の推進を図り、地方行政の透明性と公平

性に努めてまいりたいと考えております。職員研修につきましては、多様化する行政課

題と住民ニーズに的確にこたえていくためには、職員の資質向上を図ることが肝要でご

ざいます。このために斑鳩町職員研修計画に基づきまして、特に自己啓発による職員の

能力開発の推進を図ることにより、新時代に対応できる人材の育成を目指していくとこ

ろであります。新年度も研修機関等への派遣、自己研さんを高めるための通信教育や資

格取得講座などの自主研修の推進、また、先進地のすぐれた技術を修得するための先進

地視察研修、さらには行政施策の課題等を研究するため、研究グループの編成による職

場研修などを推進してまいりたいと考えており、そのための経費といたしまして１７７

万４，０００円を計上いたしております。 
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 また、職員の健康管理でございますが、職員が多様化する行政ニーズに的確に対応し

ていくためには、職員の健康保持も大切でございます。そのため毎年定期健康診断も職

員の年齢に応じた検査項目で実施してまいりましたが、新年度からは３０歳及び３５歳

未満の職員についても成人病検診や眼底検査等を行うことで、全職員が同じ検査項目を

受診することに、より一層の健康管理の推進に努めてまいりたいと考えております。そ

ういったメンタル的なことにつきましても職員の研修もさせていただいておりましたが

、そういったことについてもしてまいりたいと考えており、そのための経費といたしま

して３８２万円を計上いたしております。 

 また、例規執務サポートシステムの導入でございますが、ＩＴ革命に対応した事務処

理の効率化、透明化、あるいは住民サービスの向上等を図るため、例規集を庁内ＬＡＮ

システムに組み込み、例規の即時改正や条例等の迅速な検索など例規システムの簡素合

理化を図ってまいりたいと考えております。このための経費といたしまして４７０万円

を計上いたしております。 

 また、地域集会所等整備補助事業でございますが、地域における生涯学習や福祉等の

コミュニティー活動の拠点といたしまして、地域における集会所の整備のより一層の促 

進を図るため、地域自治会等に対して整備費用の一部を補助金として交付することにし、 

住民の福祉の向上とコミュニティーの推進に努めてまいりたいと考えております。新年 

度は２自治会に補助金を交付するため、２８１万５，０００円を計上いたしております。 

 また、コミュニティバスの運行についてでございますが、町内を巡回することにより

老人の方々の日常生活上の利便性を高め、また公共施設への利用促進を図るための身近

な交通機関として、平成１２年度から試行的に運用してまいりましたが、本年度につき

ましても引き続き運行継続の見直しを図る中で実施してまいりたいと考えております。

このための経費といたしまして１，０５０万円を計上いたしております。 

 また、本年度からは住民の行政に対する信頼を一層高めるため、外部の専門家により

行財政の運営をチェックする外部監査制度の導入を図ってまいるとともに住民参加のま

ちづくりを推進するため、さまざまな行政課題について住民の自主的な活動を支援する

ため、町職員による出前講座の実施も考えております。さらに資源循環型の社会形成を

推進するため、本町におきましても庁内で使用する物品については、引き続き環境にや

さしいエコ物品等の使用に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、４９ページをお願いいたします。第２目の文章広報費でございます。本年度は
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１，０４７万３，０００円を計上いたしております。広報紙印刷経費の節減により前年

度の予算額と比較いたしまして、２４８万４，０００円、３１．１％の増となっており

ます。 

 本年度も町民の方々からのご批判、ご意見を反映していくなど、さらに見やすく、わ

かりやすい広報となるよう紙面の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 また、インターネットを活用し、行政施策の紹介や行事等について情報の発信を行っ

ておりますが、さらに内容の充実を図ってまいりたいと考えております。これらのこと

に要する経費といたしまして、１１０万円を計上いたしております。 

 さらに町内在住の外国人の方への行政サービス等の情報提供の充実を図るため、既存

の外国語版の行政ハンドブックの充実・改訂を行ってまいりたいと考えております。こ

れによる経費といたしまして１００万円を計上いたしております。 

 次に、５１ページをお願いいたします。第３目の財政管理費でございます。財務会計

システムの使用料に係る経費が主なものでございまして、本年度は２５６万５，０００

円を計上いたしております。本年度は従来の財政分析に加え、資産や負債といった側面

からの分析も必要であると考え、また責任説明をより果たす観点から貸借対象表などの

企業会計的手法を用いた財政分析の研究に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、第４目の会計管理費でございますが、会計事務費に要します経費として、今年

度は５１万７，０００円を計上いたしております。 

 次に、第５目の財産管理費でございます。今年度は８，０２２万１，０００円を計上

いたしております。前年度の予算額と比較し６９３万５，０００円、８％の減となって

ます。財政調整基金、公共施設整備基金に係る運用益及び寄附金相当分の積立金と庁舎

並びに財産の適正管理に要する経費を計上いたしております。また今年度は庁社内につ

いての運営を進めるために、分煙機を２台導入予定しております。  

 次に５３ページをお願いします。第６目の企画費でございます。本年度は２億４４４ 

万６,０００円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして８,７９８ 

万８，０００円、３０．１％の減となっております。まず、女性施策の推進についてで

ございますが、平成８年に作成いたしております女性行動計画に基づき、本年度も女性

セミナーや、職員研修等を開催するとともに、女性リーダーの育成もやってまいりたい

と考えております。 

 また、男女共同参画社会基本法の公布・施行に伴いまして、県の男女共同参画基本計
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画も作成することも視野に入れながら女性施策推進委員会のご意見もお聞きし、現計画

の見直しに取り組み、男女共同参画社会の推進を図ってまいりたいと考えております。

これらのための必要な経費といたしまして、２２万６，０００円を計上いたしておりま

す。 

 また、本年は２１世紀初頭の記念すべき年であるとともに、聖徳太子が斑鳩の宮を造

営されて以来ことしが１４００年に当たる年となっております。ＮＨＫにおかれまして

も（仮称）「聖徳太子とその時代」をテーマで１年間を通した事業として企画されてい

るようにと聞いています。また、その一環としてドラマ「聖徳太子」の放映も予定され

ていると聞いております。本町におきましてはいかるがの里が持つ歴史・文化資源を再

認識する契機といたしまして、仮称でございますが「斑鳩の宮造営１４００年記念事業

～太子の和の心を未来に～」をテーマに実施に取り組んでまいたいと考えており、これ

らに要する経費として１，６１１万円を計上いたしております。また各方面で聖徳太子

を中心としたイベントが予定されていますことから、日本各地に向けたメッセージを発 

信するためＮＨＫ、法隆寺等の関係機関との調整を図ってまいりたいと考えています。 

 また、住民行政の共同によるまちづくりに向けまして、ふるさとの魅力を再発見する

ための「いかるが百景フォトコンテスト」の実施や手づくりのまちづくりイベントも企

画運営が行える住民グループの育成に取り組んでまいりたいと考えております。それら

の経費といたしまして３９万３，０００円を計上いたしております。 

 また、いかるがホールの管理運営を斑鳩町文化振興財団に委託する費用、文化振興                                                                                  

財団の活動支援等の補助金、いかるがの里大学開催費用として、合わせまして１億                                                                                    

３，３２８万６，０００円を計上いたしております。 

 また、行財政改革の取り組みにつきましては、平成８年策定の第２次行政改革大綱の

実施計画に基づく期間が終了しました。その成果については総括報告として取りまとめ 

たところであり、実施状況実施率は８９％の達成になっているようでございます。今                                                                                    

年度は議会広報実施計画の策定を確定しており、その必要経費といたしまして２７万                                                                                    

１，０００円を計上いたしております。 

 ＯＡ化の推進につきましては、庁内のネットワークシステムの構築により、事務の簡 

素、合理化が一定の充実を見たところでございますが、さらに事務効率の向上を目指                                                                                    

しパソコン等の増設やインストラクター派遣による職員研修を実施するなど、ＯＡ化                                                                                    

の推進を図ってまいりたいと考えており、電算機の使用料等の経費として４，６８６万
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２，０００円を計上いたしております。 

 さらに昨年度より行政の構造改革の柱として行政評価システムの本格導入に向け試行

実施を図ってまいりましたが、本年におきましては、範囲を広げシステム確立に向け実

施してまいりたいと考えております。 

 次に５６ページをお開き願います。第７目の公平委員会費でございます。公平委員会

を開催するための必要経費として９万１，０００円を計上いたしております。 

 次に第８目、交通安全対策費についてでございますが、本年度は７２７万８，０００

円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして１０４万円、１２．５

％の減となっております。春、秋の交通安全週間期間中、交通安全協会との協力など、

広報活動及び街頭指導を実施し、交通安全思想の普及に努めるとともに、迷惑駐車の自

粛啓発、ＪＲ法隆寺駅周辺の放置自転車対策にも引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。また、生活道路における安全確保を図るため、道路案内標、防護さく及び

各種標識等の整備に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に５７ページをお願いいたします。第９目の自転車等駐車場運営費についてでござ

います。本年度は２，２０３万６，０００円を計上いたしております。適正な管理運営

に努めるとともに、利用者の利便を図りながら運営を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、第１０目の防犯対策費についてでございます。本年度は７６１万９，０００円 

を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして３５万８，０００円、                                                                                    

４．２％の減となっております。消防団員による年末警戒及び自治会が管理されている

防犯灯の維持管理補助金等、生活安全推進協議会補助金の事業として計上いたしており

ます。 

 次に、５８ページをお願いいたします。第１１目の青少年対策費でございます。本年

度は２２３万円を計上いたしております。未来を担う青少年の健やかな育成のために、

青少年問題協議会が中心となり、啓発・巡回指導及び相談事業等の充実を図ってまいり

たいと考えております。 

 続きまして、５９ページをお願いいたします。第２項の徴税費についてでございます

。第１目の税務総務費につきましては、職員の人件費と固定資産評価審査委員会、特別

土地保有税審議会の運営に要します必要経費として８，９４８万４，０００円を計上い

たしております。 
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 次に、６１ページをお願いいたします。第２目の賦課徴収費でございます。本年度は

５，９６９万５，０００円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまし

て５２８万２，０００円、９．７％の増となっております。滞納整理につきましては年

々滞納額が増大する中、町税等徴収対策本部の徴収嘱託員による徴収等により徴収体制

の強化を図ってきたところでございますが、引き続き滞納者の実態を分析し、より効果

的な徴収事務をしていき、滞納整理にかかっていきたいと考えております。 

 続きまして６３ページをお願いいたします。第３項の戸籍住民基本台帳費についてで

ございます。第１目の戸籍住民基本台帳費についてでありますが、本年度は５，７９２

万９，０００円を計上しており、前年度の予算額と比較して８８５万円、１８％の増と

なっております。本年度は住民基本台帳法の改正に伴う転入転出手続の簡素化、市町村

の区域を越えた広域的な住民票の写しの交付などに対応するための年度の経費といたし

まして９４１万円を計上いたしております。また、窓口における接客マナー、住民票等

自動交付機の導入などの住民サービスの向上に努めてまいっているところでございます

が、住民に親しまれる役所となるよう、より一層各種窓口サービスの充実に努めてまい

りたいと考えております。 

 続きまして６５ページをお開き願います。第４項の選挙費についてでございます。ま

ず初めに第１目の選挙管理委員会費でございますが、選挙管理委員会を開催するための

経費といたしまして１７２万４，０００円を計上いたしております。 

 次に、６６ページをお願いいたします。第２目の常時啓発費についてでございます。

本年度は１０万５，０００円を計上いたしております。斑鳩町明るい選挙を推進協議会

を中心として、すべての選挙が公明正大に行われるよう、また投票率が向上するようそ

の啓発に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、第３目の町長選挙費についてでございますが、本年１１月１０日には町長の任

期が満了することから、その選挙の必要な経費として９００万円を計上いたしておりま

す。 

 次に、６７ページをお開き願います。第４目、参議院議員選挙費についてでございま

すが、本年７月２９日に任期が満了することからその必要経費として１，３００万円を

計上いたしております。 

 続きまして、６９ページをお開き願います。第５項、統計調査費でございますが、第

１目、統計調査総務費につきましては本年度は統計資料等のデータベース化に取り組む
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ための経費として１０１万４，０００円を計上いたしております。 

 次に７０ページをお願いいたします。第２目、指定統計調査費でございますが、本年

度は１３２万６，０００円を計上いたしております。本年度は１０月に事業所・企業統

計、１２月には工業統計、商業統計がそれぞれ実施される予定となっております。これ

ら調査は多様化する行政ニーズに的確に対応するための調査の一部をなすものでござい

ます。住民の理解と協力をお願いするとともに、個人情報保護等には細心の注意を払い

ながら万全の体制で調査を実施してまいりたいと考えております。 

 続きまして７１ページをお願いいたします。第６項の監査委員費でございます。第１

目、監査委員費についてでございますが、監査事務に要します経費として１，０５３万

７，０００円を計上いたしております。 

 以上、第２款の総務費についての説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○森河委員長 第２款の総務費についての説明が終わりました。 

 休憩後質疑をお受けしたいと思います。 

 暫時休憩します。 

          （午前１０時１７分 休憩） 

 

           （午前１０時３５分 再開） 

○森河委員長 再開いたします。 

 先ほどの予算に関する説明書の４６ページから７２ページまでの質疑をお受けいたし

ます。質疑のある方どうぞ。喜多委員さん。 

○喜多委員 ５７ページの交通安全対策の件なんですが、昨年から幼児用の補助装置とい 

うことで、補助金をいただくようになって、そういう利用率があって、今回１３年度の

分につきましては９８万円の予算を組んでいただいているんですが、何台を予定されて

いるのか、去年はどのくらいの利用率があったのかお尋ねしたいと思います。 

○森河委員長 水田課長。 

○水田環境対策課長 今申し上げております５７ページの幼児用補助装置の購入補助金と 

いうことで９８万円予算計上させていただいております。この１３年度につきましては

１９６台の補助金額５，０００円の９８万円を補助させていただいているとところで、

これにつきましては平成１１年度に補正予算をさせていただき、平成１２年１月から３ 

月まで補助をさせていただく中、その分につきましては１３０台の金額として４３万                                                                                    
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４００円を補助させていただいております。また、１２年度におきましては２月末まで

で２５６台の９２万２，５００円の補助をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 大変利用者が多くなってきているように思うんですが、先だっては新聞発表 

でチャイルドシートの普及によりまして、幼児の死亡率が激変したということを見まし

てよかったなと、当町も早々に取り組んでいただいたので、斑鳩町内における幼児の事

故というのもそんなそんな聞かないわけですので、今後も利用者があれば増額をしてい

ただいて、ことしの分については９８万円という予算を組んでいたということに非常に

喜んでおります。ありがとうございます。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 何点かあるんですけれども、とりあえずちょっと細かい部分で先に聞かせて 

いただきます。 

 予算書の４８ページにあります例規執務サポートシステム導入事業ということで、例

規集をコンピューター化していこうということの提案なんだと思うんですけれども、こ

れにつきまして今後我々にも非常に例規に関しましては関係の深いものですので、この

現物をどういうふうにしていくのか。これを将来的にソフトだけで扱っていくようにす

るのか、それともこちらの今持っております製本になっている方です。これをどの程度

生かしていくのかという、そこらあたりの考え方を教えていただきたいと思います。 

 それと予算書５４ページにあります斑鳩の宮造営１４００年記念事業ということで先

ほど説明いただきました。部長の説明をお聞きしていますと、私ちょっとよく理解しに

くかったので教えていただきたいのですが、この１，６００万円余りを組んでいるわけ

なんですが、ＮＨＫさんや法隆寺さんなどともいろいろ協議をする中でという話の中で

は、この記念事業の委託料というのは、そういうところでの何か事業をされるときに、

斑鳩町として補助というのか、補助金というのか、斑鳩町も一緒にやってますという意

味での委託というのか、そういうふうなことも考えておられるのか、斑鳩町として独自

に何かこういうことをやるということ、ＮＨＫさんと法隆寺さんと独自というような３

本立ての予算になっているのかというところを確認しておきたいと思います。 

 それと６４ページにあります住民基本台帳ネットワークシステムです。私、請求いた

しまして別途細かい数字も教えていただきたいということで、きょう資料も出していた
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だきました。お世話をおかけしたと思います。これは以前から言われておりました国民

総背番号制というようなことが以前に言われていたと思うんですが、こういう国の施策

へつながっていく事業であるというふうに考えておられるのかどうかというところを確

認させていただきたいと思います。とりあえず以上お願いします。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 それでは私の方から例規サポートシステムにつきまして答弁をさせてい 

ただきたいと思います。 

 例規サポートシステムにつきましては、まずメリットから説明をさせていただきたい

と思います。このシステムを導入いたしますと、庁舎内のＬＡＮに乗せるわけでござい

ますが、職員が持っているパソコンで例規集を即座に見られるいうシステムでございま

して、今申しましたように庁内ＬＡＮを活用いたしまして、まず引用条文、用語等の検

索が容易になるということ、それから必要な法令、条例等をすぐ印字できるということ

が主なメリットでございます。 

 議員さんとかに対応するかどうかということでございます。一応ＬＡＮに乗せますと

、例規集がパソコンで見られるわけですけども、それ以外に５０冊程度印刷して今の現

行の例規集を作成したいと考えております。これにつきましては、図書館用とか、議員

さん方に配布用というようなことで考えております。 

 それから将来的には、この例規ベースにつきましては、斑鳩町のホームページ、イン

ターネット等でも住民の方に見ていただけるようにもリンクをしたいと考えております

が、これにつきましては時期はまだ未定でございます。 

 以上でございます。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 今、西本課長が申しましたように、ＬＡＮを活用していくという中で、例規 

集が私の担当の課長補佐クラスしか必要ないわけですから、入った職員はやはり例規集

を勉強しないかんということをかねがね言っているわけです。それは職員が課長補佐な

り、課長からなかなかいけませんよということから、できたらやっぱりＬＡＮシステム

で職員に２人に１台パソコンを置いていますから、そういうもので自分で勉強していか

んと、何かあれば例規集とかそういう条例を、法律をやはり勉強しないかんということ

から職員間の中でこういうことをさせていただきますよということで、このシステムを

導入します。 
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 斑鳩の宮の関係につきましては、かねがね世界遺産に登録された法隆寺を考える中で

、法隆寺さんといろいろと協議をする中で、ちょうど斑鳩の宮１４００年ということで

ことし初めて法隆寺の境内で８月ぐらいにコンサート、あるいはオカリナの演奏という

ことで、今、お寺の了解を得ながら検討してまいります。 

 それと１１月町長選挙終了後、ＮＨＫから聖徳太子が２回９０分番組で放映されます

。そういう関係を踏まえる中で１１月の町長選挙以後にＮＨＫといかるがホールでフォ

ーラム等、あるいはまたスタッフの関係の衣装等の関係でいかるがホールでも１週間展

示する。あるいはスタッフが来られればそこらの調整をしていかなくてはいけない。Ｎ

ＨＫさんというのは特にシビアなもんですから、１０月の町長選挙まではＮＨＫは関与 

しないと、ＮＨＫは１１月以降ということで話を進めておるという状況でございます。 

○森河委員長 阪野課長。 

○阪野住民課長 今回、国の施策によりまして進めております住民基本台帳ネットワーク 

システムにつきましては、これからの高度情報化通信社会や地方分権の流れに対応する

とともに、さらなる住民のサービス向上と、行政事務の簡素化、効率化を図ることを目

的として住民個人を単位とする全国共通のコードの導入により本人確認を容易に行うこ

とができるほか、高いセキュリティー機能を有するＩＣカードを利用することによりま

して、市町村や都道府県の区域を越えて住民票の写しの広域交付や転入転出の特例など

、住民サービスの提供をするほか、さらに住民サービスの向上の観点、個人情報保護の

観点等、十分考慮した上で進められているものでございまして、先ほど委員の方からお

っしゃいました国民総背番号制につながるものではないというふうに理解いたしており

ます。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 今、課長の答弁を聞いてましたら、最初ずーといったら国の施策でそこにつ 

ながっていくんやなと聞いていたら、最後につながらへんと言われたんで、ちょっと理

解が私も非常にしにくいように感じました。それについては多分そういうふうに全国共

通という言葉の中にもあらわれておったと思いますので、それにつきましてはそういう

観点を私は持たせていただいているということで、その点につきましては、もう終わり

ます。 

 例規集の件なんですが、これを残すという方向の中では、今も非常に分厚くって、は

っきり言いまして、ページをめくっていくとき非常に傷むということを職員の方もご存
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じだろうと思うんですけども、今後考えていっていただけたらいいんですけれども、何

とか使いやすいように、傷みにくいような方法があればぜひ考えていただきたいという

ことはちょっと要望をしておきたいと思います。 

 それと町内主要幹線の交通量調査ということがありましたね。５４ページ、この主要

幹線というのは、町としてはどこというように設定をされているのか確認させてくださ

い。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 主要幹線につきましては、主要幹線調査場所は検討中ですけども、当然 

国道、県道、あるいは服部道などの主要の町道の中で２０から３０ポイントの調査を行

ってまいりたいと思います。これにつきまして、今年度上げておりますけども、５年に

１回程度実施していって町内の統計資料として、また今後の道路整備について活用して

いきたいと考えております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 それでは質問させていただきます。これは４８ページになるんかなと思いま 

すけども、先ほど部長の説明の中で、職員の自己研さんのためにいろいろな予算を上げ

られて、監査委員さんからも職員の意識改革等のことでいろいろ指摘されておられまし

て、その中で通信教育等の補助そういうふうなものにもいろんな項目を上げていただい

て、よう書きとらんかったんやけど、実際問題として職員の中でどれくらいの人がそれ

らを利用というのですか、自己研さんするために、積極的に請求して、例えば通信教育

なんかで資格取得もあるんじゃないかなと思うんですが、どういうような今までになっ 

ておって、それに基づく予算だと思うんですが、それらのデータとしてはどうですか。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 職員研修の中の通信教育についてでございます。通信教育につきまして 

は平成９年度に策定しました研修計画に基づきまして、新たに設定をいたしております

。まず、通信教育の種類ですけども、おおむね１１０種類ございます。この中で、職員

が今日まで受けてきた実績でございますが、平成１１年度におきましては、フランス語

の通信教育に１人受けております。それから、その前の平成１０年度におきましては簿

記で１人受けております。この２年間では実績としては２人でございますが、この通信

教育につきましては、職務に関連する内容以外にそれぞれ自分の伸ばしたいそういう知

識等自分が選択して、そして幅広い知識を身につけ、職務にまたそういった知識を活用
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していくという目的から設定いたしているものでございますので、今後もこの通信教育

につきましては助成をしていき、職員の知識の拡大、高揚に努めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そうしたら１０年度に１人、１１年度に１人ということで、例えばフランス 

語をそういう通信教育を受けるについては経費といいますか、どれぐらいの、全額なの

か、何％なのか。それと以前土木とか建築などで職員の方に短大とか、専門学校とかへ

も行っておられたようにも聞いております。同僚議員の方も行っていたというような話

も以前聞いたことがあるんですが、それらのように積極的にもっと自己研さん、簿記や

フランス語がどうのこうのと私は言いませんが、職務に直接活用できるような資格取得

ですか、それらに向かっての補助をするのが、私はベターじゃないのかなと思います。

民間企業でしたら、例えば危険物取り扱い、それらについての資格試験は全面的に受験

料とか、そういうようなのについては補助するというようなぐあいです。社員に対して

のそれは当然やっていると思います。これは自己研さん、それから意識改革の中にもそ

ういうものが含まれるんじゃないかなと思います。といっても職員の方、同僚議員が一

般質問したときで、定数条例云々の話で忙しいのはわかってますねんけど、民間みたい

に積極的にそういうところへ通えるような制度をもっと示してほしいなという思いもあ

りますので、そういうなのを踏まえて１０年度、１１年度の通信教育対する補助という

のですか、それはどのぐらいなんですか。金額は結構ですので何％なのか全額のなのか

教えてください。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 通信教育講座につきましての助成でございますけども、上限を２万円と 

いたしております。ただ、先ほど申しました１１０種類ほどあるという中で、ほぼ通信

教育につきましてはおおむね２万円前後の費用で受講できるという科目が多うございま

す。おおむね助成は１００％に近い数字でさせていただけるもの思います。 

 それとあとご指摘いただきました職員の実務に対します何か知識を広める講座や研修

はないのかということでございますが、一応自主研修といたしまして通信教育講座の助

成のほかに資格取得講座の助成がございます。これにつきましても助成をいたしてきて

おります。助成対象の資格は２８種類ございまして、例えば中小企業診断士とか、税理

士とか衛生管理者とか、公害防止管理士とか、通訳ガイドとか、いろいろ２８種類の資
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格取得に対しましていろいろ受講できるようになっております。 

 それから、それ以外に斑鳩のウオッチング研修ということで、先進地視察に対する研

修の場の提供もいたしております。 

 それから、もう一点は自主研究グループ活動ということで、一つのテーマを持って職

員数名が一つのグループをつくって、そのテーマについて研究をするといったこういう

グループ活動につきましても助成をすることとなっております。 

 こういった研修がございます中で、特に資格取得講座での実績でございますけども、

平成１０年度につきましては２件ございます。危険物の作業主任者の資格取得、介護保

険専門員の資格取得、それから平成１１年度につきましても２件ございます。危険物取

扱者の資格取得、介護支援専門員の資格取得とこういうふうに資格取得に対して助成を

行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 資格取得講座の今の件なんですが、これも２万円を上限とすると思います。 

それと自主研究グループについてはどれぐらいのグループの種類です、それに参加して

いる職員の人数をちょっと教えていただきたいと思います。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 自主研究グループでございますが、今現在１つのグループが活動してい 

ただいております。テーマは地理情報システムについてということで、グループの人数

は１５名でございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 職員の方もいろいろ忙しいと思いますが、できるだけこういうものに積極的 

に参加というんですか、努力していただいているということは自分のためにもなると思

いますので、今後ともよろしく幹部の職員の方は指導していただきたいと思います。 

 次に４８ページなんですが、コミュニティバス運行業務委託料ということですが、い

ろいろコミュニティバスについてはその他の委員会などいろいろ議論されておりまして

、できるだけ効果が上がるようにということで苦慮されていると思います。今の現状を

見れば、運行計画をいろいろ考えても、私は率直に申し上げて余り効果がないなと。そ

してコミュニティバスの運行ということ自体が、余りにも斑鳩町の交通事情、それから

その思いにマッチしていないと率直に申し上げたい。といいますのは、もう少し小さな
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バスというのですか、小グループで乗せるということではなかったのかなと。そのよう

なことを思っておりますということを意見として言っておきます。どうのこうのじゃな

いんです。 

 それから、その同じページにある外部監査事務委託料ということで、これに関連して

そのこと自体には何ら私はいいことだと思ったんですが、加えて監査委員ということの

項目の方で話をすればいいのかなと思うんですが、私はこの外部監査の導入ということ

は、もちろん改正できるようになっていると。自治法の改正されたのは２年ほど前です

かね。その当時私一般質問で監査事務局の設置というのができるようになりました。そ

れで書記さんを１人置いてということで言ってますが、ぜひとも監査事務局という看板

を上げられるような、余り経費はかからないと思います。そういう機構改革をお願いし

たいと思うんですが、その監査事務について監査事務局設置は考えておられるのですか

、どうなんですか。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 前は議会事務局の中でそういった事務をしておったわけでございますが 

、やはり今日の監査事務の内容等々を加味いたしますと、そういう専門的な知識を開示

するべきであるといった中で、そういった職を置かさせていただいておるという状況で

ございます。特に小野委員さんがおっしゃっているとおり、そういった中で来ておりま

すけども、今の状況を見る中では当分はこうした中でやらせていただいてみたいなと、

こういうところで考えております。ご理解をよろしくお願いいたします。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 会計監査は今までは市までが事務局を設置することができると、それから県 

は必置しておると。その時に今度は町村まで広がったということで、当時そういう改正

になる前から、視察なんかで行かせてもらったら、町でも監査事務局という看板が上が

っておるんです。幸いにも監査委員室というのがあって、そこに書記を常設していただ

いて、今、総務部長がおっしゃったように、総務の方から書記さんを常設させていただ

いている。そうしたらその場所が、監査委員室というのではなくて、監査事務局という

名前が使われないというか、町にはそういう監査事務局がない時代でも監査事務局とし

て充実を図っておられた町がたくさんあったんです。視察に行くのだから、それも進ん

でいるところに行っているからそういうわけになるんやけど。今の監査委員室を監査事

務局というように名称を変更して、それすることに予算も要らないし、私は何もちゅう
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ちょすることもないと思いますので、ぜひともそういう形をとっていただきたいなと、

そのように再度提言しておきます。 

 それから、４９ページの地域集会所施設整備費補助金ということなんですが、先ほど

部長の方で２自治会から要望があって２８１万５，０００円ということで、より一層の

コミュニティー地域を図るためにこれはテーマですので組んでおられる。１，５００万

ですか、そこまでとらせていただいて、いろいろしていただいた中で、２年ほど前です

かな、町長が予算案つくっておられたけど、それを実際に取り上げた自治会というのは

まだないように思うんですよ、いろんな事情でね。だからこれをどないに考えたらいい

のかなと思ったりするんですが、本会議でもいろいろ一般質問されておりますが、地縁

団体が設立されているのは、それは重要なのですが、地縁団体設立が絶対条件なのかど

うか、再確認しておきたいなと思いますが。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 この要綱の中を見ますと、いわゆる地縁団体設立が必ず必要条件という 

ことはございません。ただ、町長が申しておりますのは、やはり住民相互の中での地域

内でのコミュニケーションが十分図れておるかどうかということが一番大事なことです

。それを担保にしようと、それは一つの手段としてはそういう地縁団体設立が出てくる

だろうというようなことから、町長が申し上げておると思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そういうことは、今の集会所については地縁団体云々より自治会内で集会場 

を取得しようということがまだきちっとできてなかったと、そんな状態だと考えたらよ

ろしいんですか。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 当初申請が出た際につきましては、地域住民全体の合意の中でされてき 

たと我々は承知しておりますけども、その後にいろんなことが町へも寄せられてきてい 

ます。そういうことがいろんな形でそうであったのかどうかということもございまして、 

そうした中でいろいろと自治会長さんともお話する中で、当町の方から工事を一時中止

するというような中で、地縁団体をまず設立していく、これは町長の方からもいろいろ

申し上げたこともありますけども、それから進んでいくということもおっしゃっていた 

だいていることでありまして、現在そのような中で進んでいるということでございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 
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○小野委員 そういうことは１３年度予算で２８１万５，０００円、２自治会からという 

ことですが、これはあくまでも自治会長の予算要求ですか、その事業計画。それらが提

出されているから、予算を組んでおられるということで理解したらいいと思うんですが

、あくまでも自治会長が出しておられるということで、そうしたら峨瀬の集会所建設に

ついては、やはりいろいろな地元の方のもとで、私のところにも相談がありますし、や

はり無理なんかというようなことで聞かれている方もおられるんです。そうしたら地縁

団体が設立できたということは、総務部長がおっしゃるとおり、自治会がまとまってい

るというはっきりとした担保やし、むしろ今度の登記のときに理想的なスタイルなんで

すが、それ以外に自治会内部では集会所も持つことに反対されている方がたくさんおら

れるのかどうか。それで仮に自治会を持つということだけの意思表示ができた場合に、

今工事が中止されているとか、現場を見たことがないのであれやけど、そういう思いが

合意できた時点で、来年度１３年度にできてきたら、それについてはやはり自治会総意

で建ててきたとなりますので、それについて来年度に完成したら、やはり１２年度予算

に組んであった分ですから、当然地域集会所の補助規定にのっとって、その自治会は申

請してくると思います。その場合、やはり補正予算を組んで補助すべきだと私は思うの

ですが、その点を確認させていただきたい。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 このことにつきましては、私も一般質問の中でも申し上げたように、１２年 

度は一応無理だろうと。１３年度中に今まさに３月２０日に総会を開かれる中でござい

ますから、やはり正常化というか、皆さん方苦労され、しかるべきそういう方向に向い

ていけば、１３年度でまとまっていけばいいと思う。ただ経緯は自治会長が諮らず何も

なしで自分がやったということに皆さん方よく思っていない。公民館そのものについて

は、当然つくっていくべきで、公明正大に総会でも開いて、そういうしかるべきを申し

上げてやったらよかったんですけども、それが自治会長が一任されているという自分の

考えでされた経緯があって、そういうような反発問題等が起こったという中では、町と

しても、以前にも龍田橋西で、民地の方が自分の家の前を使うということで、自治会総

意はすべて賛成されているのですが、しかし建設する前の家の方が反対されているとい

うのは、みんなで説得していかんとなかなか難しいということで、結局できなかったわ

けですけども、いろいろな経緯が私はあると思うんです。最終的にはやはり町として皆

さん方が喜んでいただけるのが、地域に開かれた公民館であってほしいし、当然そうい
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うことが、協力してやっていかなければいけないものをその大字、大字で、お互い必要

ですから、そういう１，５００万円という補助金を上げていますものの、なかなかそれ

は難しい状況であろうと思ってますけど。小野委員ご指摘のように皆様方がそういう点

で、正常化に戻っていただいて、公民館を建設するということで、正式な書類は上がっ

てまいりますと、手続上、町としても補正予算を組んで担当委員会にお諮りをして進め

てまいりたいと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 この件でもう１件、もうちょっと話をさせてください。町長、公民館の補助 

規定というのはいろいろな意味で決まっていますので。地域集会所補助規定ということ

であげてみて地域住民へのサービスといいますか、コミュニティーを図ってもらうため

の補助規定を１，５００万円まで上げたと。 

 だけど私は根本的にちょっと難しいかなというのは、今、橋西の例を挙げて町長もお

っしゃいましたし、私自身も以前に予算まで組んでいただいた経緯も、私が所属してい

る自治会ではなくてほかのことも残念な結果、自治会が３つに分断という最悪の状態を

迎えております。これらのことについていろいろ自治会でおおむねよかったら、細かい

話まではするものじゃないのかなと思ったり、そういう集会所建設についてその他の問

題が斑鳩町には過去にあって、今どうなっているのか私は知りませんが、町長が打ち出

された、地域交流間構想の方がやはりコミュニティーを図っていくことに対しての住民

サービスにつながっていくのではないか。その自治会の中でいろいろな意見が出る。そ

れがまとまったらこうしてでき得るものなのです、これは。地域集会所の補助金という

ことですから。私がいろいろ関与して自治会が分断されたという場所のところで、予算

を見ていただいたら、補助金では、そこもきちっと積み立てされたと、あともう少しの

積み立てのときにいろいろな思いが出てきたということがあったと思うし、費用につい

ても積み立てもされておるんだと思うんです。だけど、それらについての自治会長どう

のこうのという話もあったし、橋西については町長がおっしゃったようなところもあっ

たんかなと、私は熟知しておりませんが、地域集会所の補助ということについては今後

個々についても難しい問題が出てくると思います。何か人間の感情の問題に入ってきて

ると思いますから、今それらについて地縁団体の設立に反対されているというんですか

、いかにも集会所の取得には賛成だが、その地縁団体というのですか、自治会長の今ま

での報道、業績についていろいろ反発されている方とか、疑問を持っておられる方がい
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かにもその集会所の建設に反対されているようにこれ動いていると思うんです。 

 今の段階で、今度逆にそちらの方から建設の動きがあった場合、また泥仕合となって

しまうと思うんです。それらを考えていったときに、そういうふうにはなってほしくな

いと私は思ってますが、この地域集会所の１，５００万円までの補助率を上げられた、

そのことによって地域交流館構想がそのままぽっしゃっているという状態は、さらに僕

は町長が思っておられる地域のコミュニティーにつけての、やはりそれも早期に復活さ

れるべきだと私は思っております。その地域交流館構想の凍結の要件の一つに地域集会

所施設の補助率を上げたということも、私は聞かされておりますけれど、やはりそれを

上げても地域交流館構想を凍結するだけのあれはないんじゃないかと、私自身は率直に

思っております。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 今、小野委員が申し上げていただいたように、いろいろ経過はあると思いま 

す。地域交流館関係も私の方が何とか努力しようと思っても、やっぱりこの方が大体的

に金額が合わなかったと。そういうことも踏まえる中で、お亡くなりにときに私が悔や

みに行ったら、亡くなる前に町長にもう一遍この値段で何とかしてくれへんかというこ

ともあったようでございます。しかし、私もやっぱり約束したことは守っていかなかっ

たら、亡くなったからもう一遍繰り返してくれということは。私もやっぱり町民から受

けた以上は、より積極的にそれを進めていこうとしたのですから、町長室で約束したん

ですから。したことを守ってくれなかったら、私も、仮に地価が高くなって監査請求さ 

れた時に必ず町長は訴えられるわけですから、それほどの責任を感じているわけです。 

 この種の問題は議会でいろいろ議論があるけれども、起こったことは私が何とかしよ

うとしてやろうということを、議員の皆さんに考えていただきたい。服部の問題も橋西

の問題も峨瀬の問題もすべて住民感情が残っていると思います。悲しいことが起こった

わけです。こんなことをほったらかすわけにはいかない。仲よくしてほしいわけです。

皆が一生懸命積み立てされたんですから、しようという意欲はあるんですから。ただそ

の一角が崩れていくという中で何とかサポートしてやってほしいわけです。それができ

なかったときには私は服部の問題でも残念でならない。 

 私はやはり手続上の問題についても、まだ手続しておられない中で、裁判を訴えられ

るとか、まだ執行していないのですから。町は何も執行していないのですから。その中

で、前年度にも申し込まれたら、何で町はするのか、そういうところから始まってきま 
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す。やはりみんながそういう熱意に動かされるわけですから、この１，５００万円を                                                                                    

上げたから、必ずしもこのことが多くできるか。それは考えられません。今でも仮に                                                                                    

１，５００万円の建物を建てたかって、仮に１，０００万円だったら５００万円しかも

らえないです。３，０００万円だったら１，５００万円の範囲でもらいますけども、や

はりそこらのところを考えていかんかったら、中身の問題ですから、公民館にしったっ

て、集会所にしたって、仮に空き家があって、その空き家を借りますよということで、

この自治会が買われたときに、買うときに何ぼかかるか、そういうことについても、１

つの集会所として成り立つわけですから、これも踏まえてやはり小野委員ご質問のとお

り、すべて最初の段階というのか、そうところからいろんな問題があると思うのですが

、今の問題も今おっしゃったように、感情は残ってありますし、公民館がほしいことは

事実ほしいと。しかし今、前任の関係からのいろんな経過を考えますと、まだその方は

今もけしからんと言いますし、そういうことも踏まえる中で、何とか正常に戻ってほし

いというのは我々の願いですし、できるだけお役に立つ努力をしながら、助役さんも、

あるいはまた収入役も努力を払って、峨瀬の方々にもお会いしながら何とか円満に納め

てほしいという切なる願いでございます。 

 小野委員のおっしゃっていたとおり、これは大きな問題もあるかと思いますし、いろ

んな経過はたどってます。そういうことのなる中で、なかなか集会所というのは切りか

えていかれないというのが、ひとつの最初の服部の問題から進んできたなと私は思って

ます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 地域交流館構想については、今、町長おっしゃっていただいて、亡くなられ 

てどうのこうのということもありますが、私はその方は、行政側が地域交流館の凍結と

、いきいきの里が動きかけたので凍結ということについて、その方は今の町が提示され

た金額で結構ですと、はっきりと私に言いに来られたのですが、凍結してますというこ

とで、それはあきらめられた。 

 まず、凍結ということをされたということで、もうあの話はなくなっている。当時一

番町の自治会がこういうものが入っていますというて回覧板で回してるわけです。それ

を凍結という形で、それも予算的にはふれあい交流センターが建設できるということで

、地域交流館を凍結してまうという荒ったい行政をされたということは、私はずっと覚

えてますから、早急に地域交流館というのを復活させて、そしてやるべきだといういこ
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とを申し上げておきます。 

 次に、６１ページから６２ページにかけてなのですが、その中で固定資産路線評価業

務委託料と、固定資産税標準宅地鑑定評価業務委託料というのがあるのですが、何か似

ているようでちょっとわからないので教えていただけませんか。 

○森河委員長 植嶋課長。 

○植嶋税務課長 固定資産税の鑑定委託料でございます。これは固定資産の評価替えが                                                                     

１５年度に行われますので、このために……。 

○小野委員 ちょっと待って。６１ページに載ってあるのは固定資産路線評価業務委託料 

、それと固定資産税標準宅地鑑定調査業務委託料のその違いを教えていただいたらいい

だけです。 

○植嶋税務課長 それではまず標準宅地鑑定委託料でございます。これは町に１２３ポイ 

ントの基準点がございます。これのための鑑定を全部行うということです。 

 固定資産路線評価業務委託でございますが、これにつきましては、これに基づきまし

て、この路線価の価格を設定するという業務委託でございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 その委託先というのですか。それらはどういうところにあるのですか。 

○森河委員長 植嶋課長。 

○植嶋税務課長 委託先でございますが、鑑定につきましては鑑定士ということになりま 

す。こういう路線価の委託業務につきましては、こういうことに詳しい専門業者という

ことになります。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 鑑定評価業務については、不動産鑑定士という資格を持つ者ということです 

ね。それから、その路線価の評価業務委託は詳しい専門業者というのは何か有資格で業

者なのか、それに詳しいだけでやられるのか。それと、その委託されるにつけては、入

札されるのか、随意契約なのか。それらについてはどのように考えておられるのか教え

てください。 

○森河委員長 植嶋課長。 

○植嶋税務課長 先ほどの鑑定路線委託業務につきましては、ダイワ不動産鑑定に委託し 

ております。 

 契約につきましては随意契約で行っているところでございます。これは、従来からこ
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の業務につきましては、断続的に行っていくという必要がございます。この辺につきま

しては、今までの斑鳩町内の路線価等についても詳しいということで行っているところ 

でございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 鑑定評価業務については、鑑定士に委託するのはわかりました。それについ 

ては固有名詞を出していただいてますが、ダイワ不動産鑑定事務所。これは随意契約で

、やはりその業務が鑑定業務ということですので鑑定士のそれに対する随意契約という

のは別に問題ないと思います。 

 路線評価業務の専門業者というとらえ方というのと、もうちょっと明確にしていただ

きたい。例えば、里道、水路なんかの用途廃止されて、施主さんが近所の不動産業の方

にある程度参考意見として財務省がそれを委託して、その単価で用途廃止の登記を、そ

の価格をつけ利用されてきたように思います。そういう形の業者なのかと私は思ってい

るのですが、それらについてはもう少し、今度路線評価業務は初めてなのですか。今ま

で過去にもあるのでしょう。それについての実績もあるということだと思うのですが、

もう少しわかりやすいようにお聞かせいただきたい。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 路線価方式は以前から採用いたしてます。そういった中で、そういう知 

識といいますか、そういうことをやっておられるところということで、今まで業務を委

託してきたわけでございます。 

 そういった中で鑑定においても１２３ポイント鑑定し、それに基づいて路線価を決定

していくというような一連の流れの中で、同じところでお願いしておるところでござい

ます。契約につきましても、そういうった過去の資料を持っておる、１２３ポイントの

場所等の状況、また、鑑定の流れの中でやってこられた方法をよくご存じなので、そう

いった中で随契の価格が適正であるかどうかというのは、相見積りの中でやっておりま

す。その価格は適正であるかどうかということも考慮に入れながら、予算計画をしてい

きたいということです。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 １つ鑑定業務の方はもうわかってますねん。さっきから課長が答弁してくれ 

たけど、その路線評価業務の委託というのをどういう業種の人に委託されて、それはど

うされてるのか、それだけで結構です。１２３ポイント云々とか鑑定業務云々とかもう
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わかってますので。固定資産路線評価業務は、どういう人にあれしてるのですか。どう

いう業種の人に、先ほど専門業種と言われて、その専門とはどんな専門があるのか、僕

の知識ではわからないのです。だから言っているから、そこらをはっきり言ってくださ

い。相手がなかったらそれはおかしいと言わなければ仕方がない。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 ちょっと舌足らずだったと思いますけど、不動産鑑定士のそういった業 

務をされているところでやっていただくということです。 

○小野委員 その路線評価業務を不動産鑑定士事務所ですか、それに間違いないんですか。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 その同じ鑑定をやっているところで、測量というそういった業務もお持 

ちでございますので、そういった中でやはり関連性がありますので、そういうことでや

らせていただいているということです。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そうしたら、私の聞き方も悪かったんかもわかりませんが、この両方の委託 

については、両方とも不動産鑑定士事務所で発注されてということですね。先ほどちょ

っと課長の答弁で、それらのことに詳しい専門業種と言われたので、私はそれはどうい

うものなのかと聞かせていただいたし、それで、同じような業種のところへ見積りをと

って、随意契約をいていると。そういうことで理解してよろしいでしょうか。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 そういったことでご理解いただきたいと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 次に、６３ページの戸籍住民基本台帳費というところなんです。これは私は 

別に予算のどうのこうのではないのですが、それと自動交付機の話で私は賛成しており

ますし、利用させていただきました。それについて、窓口で印鑑証明をいただくのと、

自動交付機で印鑑証明をいただく、住民票をいただく、それらについて、活字の大きさ

が違うと思うのです。これらはもう既に老眼も入ってますので、というのは具体的に言

えば、多分違うと思うんです。自動交付機の活字は小さいのです。用紙は大きいのです

、Ａ判のもので。小さいのがさーと入っておるから、これは何か変えることができない

のかと思いますねんけど、どうですか。 

○森河委員長 阪野課長。 
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○阪野住民課長 今おっしゃいました窓口で交付いたします印鑑証明なり住民票と、交付 

機で発行いたします住民票、印鑑証明の文字の大きさでございますが、窓口で発行する

分についてのシステムと、交付機で発行いたします住基システムの文字のもともとの大

きさの違いというのがあって、それで多分そのような形で処理をされてると思うのです

が、そのことについてもう一度業者の方と相談いたしまして、文字の大きさの統一を図

れないかどうかということを検討させていただきたいと思います。 

○森河委員長 小野委員。 

○小野委員 課長にお願いしておきます。統一を図るときに小さい方には絶対しないでく 

ださい。それだけはお願いしておきます。 

 最後に６６ページの町長選挙費の件ですが、以前にも公選法の改正で午後８時まで投

票できるということになりました。それについて衆議院選挙のときでしたか、県内でも

これは各自治体に投票時間の繰り上げができるようになったと思うのです。 

 それで８時までの効果というのですか、投票率云々は確かにあるとは思うのですが、

それは公選法改正で不在者投票の緩和というのですか、それによって大変効果があった

と。不在者投票は最終の時間帯に以前の６時から８時の間というか、８時に投票された

ようなカウントされるようなことも聞いておりますし、実質８時まで開けている必要は

ないのかなと。こういう言い方したらいかんと思いますけど。それにつけ加えて、余り

効果がないのかなと。 

 といいますのは、これらの経費についてやはり職員手当、そういうようなのについて

割高になっている、８時まで出ますときに。予算の段階ですので、当然８時までの経費

を計上されているのは当然の話なのですが、実際の執行されるときには、ある程度のこ

とを考えられるのも、かなりいいのじゃないかなと。衆議院と参議院の方はどうだとい

うのは、こない言い出したら、これは国から来ますのでいいかなとぶっちゃけた話して

いるのですが、できれば投票時間繰り上げというか、ぜひお願いしたい。それができる

ようになってますので、それらも考慮されたらどうですかということで提案しますけど

、どうですか。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 現に大塔村とかは６時ということでやっておられます。大塔村の状況等は有 

権者は６００人足らずか７００人足らずか、そういうことですべてが投票される。一遍

これはやはり国がやってきて、勇気を持って独自でやりましょうということは、これは
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もう恐らく無理な話です。マスコミはいろいろとそういう点では言いますものの、やは

り８時まで私は職業柄どうしても投票に行きたいけども、６時では無理だという方がお

られますから、効果等はどうかという問題よりも、そういうことを一遍やってしまって

、今、直ちに斑鳩町が６時にしますということにはなっていかない。なじまない。そう

いうことを踏まえますと、やはり８時までやっていかないといけないわけです。 

 当然今の状況から考えますと、小野委員のように確かに参議院は国政選挙で国が費用

を出すわけですが、町長選挙そのものでも過去何回か投票で行ってますから、一般的に

は９００万円、今回はどうなるかわかりませんけれども、やはり一応は８時までという

ことが決められた以上は、当然８時までやると。人件費等かかってきますけども、これ

はやはり１人でも多く投票していただくということが大事であると思います。 

 当然小野委員も１票でも２票でも、投票していただくことによって、結果的に当落は

最終的にはいろいろありますけれども、１票差とかあるいは２票差とかという現状もご

ざいますから、そういう点については、選挙というのはできるだけそういうことについ

ては、８時までと決められた以上は当面どこの市町村もそういう形で進めていく形、奈

良県下では大塔村が６時までやっておられます。 

○森河委員長 小野委員。 

○小野委員 私の理解が間違ってたらちょっと教えてほしいんですが、選管の事務局長に 

お伺いしますが、今、町長のおっしゃったとおり公選法の改正で８時ということに決め

られたという過程が１つあって、昨年ですか。それは自治体に任すというように改正が

あったと記憶しております。最初から今のような状態だったのかちょっと教えてくださ

い。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 投票時間の繰り上げにつきましてですが、平成１１年４月１日の地方分 

権一括法の施行に伴いまして、その中で公職選挙法が改正されまして、投票時間の繰り

上げ、繰り下げについて市町村の選挙管理委員会が市町村長、または議員の選挙につい

ては独自の判断で、そして、国政選挙、県知事選、県議会選では県選管のそれぞれで決 

定できるようになったというふうに改正されております。以上です。 

○森河委員長 小野委員。 

○小野委員 では、今の町長の考え方は、僕はちょっとピントはずれてると思います。や 

はり、地方分権一括法で、そういうなのでやはり自治体に任すということを言っている
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のです。独自でやればいい。市町村長にいうのですか。それと国政については、県の選

管へ届け出か何かですね、そういうのはそういって緩和しているのです。それは国が公

選法を改正する思えば、何を考えているのかということです。それを的確にとらえない

けないのです。国が決めて８時までしているから、８時までしなければいかんと。そん

な乱暴な考え方でしているのやったら、それはおかしいでしょう。 

 だからしっかり考えてもらえますかということを、私はこの予算のときに言ってます

。予算については当然８時までやったときの予算で結構だと思います。だけど執行する

ときには、そういうことも考慮していかれたらどうですかと言っている。これは議員と

してはっきり言っているのです。それらをはき違えてもらったら困ると思います。私は

意見として言っておきます。終わります。 

○森河委員長 ほかにございませんか。山本委員さん。 

○山本委員 ２点だけ質問させてください。４８ページの２つとも職員さんの健康管理に 

ついての質問なのですが、まず１点目で、新しく給食管理員さんに指曲がり症の検査を

実施する予定というふうに聞いています。どのような検査になるのか具体的に教えてい

ただきたいというのが１つです。 

 それからもう１点は、職員さんのメンタルヘルス研修の関係なんですけれども、提案

説明を読ませていただく限り、メンタルヘルス研修を実施し、認識と理解を深め自己の

健康管理を図ることというふうな形になっていますので、あくまでも健康管理について

は職員さんそれぞれご自身でするという形になるかと思うんですが、私はそれは十分理

解するわけですけども、メンタルヘルスの関係についていえば、１つはできればカウン

セリングのような形がとれるような体制を準備をしていけるような状態にもっていく。

あるいは専門の医師が配置されるような形をとる方がいいのではないかというふうに思

うのですが、そのあたりのことについて聞かせてください。 

○森河委員長 森田課長。 

○森田教委総務課長 説明の資料は後ほどさせていただきたいと思います。要するに今回 

の指曲がり症の予算の計上に当たりましては、もともと２３人ですか、これをすべてい

たしまして、その中で異常が見つかれば再検査ということで予算に計上しておりますの

で、別に予算につきましては報告させていただきます。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 メンタルヘルス研修のことでございます。質問者が申されるようにメン 
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タルヘルス研修につきましては、健康管理は自分自身で行っていただくというのが今は

基本にございます。 

 ただ、おっしゃっていただいておりますカウンセリングの体制でございます。多くの

大きな市あたりでは、こういう専属の医師等がカウンセリングに当たってるという体制

をしいているところも見受けられるのですけども、市町村におきましてはなかなか専門

のカウンセリングの医師等を専属で配置するというのは難しい現状がございます。ただ

、ことし２月に奈良県保健センター所長の平尾先生がメンタルヘルス研修につきまして

来ていただきまして、職員の研修に当たっていただきました。この方に個人的にもしそ

ういう職員が出たら、相談に乗っていただけるかどうか確認したところ、結構ですとい

うお答えをいただいておりますので、現在のところはその先生に必要なときには相談を

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○森河委員長 山本委員さん。 

○山本委員 後段の方についてはわかりました。前段の指曲がり症の件については、後で 

またご説明いただくということなので、それもあわせてなんですけれども、今後の考え

方についてちょっと聞かせていただきたいと思うのですが、私が理解させていただくと

ころでは、指曲がり症というのは、恒常的に同一の職種に従事することによってあらわ

れてくる症状ではないのかなと思うのです。その指曲がり症の検査を実施される予算を

つけられるということについては、私は十分理解していますし、ありがたいことだと思

うのですけれども、将来的にそれが指曲がり症の検査をした結果、それが非常に進んで

いる状態だということが仮に出てきたときに、その指曲がり症というのは、それが発見

された時点でどういう形で管理をしていくのか。あるいは現在のお仕事との関係の中で

、それを続けていくことが一体どういう影響を及ぼされることになるのか。ひいていえ

ば、それがその職業的なかかわりの中で出てくると解釈されるとすれば、そのことにつ

いては私どもの斑鳩町としては、どういう責任をとらなければならないのか。その辺に

ついて教えてください。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 今、山本委員のご指摘のように、ことしから指曲がり症の関係において、町 

医師会とも協議を交えて医師会ともご了解を得てる段階で、その結果出てまいりますと

、市町村協会の中の災害認定を取れるのかとれないのか。そのような関係等を精査しな
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がら、もしそういうふうに認定されるなら、どういう病名の災害認定に加えていただけ 

るのか、我々としては具体的に対処するという、今の段階としてはそういうことです。 

○森河委員長 ほかにございませんか。松村委員さん。 

○松村委員 ちょっと繰り返しになって申しわけないんですが、先ほどの小野委員さんの 

ご質問でほぼ出ておるのです。私の聞きたいのは、自治会というものについてなんです。 

 自治会という組織を町の行政としては、言葉で言えばどういう性格の集団と考えられ

ているのか。何かそういう定義といいますか、その辺のことがあれば自治会とは何かと

いうことについてお聞きしたい。 

 それと、なぜ聞くかというと、自治会の総会をやって方針を出します。それと町行政

の方針が真っ向から対立しているというような場合、あるいは食い違っているというよ

うな場合、町としてはどういう姿勢で臨まれるのか。その辺。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 自治会組織というのは任意の集団ということで、地域のコミュニケーシ 

ョンを図っていくという活動をしていただくというような中で、組織されておる団体と

いうことで位置づけさせていただいております。 

 それと町の行政施策と、自治会との考えですか、そういうようなことが合わないとい

うことですけども、町としてはあくまでも地元に入りまして、そういったことに町の施

策についてよく説明させていただいてご理解をしていく努力があると思います。そうい 

った中でその整合を図っていかなければならんと、そういった立場にあると思います。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 関連してですが、三室と紅葉の間で話があるのですが、どこの自治会へ入る 

かというのは、自由に行政としては特に関与されないのですか。自由に決めたらいいん

ですか。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 先ほど申し上げました任意の自治でございますんで、我々の方からどこ 

へ入りなさいとかは言えませんけども、やはり新しく住民として入って来られたときに

、行政としていろいろ伝達手段としてご協力いただいている関係もございます。そうい

った中でいろいろとそういったことについては、どこに入ったらいいのですかという話

のときには、この辺ではこういうところに自治会に入るでしょうという中で、自治会長

さんのお名前、連絡先といったことを、いわゆる情報をお伝えいたしまして、できるだ 
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けそういった中で、地域のそういった組織に入っていただくようにお願いしております。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 総務部の関係の款なのでお尋ねしておきたいと思います。人事関係につきし 

て、全体的な流れの中で、時間外勤務、休日勤務などにつきまして、１３年度予算では

全体を通じまして、マイナスになっているのです。このマイナスになっているというこ

とにつきまして、業務量などについて１３年度どのような考え方でこんな予算編成をさ

れたのかということがまず第１点と。 

 それとこの際ですので、行政組織のことでお尋ねしておきたいと思うのです。これは

１３年度予算にもかかわりますし、その後の将来的なものにもかかわってくると思うの

ですけれども、この例規集の中で行政組織について、また会計室設置規則なり、また、

教育委員会事務局組織なり、いろんな規則とともに町長部局の人事の方もあわせてある

わけなんですけれども、この中で、私が一般質問で人事関係をやる中で見させていただ

いて、ちょっと気がついたというのか、気がつくのが遅かったんですけれども、例えば

組織上の中で、例を挙げますと、会計室などで私はちょっと今調べた結果、会計室の室

長というのは収入役が兼務するということになってたと思うのです。全体にわたるので 

申しわけないのですけど、教育委員会のことにもちょっと触れさせていただいたら……。 

○森河委員長 先ほど言ったようにページ数がなって、先ほどは総務全体の中の予算での 

承ったと。そのときにないということで、私取り組ませてもらったけども、今は何ペー

ジから何ページの中に入っているということでやってるので、教育費というのは後でさ

せていただくのですが。そういうことで、ただ、その取り組みの中でやっていただきた

いということだけ言っておきます。 

○里川委員 もちろん予算編成にもかかわってくる問題であるというふうに、私は思って 

ますので、ちょっとお尋ねをして、確認というのか、今後の町の方針などもお尋ねをや

はりしておきたいということで。 

 それとそういう兼務というような状況とか、それと各課の管理職の関係を見させてい

ただく中で、行政組織の説明の中に参事職というのも書いてあるわけなのですけど、参

事職というのは特命とかいうようなことで書かれてるわけでして、行政組織の中では参

事職については触れられていないとかいう部分なども含めまして、今後の斑鳩町の人事

の方の考え方の中では、そういう兼務職とか参事職についての方は、どういうふうにお

考えになっておられるのかということをちょっと確認だけさせてほしいと思います。 
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○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 まず超過勤務手当の予算の１２年度と１３年度の比較の関係でございま 

す。質問者申されますように１３年度はトータル的には減っております。主に事業が減

ったのかどうかということなのですが、まず１つは大きくは選挙の職員の超過勤務手当

の有無で、その年度額が変わってまいります。それともう一つは各課それぞれ超過勤務

手当を積算をしていただいている中で、平成１２年度の実績、それから１３年度の事務

事業を見渡す中で、予算編成に当たっていただいております。主には、１３年度で減っ

ているところは塵芥処理の関係と都市計画総務費の関係、もちろん選挙の方は当然です

けども、そういったところが５０万円以上で減額になっているところでございます。そ

ういったところにつきましては事務事業が若干落ちついてきたというようなことで減っ

てきているものと考えております。 

 それと余談ですが、１２年度の１月までの超過勤務手当に対します執行実績でござい

ますけども、全体で６２％程度となっておりまして、おおむね平成１２年度も超過勤務

手当につきましては予算内で、あと２カ月見込めるという数字になっております。 

 それと、兼務の状況でございますけども、質問者がおっしゃるのは多分会計室の室長

と収入役さんの事務取り扱いの兼務のことだと思いますが、一般職と特別職の兼務につ

きましては、地方公務員法上別に定めがないので、これは合法的でございます。 

 それと、あと参事職の考え方につきましては、事務事業を勘案する中で、先ほど質問

者がおっしゃいましたように、特命事項は参事が携わるというふうに行政組織規則の中

で参事の定義づけをいたしております。参事は特命事項を処理するため、所属部内にお

ける事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。さらには町長の特命により、特に指定さ

れた他の部における事務もあわせて処理、所属職員を指揮監督するということで、この

参事職につきましては、今後も行政を推進する上におきまして、必要な場合には設置で

きることになっておりますので、今後につきましても事務事業を見る中で、その都度廃

止、設置等を勘案しながら事務事業を進めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くご理解賜りますようお願いいたします。 

○森河委員長 ございませんか。  ないようですので、これをもって第２款、総務費に 

 対する質疑を終結いたします。 

 １３時まで休憩いたします。 

          （午前１１時５９分 休憩） 
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           （午後 １時００分 再開） 

○森河委員長 再開いたします。 

 次に、第３款、民生費についての審査に入りたいと思います。 

 理事者の説明を求めます。中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 それでは、第３款、民生費につきましてご説明申し上げます。 

 ７２ページからとなっています。第３款、民生費につきましては、本年度は１４億                                                                                  

３，９４１万６，０００円を計上しております。前年度の予算額と比較いたしまして                                                                                    

４，４３０万８，０００円、３．０％の減となっているところでございます。 

 その減となりました主な理由でございますが、介護保険に係ります保険料の国の特例

措置が９月で終わりますことから、１０月からは全額納付となります。これに伴いまし

て、介護保険円滑導入繰出金が減となったことによるものが主な理由でございます。ま

た、児童手当費では所得制限緩和によります支給人数の増加分等を含めまして、予算計

上を行っているところでもございます。 

 それでは各科目ごとに説明をさせていただきます。７２ページから７４ページの第１ 

項､社会福祉費の第１目､社会福祉総務費でございます。本年度予算額は２億２，９５０ 

万７，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして、７４０万

８，０００円、３．３％の増となっております。職員に係ります人件費が主なものであ

りますが、増となりました主なものは、出産件数の増による育児一時金繰出金及び国保

財政安定化支援事業繰出金などでございます。 

 また、（仮称）総合福祉会館の整備についてでございますが、繰り越しをお願いして

おります経費の中で取り組んでいく考えでおります。現在町が候補地として考えており

ます土地所有者の方々に用地提供のご協力方につきましてお願いに赴いているところで

ございます。平成１５年度の完成に向け、早期に用地の確保をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。よろしくご理解を賜りたいと思います。 

 次に、７４ページの繰出金でございますけれども、国民健康保険事業特別会計への繰

出金といたしまして７，５３３万９，０００円を計上いたしております。前年度予算額

と比較しまして６７９万１，０００円、９．９％の増となっているところでございます

。これは国民健康保険事業特別会計に係ります人件費、事務費、出産一時金、財政安定

化支援事業につきまして、交付税措置されたものを一般会計から国民健康保険事業特別

会計へ繰り出すものでございます。 
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 次に、７４ページから７６ページの第２目、国民年金事務取扱費でございます。本年

度予算額は２，１２３万６，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較い

たしまして２７万１，０００円、１．３％の増となっているところでございます。職員

の人件費が主なものでございますが、高齢社会の到来を迎え、老後の所得保証の支柱と

して国民年金の果たす役割はますます重要なものとなってきております。生活の支えと

なります年金制度に対する期待と関心はますます高まっているところでもございます。

そこで住民一人一人の年金受給権を確保するため、２０歳到達者の完全適用と未加入者

への加入勧奨並びに保険料未納者に対します収納対策に取り組んでいきますとともに、

口座振替制度の推奨に引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 さらに、年金制度を正しく理解していただくために、町広報、各種パンフレットなど

を通しまして、国民年金制度の普及啓発に努め、県及び社会保険事務所とも連携を密に

しながら、年金制度の発展に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、７６ページから７９ページにつきましての第３目、老人福祉費でございます。

本年度予算額は２億３，５３７万２，０００円を計上いたしております。前年度予算額

と比較いたしまして４４４万４，０００円、１．９％の減となっております。その主な

ものは介護保険事業計画、老人保健福祉計画の初年度であります平成１２年度から介護

予防、生活支援事業等の新しい事業を取り入れながら対処してきたところでございます

。予想しておりました利用者数に対しまして、利用者数が少なく、平成１２年度の実績

をもとに利用者数を見直したことによるものでございます。 

 健康づくりや疾病予防の指導、また要介護者及び家族への食事や栄養指導を充実させ

るために、現在保健センターに１名の栄養士を配置しているところでございますが、引

き続き臨時職員として１名の栄養士を補助し、先ほど申し上げました事業の展開や、積

極的に健康づくりを実践できるよう、健康いかるが２１の策定に取り組むための臨時職

員の賃金として計上させていただいております。委託料では２，７７５万４，０００円

を計上させていただきました。在宅介護支援センター事業につきましては１，９２０万

３，０００円を計上し、社会福祉協議会と第二慈母園への２カ所に委託を行い、要援護

高齢者やその家族等に係ります各種の保健、福祉サービスが総合的に得られるように関

係機関との連絡調整等を行うこととしております。そのほか援助を必要とするひとり暮

らし高齢者や高齢者世帯に対し、配食サービスなどや介護をされている家族に対し、家

族介護教室などに係る所要額を計上させていただいているところでございます。 
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 負担金補助及び交付金では三室園組合への負担金などとして４，６４１万９，０００

円を計上させていただいております。 

 扶助費では３，８０６万９，０００円を計上いたしております。養護老人ホームの措

置や生活支援、介護予防、家族介護支援等に引き続き取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。さらに、新たに介護保険の要介護認定で、要介護４または５に

相当する住民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去１年間介護保険サービスを受け

られなかった者を介護している家族に対しまして、家族介護慰労金を支給してまいりた

いと考えております。また、低所得者対策として、ホームヘルプサービス利用者の負担

軽減対象者の範囲を拡大してまいりたいとも考えているところでございます。新たに、

成年後見制度の利用に係る経費につきましても助成することといたしているところでご

ざいます。 

 繰出金では老人保健特別会計へ１億１，６４９万３，０００円を制度上の負担割合に

おいて繰り出すもので、前年度予算額と比較いたしまして１，２６４万５，０００円の

増となっております。介護保険給付への移行、そして定率１割負担制が導入されたとこ

ろでございますが、一般診療によります入院等の医療費はふえたことがその主な要因と

なっております。 

 次に､第４目､老人憩の家運営費でございます｡本年度予算額は１,８９９万６，０００ 

円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして２４万円、１．２％の減

となっております。当該施設の運営に係ります委託料が主なものとなっているところで

ございます。 

 次に８０ページ、第５目、新生活振興費でございます。前年度予算額と比較いたしま

して１万５，０００円減の１３万５，０００円の予算計上となっております。生活学校 

の運営、活動内容の充実に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、第６目、医療対策費でございます。本年度予算額は１億９１万８，０００円を

計上し、前年度予算額と比較いたしまして２０１万１，０００円、２％の減となってい

るところでございます。老人、乳幼児、母子、心身及び精神障害等の医療費の一部を助

成し、健康の保持、増進を図ることによって、実施をいたしている事業等に係る費用と

いて計上をさせていただいております。 

 次に、８１ページから８２ページの第７目、同和対策費でございます。本年度予算額 

は５６５万２，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして                                                                                    
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１９８万６，０００円、２６％の減となっております。昨年度は２１世紀は人権の世紀

と言われて、住民の方々にとっては人権についての思いを新たにしていただくとともに

、人権教育のための国連１０年斑鳩行動計画への行動の弾みとするために、差別をなく

す町民集会を人権フェスティバルとして斑鳩ホールで開催をしたところでございます。

また、安堵地区での小集落改良事業におきましては、地対財特法が平成９年３月末で期

限切れとなっておりますが、経過措置として５年間に限り財政上の特別措置を行うこと

とされておるところから、新年度につきましては事業に必要な人件費分を計上させてい

ただいているところでございます。 

 次に８２ページの第８目、国民健康保険医療助成費でございます。本年度予算額は                                                                                  

５，７０４万円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして４２４万                                                                                    

２，０００円、８％の増となっております。国民健康保険の一般被保険者に係ります国

民健康保険税の軽減相当額を一般会計から繰り出し、国保財政の基盤安定に資するため

のものでございます。 

 次に、第９目、あゆみの家管理運営費でございます。１２７万２，０００円を計上さ

せていただいております。あゆみの家では福祉作業所とともに、言葉や運動機能の発達

がおくれがちな児童のために、養育教室を開催し、その機能回復を図っているところで

ございます。 

 次に、８３ページ、第１０目の福祉会館管理運営費でございます。本年度予算額は                                                                                  

２３３万５，０００円を計上いたしております。社会福祉活動や介護サービス事業の拠

点として、また、福祉団体及びボランティア団体の活動、ホームヘルプサービス事業、

入浴サービス事業、デイサービス事業を実施しているところでございます。 

 次に、８３ページから８５ページにかけての第１１目の障害福祉費でございます。本

年度予算額は１億８６２万７，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較

いたしまして３７６万円、３．６％の増となっているところでございます。増の主な理

由でございますが、障害者手帳取得者の増加による施設措置費、補装具交付・修理費、 

心身障害者等福祉年金等の扶助費の増となっているところでございます。委託料では                                                                                    

１，０３９万７，０００円を計上いたしております。短期保護事業、手話奉仕員養成事

業、療育教育、心身障害者（児）ふれあいの集い、身体障害者ふれあいの集い、ホーム

ヘルプサービス事業、移動支援事業等を実施するために要します経費を計上させていた

だいております。 
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 また、負担金補助及び交付金では１，６８２万３，０００円を計上いたしております

。主に、福祉作業所虹の家への運営補助金、そして精神障害者小規模作業所の負担金に

要する経費として、障害者の地域社会での自立を図っているところでございます。 

 扶助費では７，６９６万７，０００円を計上いたしております。施設措置費としては

１２名分で４，６３７万６，０００円、補装具交付・修理事業では７５０万円、心身障

害者等福祉年金に１，７１０万円などといった経費の計上となっているところでござい

ます。 

 次に、８６ページ、第１２目、ふれあい交流センターいきいきの里管理運営事業費で

ございます。本年度予算額は３，５６０万６，０００円を計上いたしております。前年

度予算額といたしまして、３９７万７，０００円、１０％の減となっております。臨時

職員に係ります賃金並び施設の管理運営に要します経費が主なものでございます。なお

、減の主なものでございますが、１年間の施設運営の実績を見る中で、光熱水費の減及

び工事請負費に係ります減が主なその要因となっております。今後も引き続き多くの方

々に利用していただけるようサービス低下を招くことのないよう、効率的な運営に心が

け、住民の方々に親しまれる施設として努力してまいりたいと考えているところでござ

います。 

 次に、８７ページ、第１３目、介護保険事業繰出費でございます。本年度予算額は２

億１，４６５万８，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまし

て６，８３８万７，０００円、２４．２％の減となっているところでございます。介護

保険事業特別会計の事業勘定に繰り出すもので、内訳といたしましては、介護給付費と

いたしまして１億２，５９６万円、職員給与費として３，１４５万円、介護保険事務費

として１，０９３万６，０００円、保険料の軽減措置に係ります経費として介護保険円

滑導入費で４，６３１万２，０００円をそれぞれ計上させていただいているところでご

ざいます。 

 次に、８８ページの第２項、児童福祉費でございます。４億８０６万円を計上いたし

ております。前年度予算額と比較いたしまして２，０９８万８，０００円、５．４％の

増となっているところでございます。平成１３年度の各園の入園申し込み状況は、たつ

た保育園では１０８名、あわ保育園では１６４名の合計２７２名となっているところで

ございます。保護者の勤務の状況等により他の市町村の保育所に入園される圏外保育の

利用者は１５名と想定しているところでございます。また、女性の社会参加の増加や、
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就労形態の多様化に対応するため、また、緊急時の保育に対応するため、あわ保育園で

実施しております一時的保育事業につきましても、平成１３年１月末では延べ１４名の

方の利用であり、引き続き周知に努め、利用の促進を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。延長保育につきましては保護者のご要望等にもお答えし、現在午後

８時まで保育時間を延長し、試行的に実施しているところではございますが、本年度か

らは本格実施を行い、女性の社会進出の増加、核家族化への進展に対応し、就労と育児

の両立支援を総合的に推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 それでは、目の説明をさせていただき、まず、第１目の児童福祉総務費でございます

。本年度予算額は１，９１８万７，０００円を計上いたしております。前年度予算額と

比較いたしまして２９万２，０００円、１．５％の増となっております。職員に係りま

す人件費が主な経費でございます。 

 次に８９ページ、第２目、児童手当費でございます。本年度予算額は７，４１８万円

を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして２，２３２万８，０００円

、４３．１％の増となっております。その増の主な要因でございますが、前年度の年度

途中におきまして制度改正が行われて、対象児童の年齢が３歳未満から就学前まで引き

上げられたことによりますことや、本年度途中に実施されることになります所得制限緩

和に伴います旧対象児童の拡充によるものでございます。 

 次に、８９ページから９２ページの第３目、保育園費でございます。本年度予算額は

３億１０５万８，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして

３３４万９，０００円、１．１％の減となっております。職員に係ります人件費及び臨

時保育士の賃金が主な経費でございます。少子化や女性の社会参画が進む中で、子供が

健やかに成長できるように、良好な環境づくりとして引き続き一時的保育、長時間保育

、障害児保育の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、９３ページの第４目、一日里親会費でございます。本年度予算額は５２万                                                                                  

１，０００円を計上いたしております。参加者には一日楽しく過ごしていただいており

、開催を楽しみに待っておられるところでございます。今年度も担当常任委員会に委員

の皆様方のご協力をいただきながら、実施してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 次に､第５目､学童保育運営費でございます。本年度予算額は１，３１１万４，０００ 

円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして１７５万円、１５．４％
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の増となっております。その増の主な理由でございますが、新年度からは保護者の方か

らのご要望のあります第２、第４土曜日の開室時間を従来の午後からの開室を午前から

開室することといたしております。また、閉室時間につきましても最長午後６時３０分

までとすることといたしているところでございます。土曜日の開室が時間延長を実施し

ていく上で、指導員を１名増員し対応することとしております。これに要します経費は

その増となります主な要因でございます。学童保育指導員の賃金や、施設の維持管理に

要します経費及び保育室の良好な環境育児のため、西児童保育室のエアコンの取りかえ

などに要します費用が主なものとなっております。 

 次に、９５ページの第３項、災害救助費、第１目の災害救助費でございます。不慮の

災害に備えまして、名目予算として２，０００円を計上させていただいているところで

ございます。 

 以上、簡単でございますけれども、第３款、民生費の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審査をお願いいたします。 

○森河委員長 理事者の説明が終わりました。 

 予算に関する説明書の７２ページから９２ページまでの質疑をお受けいたします。質

疑のある方はどうぞ。 

 里川委員さん。 

○里川委員 予算書８０ページに乳幼児医療費の助成ということで一般会計の方で計上し 

ているところなんですが、これにつきまして以前から私たちもいろいろ意見を述べた関

係もあるのですけど、ちょっともう一遍確認をさせていただきたい点があるので。 

 住民の方々はやはり乳児にしろ幼児にしろ現物給付というのを望んでおられる方が多

いわけなんですが、入っている保険の種類によりまして、医療証と資格証というふうに

分かれて、そして医療証であれば、県の事業であれば県内、町の事業であれば町内、現

物給付ができるということになっておりますが、資格証を発行される保険の方ですね、

そちらの方であればどこで利用されても償還払いになるということになっているのです

が、これは医療証と資格証の違いがあってなんだろうと。その違いはなぜ保険の種類で

出てくるのかというところが、なかなか住民の方にも理解をしていただきにくい点があ

るんですけれども、そこの問題点についてはどうしてもクリアできないのかどうかとい

うところをお尋ねしておきたいと思います。 

 それから、予算書８１ページから８２ページに係ります同和対策費のところの、小集
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落地区改良事業負担金のところで、今の部長のご説明にもありましたけれども、時限つ

きなものですから、ことしの１月２６日に総務省の方からも同和対策特別事業の終結に

ついて１３年度末でということになってるのです。それで本年度についてはということ

も部長の方のご説明があったわけなんですが、これはきちんと１３年度で終了するのか

どうかをもう一度きちっと確認しておきたいと思います。 

 それと、予算書８５ページにあります障害福祉の中の、自動車改造助成事業なのです

が、運転免許の方につきましては、一度免許を取ればそれでずっとクリアできるのです

けれども、自動車の改造費用となりましたら、自動車の耐用年数があると思うのですけ

れども、１人の方が１回受けたらその次ということになりましたら、自動車の買いかえ

などに伴っては、どういうふうな措置をとられているのかということも確認したいと思

います。余りたくさん並べますとややこしいですので、とりあえずそれだけお願いしま

す。 

○森河委員長 西田課長。 

○西田健康推進課長 乳児医療にかかわります医療証と資格証の違いということでのご質 

問でございます。我々といたしましてもできるだけ利用者が利用しやすい方法というこ

とを念頭に事業を展開させていただいているところでございますが、どうしてもクリア

できないところがあるということになってまいりますと、ご不便をかけて申しわけない

のですけども、できるだけそういった要望にこたえられるような方策といいますか、ま

た、今後の検討課題といたしまして、利用しやすいような方法に検討させていただきた

いと思いますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

○森河委員長 浦口課長。 

○浦口福祉課長 同和対策費の小集落改良事業に伴いますものでございますが、地域改善 

対策特別事業の平成１４年３月３１日で終了ということでございまして、平成１３年度

につきましては、事業の展開は今のところまだ完全にはつかんでおりませんが、事業と

しては進んでおりますので、１３年度につきましては人件費を計上させていただいてお

ります。ただ、１４年度以降につきましては、地域改善対策事業としての新規分につい

ては今のところ末で終わるということになってございますが、事業そのものについては

まだ進行ということになっている予定でございます。事業の進捗状況につきましては、

今の段階では正確にはつかんでおらないところであります。 

 それから、障害者の自動車の改造の助成費に係るものでございますが、１回に改造さ
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れるに当たりまして最高１０万円ということで、その車が実際に買いかえするときには

どうなのかということでございましたが、利用される車ということでございますので、

買いかえのときに同じように助成されるということでご理解賜りたいと思います。 

○森河委員長 里川委員。 

○里川委員 乳幼児医療についてはまたぜひとも要望の多い事項でございますので、検討 

するという担当のご意見でしたので、また１３年度についても検討しながら進めていた

だきたいと思います。 

 そして、小集落地区につきましては、法的なものも含めまして、整合性のある事業展

開をしていっていただきたいと思っております。 

 車の方も、それで私自身はよくわかりました。 

 介護保険の方です。先日もちょっと滞納状況なども言わせていただきましたが、今、

部長の説明にもありましたように、軽減措置が１３年９月末までということになってお

ります。滞納状況などについて低所得者層の分、やはり分析はぜひとも続けていってい

ただきたいと思うんですけれども、その辺のお考えを１０月以降も、その辺もう一度そ

こらあたりもきちんと分析をしていただけるのかどうかというところの確認をしたいと

思います。 

 それと、私これまでちょっと気がつかなかったんですが、８９ページからスタートし

ます保育園費です。ここで以前より国の施策の見解の中で、町としても保育料の方を圧

縮するような形で低所得者と高額の所得のある方との間がだんだん圧縮されてきている

ような状況のある中で、私もいろいろ心配はしておったものの、かといってお聞きした

こともなかったんですが、保育料というのは、生活がちょっと困窮になられて滞納状況

になっているというような状況は、町でそういう事例などが起こってきているのかどう

かということをちょっと知りたいなと思っています。 

 それと、９３ページの学童保育の運営費に係るところで、部長のご説明のように、保

護者のニーズに応じて事業の方を拡大していただけるということは非常に喜んでおりま

す。これにつきましては、以前に東学童の方でいろいろ問題があったということも、私

、前に委員会でも言わせていただいたこともあったと思うのですが、この辺の問題につ

いては時間延長につきましてクリアできているのかどうかというところを、以上確認し

ておきたいと思います。 

○森河委員長 浦口課長。 
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○浦口福祉課長 介護保険の軽減のことについてでございますが、今後もこの分析等につ 

いては引き続き行っていきたいという考え方については変わりはございません。 

 それから、保育料の方の滞納の状況でございますが、所得が低いとか、そういう状況

の中での滞納という形は聞かさせてはもらっておりません。 

 それから、学童保育の保護者からのニーズによりまして、６時半という形で取り組み

をさせていただくわけでございますが、あくまで時間延長という形になりますので、保

護者の方が迎えに来ていただくという条件の中で、６時半までお預かりさせていただく

ということで、保護者の方に引き続き啓発していきたいということでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 今、課長のご答弁の中で、保育料の滞納の件につきましても、低所得だから 

そうなっているとかというような状況では聞いておらないということを言われておった

のですが、今後もそういうところは、そういう観点で福祉畑というんですか、そういう

ところについては、そういう観点もやはりいろんな分析をするときに持っておいていた

だきたいということをお願いします。 

 そして東学童につきましては、保護者の方が子供さんを迎えに来るということが原則

であるということですので、それはそれで結構ですけれども、地域的にこれまでいろん

なことがあったということも聞いておりますので、今後もぜひとも教育委員会とも相談

の上、気をつけていっていただきたいということをお願いをしておきます。 

○森河委員長 ほかにありませんか。 

 山本委員さん。 

○山本委員 ３点聞かせていただきたいと思います。 

 まず１点目でございますが、７４ページの負担金補助及び交付金なんですけれども、

予算立てをされておられることについて、それがだめだと言っているわけではないので

、誤解はしていただきたくないと思うのですけど。この母子寡婦福祉会という会のこと

について、わかる範囲で結構ですので、どういう団体なのかを一度お伺いさせていただ

きたいと思います。 

 資料の方の各種団体等の補助金の予算措置明細書の中にも出ていると思いますので、

それをまず教えていただきたいと思います。それが１点です。 

 それから２点目でございますが、それぞれのところで、清掃並びに警備等にかかわっ
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て委託をされておられると思うのですけれども、それぞれの施設によってその委託先等

が異なるのか、同じなのか。もし異なるのであればどういうところに委託をされておら

れるのか、それぞれについて聞かせてほしいと思います。 

 それから３点目でございますが、保育の関係にかかわって、保育士さんですけれども

、男性、女性というような分け方をするのは余り好ましくないかと思うんですが、いわ

ゆる男性の保育士さんを獲得するについての努力がどのようにされているのかをお尋ね

させていただきたいと思います。 

 それから、細かいことで申しわけないんですが、ふれあいセンターのお風呂の中に置

いておられる洗剤なんですけれども、あれは特に銘柄を指定されてあのようにされてい

るのかどうかお尋ねしたいと思います。 

○森河委員長 浦口課長。 

○浦口福祉課長 母子寡婦福祉会でございますが、斑鳩町で母子家庭という家庭の中で、 

母子寡婦の方々が団体を形成されまして、その中で新入学等の児童の激励であるとか、

母子家庭の対策について皆さんで意見交換する中で活動していただいているという分野

の団体でございます。 

 それから、清掃委託料の関係について、浄化槽の関係につきましては清水環境という

ことで委託をさせていただいています。 

 それから、男性保育士の獲得ということでございますが、町の職員採用の中で、特に

男性保育士ということでは明言をしておりませんが、男性、女性とも採用の中で募集に

応じていただくように採用の募集をさせていただいているところでございます。 

 それから、ふれあい交流センターの洗剤についてでございますが、当初入れさせても

らっておりますメーカーの洗剤を取り決めておりますが、あえてメーカー指定というこ

とではございません。そういうことでございますのでよろしくお願いいたします。 

○森河委員長 山本委員さん。 

○山本委員 今のご答弁にかかわってなのですが、確認をしたいと思うのですけども、そ 

うすると母子寡婦福祉会というのは、当事者の方々による団体だというふうに認識した

らよいですか。 

○森河委員長 浦口課長。 

○浦口福祉課長 そういうことでございます。 

○森河委員長 山本委員さん。 
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○山本委員 そうすると私の一般質問にも若干絡むんですけれども、斑鳩町の母子家庭数 

の数字を出していただいたと思うんですが、１７０世帯ぐらいあったと思うんですけれ

ども、その方々の広範な部分によって構成されている団体というふうに理解したらよろ

しいんですか。 

○森河委員長 浦口課長。 

○浦口福祉課長 今、寡婦という形での中で、その会員になられての活動という形でござ 

いますので、範囲的にはやはり広くやっていただいているということでご理解いただき

たいと思います。 

○森河委員長 山本委員さん。 

○山本委員 それと、今、教えていただいた清掃と警備にかかわってなんですけども、お 

答えが不十分じゃないかと思うのです。 

○森河委員長 浦口課長。 

○浦口福祉課長 警備関係につきましては、各保育園ともセコムにさせていただいていま 

す。ふれあい交流センターについても同じように警備についてはセコム。それから公園

についても同じでございます。 

 保育園、それから老人憩の家等の浄化槽の維持管理については清水環境。それから清

掃関係については保育園、これらについては特に業者は決めておりません。ふれあい交 

流センターについては別の業者ということで清掃関係を委託させていただいております。 

○森河委員長 ほかにありませんか。  ないようですのでこれをもって第３款、民生費 

 に対する質疑を終結いたします。 

 次に、第４款、衛生費についての審査に入りたいと思います。 

 理事者の説明を求めます。中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 それでは第４款、衛生費につきましてご説明を申し上げます。 

 前年度予算額と比較いたしまして４，４５７万１，０００円、４．８％増の９億                                                                                  

７，４７２万５，０００円を計上させていただいております。 

 それでは、各科目ごとにご説明を申し上げます。まず、９５ページから９７ページの

第１目、保健衛生総務費でございます。本年度予算額は１億６，３２９万６，０００円

を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして６，２１８万５，０００円

、６１．５％の増となっているところでございます。その増となりました主な要因でご

ざいますが、企業会計が実施をいたします第一浄水場の施設整備に伴いまして、一定の
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ルールに基づき平成１３年度分として、町が負担すべき所要額を計上させていただいて

いるのが主なものでございます。また、当該目に係ります主な経費でございますが、職

員の人件費や西和衛生試験センター組合への分担金、王寺周辺広域休日応急診療施設組

合分担金及び水道事業会計出資金並びに繰出金でございます。 

 次に９７ページ、第２目、感染症予防費でございます。本年度予算額は３，００２                                                                                  

万２，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして１８４万                                                                                    

８，０００円、６．６％の増となっております。平成１１年度から高齢者対策の一環と

して、７０歳以上の方を対象にインフルエンザ予防接種を委託医療機関において実施い

たしているところでございます。平成１３年度では１，８００人の予定で予算を計上さ

せていただいております。予防接種を安心して受けていただけるよう、医師会の協力の

もとに、住民の皆様方の理解を得る中で、昨年に引き続き集団及び個別接種を実施し、

感染症予防に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、９８ページ、第３目、結核予防費でございます。本年度予算額は２６７万                                                                                  

３，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして４５万                                                                                    

７，０００円、１４．６％の減となっております。住民検診を行い早期発見、早期治療

を目指し、結核予防の充実に努めているところでございます。 

 次に、９９ページ、第４目の母子衛生費でございます。本年度予算額は４５７万                                                                                  

６，０００円を計上いたしております。思春期から妊娠、出産、育児、乳幼児保健など

について一貫した保健サービスの提供を行い、母子保健の向上に努めているところでご

ざいます。また、生後２カ月までの乳児や母親に対し訪問指導を行い、子育ての相談、

指導による子育て支援も行っているところでございます。また、中学２年生を対象に母

子とのふれあいを通して、命の大切さを知ってもらう思春期のふあ合い体験学習も、本

年度も引き続き実施してまいりたいと考えているところでございます。 

 次に､１００ページの第５目､老人保健事業費でございます｡本年度予算額は４,９４０ 

万１，０００円を計上いたします。平成１１年度より男性特有のがんであります前立腺

がんのＰＳＡ検査を医師会の協力のもとに、基本健康診査のときに５５歳以上の方を対

象といたしまして、希望者の方に実施をしているところでございます。本年度も引き続 

き実施をしていくための所要額を計上させていただいているところでございます。 

 また、２１世紀の新しい国民健康づくり運動であります健康日本２１を受け、当町に

おきましても健康いかるが２１の策定に取り組むこととしているところでございます。
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健康の実現は個人の健康観により一人一人が主体的に取り組むことが課題であり、こう

した個人の力とあわせて、社会全体、地域全体が個人の主体的な健康づくりを支援して

いくことが大切であろうと考えております。そのため、本年度は訪問指導を中心に個々

の生活の場におきまして、生活習慣病の予防に努めたいと考えているところでございま

す。 

 次に、１０１ページの第６目、健康づくり推進事業費でございます。本年度予算額は

４７万５，０００円を計上いたしております。昨年度から実行委員会形式で、自主的な

運営をしていただいているところでございます。参加者が福祉・健康ふれあいまつりを

通し、「自分の健康は自分で守る」。また、障害者や高齢者に対しても、理解を深めてい

ただき、福祉の向上と健康増進の普及を図ってまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 次に、第７目、狂犬病予防費でございます。本年度予算額は１３６万１，０００円を

計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして４０万６，０００円、２３％

の減となっております。狂犬病予防法に基づき登録犬及び狂犬病予防注射を実施いたし

ますとともに、犬の正しい飼い方などのマナー向上に努めているところでございます。

また、町に寄せられます動物に係ります苦情の中でも、猫によります苦情が最近増加し

ているところでございます。これはその習性により放し飼いにされている場合が多く、

いわゆる野良猫が増加し、住民の迷惑もふえている状況となっているところでございま

す。このことから本年度新規事業といたしまして、飼い猫の不妊手術に要する費用の一

部を助成する事業を実施いたしますとともに、飼い猫の管理や保護についての意識向上

を図っていきたいと考えているところでございます。 

 次に１０１ページ、第８目、火葬場費でございます。本年度予算額は２，８０４万                                                                                  

５，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして８５５万                                                                                    

４，０００円、４３．９％の増となっているところでございます。火葬場建設に際しま

して、三井自治会からの要望事項であります農道整備事業に係ります地元負担金につき

まして、前年度と比較いたしまして補償金で８６１万１，０００円増の１，２５０万円

を計上しているのが主な増となった要因でございます。 

 次に、１０３ページの第９目、環境対策費でございます。本年度予算額は１０７万                                                                                  

８，０００円を計上いたしております。生活排水によります河川汚濁防止費用としまし

て、竜田川流域の生駒市、平群町とともに、竜田川流域生活排水クリーンアップ推進事
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業や、各家庭で使用済となりました廃食用油の回収を行い、リサイクルする事業につい

て引き続き実施をいたしますとともに、たつたがわだよりを発行し、啓発活動に努める

ことといたしております。 

 また、騒音、悪臭等の苦情処理及び議員皆様方にもご心配をいただいております不法

投棄の件に関しましては、ボランティアによります監視体制をも念頭に置きながら、ま

ず職員によりますパトロールを引き続き実施をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。一方、３３名の環境保全推進委員の皆様方には各地域の身近な環境保全に取

り組んでいただきますとともに、以前から取り組んでおります環境問題学習会を通し、

住民の方々の環境問題に対する意識の高揚が図られておりますことから、引き続き学習

会の開催を計画いたしまして、住民の皆様方のご意見を聞きながら、また、町の環境問

題に対します取り組みや考え方など説明を申し上げ、より一層の住みよい生活環境づく

りに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 また、６月の環境月間に合わせ、環境フェスティバルを開催し、環境問題について認

識を高めていただくよう啓蒙、啓発にも努めることといたしております。 

 次に、１０３ページから１０５ページにかけましての第１０目、保健センター運営費

でございます。本年度予算額は７，１１０万１，０００円を計上いたしております。前

年度予算額と比較いたしまして２７９万１，０００円、４．１％の増となっております

。保健センターに係ります職員の人件費及び施設の維持管理に要します経費が主なもの

となっております。住民の健康づくり、健康保持並びに健康教育の拠点としての運営に

努めているところでございます。 

 次に、１０５ページの第１１目、在宅歯科診療費でございます。本年度予算額は５９

万２，０００円を計上いたしております。在宅の寝たきり老人に対しまして、訪問の歯

科診療を行っているところでございます。本年度もより多くの方が在宅で診療が行える

よう周知に努めてまいりたいと考えております。寝たきり老人の方が安心して食生活が

できるように努めてまいりたいとも考えているところでございます。 

 次に１０６ページ、第１２目の訪問看護ステーション事業費でございます。前年度と

比較いたしまして５５７万９，０００円、７１．１％増の１，３４２万１，０００円を

計上させていただいております。この増の主な理由でございますが、前年と比較いたし

まして、ここでは職員２名の人件費が主なものとなっているところでございます。当該

事業は在宅診療とその家族の介護の充実を図るため、医師の指示に基づき、看護婦が在
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宅訪問するものでございます。できる限り家庭や住みなれた地域社会で療育できるよう

に、在宅福祉の充実に努めているところでございます。 

 次に１０７ページ、第２項、清掃費でございます。本年度予算額は６億８６８万                                                                                  

４，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして３，４６３万

３，０００円、５．４％の減となっているところでございます。 

 １０７ページの第１目の清掃総務費でございます。本年度予算額は１，４１６万                                                                                  

６，０００円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして４４３万２，０００

円、２３．８％の減となっているところでございます。職員の人件費が主なものでござ

います。 

 次に、１０７ページから１１０ページの第２目、塵埃処理費でございます。本年度予

算額は４億４，６２８万３，０００円を計上いたしております。前年度予算額と比較い

たしまして１，７６９万３，０００円、３．８％の減となっているところでございます

。衛生処理場及び最終処分場におきます各設備の整備点検を引き続き行い、適切な施設

の維持管理及び安定かつ良好な施設運営を行い、ダイオキシンなどの環境汚染に対しま

して、周辺住民の方々の不安の解消及び周辺地域の環境整備に努めることといたしてい

るところでございます。また最終処分場の焼却灰を大阪湾広域臨海センターに持ち出す

事業につきましても引き続き行い、最終処分場の延命化を図ることといたしているとこ

ろでございます。 

 粗大ごみの処理有料化につきましては、平成１３年４月１日から特定家庭用機器再商

品化法、いわゆる家電リサイクル法が施行されることとあわせまして、実施をしていく

ことといたしているところでございます。また、昨年より実施をいたしております粗大

ごみの軒先収集でございますが、従来の平日のみの収集に加えまして、毎月の第２土曜

日、第４日曜日にも収集を行いますとともに、処理施設への持ち込みについても受け入

れることとし、住民の方々へのサービス向上を図ってまいりたいと考えているところで

ございます。 

 また、小中学校のなどから排出されます生ごみの減量を図るため、生ごみ処理機の増

設を行い、より一層の生ごみの堆肥化を進めますとともに、各公共施設に設置してあり

ます空き缶回収機につきましても、デジポット対応機種も含めました新機種に更新をし

ていくことといたしているところでございます。資源物の回収の充実、収集効率の向上

につきまして、ごみステーションの整備などにも積極に対応をしていくことといたして
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いるところでございます。 

 さらに、家庭から提出されますごみの減量化をより一層進めるため、家庭生ごみ処理

機ＥＭボカシ処理機、家庭生ごみ処理機の設置者及び資源物集団回収団体に対しまして

も、引き続き助成を行いますとともに、親子ごみの育成探検ツアー、廃棄物処理施設見

学会を引き続き実施して、ごみ問題について関心を持っていただく事業を実施すること

ともしているところでございます。 

 次に､１１１ページ､第３目のし尿処理費でございます｡本年度予算額は１億４,６５３ 

万９，０００円を計上いたしております。前年度と比較をいたしまして１，２９６万                                                                                    

７，０００円、８．１％の減となっております。本年度は鳩水園の焼却設備のれんが補

修及びその他の設備機器の補修につきましても計画的に進め、安全かつ良好な稼働に努

め、当該施設の適切な維持管理並びに運営を行いますとともに、周辺地域の環境整備に

つきましても、引き続き進めていくことといたしているところでございます。 

 また、河川の水質汚濁防止を目的に合併処理浄化槽の設置者には、引き続き助成を行

いますとともに、浄化槽の設置者には適性な維持管理が行われるよう、広報などを活用

し、啓発に努めてまいりたいと考えております。また、し尿の収集業務に係ります委託

料につきましては、前年度より５０万円の減となっているところでございます。 

 次に１１２ページ、第４目の美化推進費でございます。本年度予算額は１６９万                                                                                  

６，０００円を計上いたしております。住民の方々にご協力をいただき、斑鳩の里クリ

ーンキャンペーン、自治会内美化キャンペーンなどを実施し、生活環境の意識の向上に

努めているところでございます。これらの事業に要します所要額を計上させていただい

ているところでございます。 

 以上で、簡単ではございますが、第４款、衛生費の説明とさせていただきました。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

○森河委員長 第４款、衛生費についての説明が終わりました。 

 これに対する質疑をお受けいたします。 

 予算に関する説明書の９５ページから１１３ページまででございます。質問のある方

はどうぞ。 

 喜多委員。 

○喜多委員 １０１ページの脳ドック助成金ということでご質問させていただきます。 

 脳ドックというのはどういうことをするのですか。 
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○森河委員長 西田課長。 

○西田健康推進課長 脳ドックの診療の方法といいますか、内容といいますか、ちょっと 

専門的な医療のことは承知しておりませんが、頭部の断面といいますか、ＭＲ、断面の 

透視、レントゲンを撮って、それで診断をしていただくというふうに伺っております。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 それどういう方が受けるんですか。 

○森河委員長 西田課長。 

○西田健康推進課長 町民全般にわたりまして、そういった健康管理の中で基本健康診断 

等いろいろ事業を展開しておりますが、それにあわせました脳ドックというのを希望さ

れる方につきまして、１万５，０００円を限度に助成をさせていただいているというこ

とでございます。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 それからもう１点なのですが、１０３ページの大和川水質汚濁防止連絡協議 

会、どういう範囲の地域が入っているのでしょうか。内容としてどういうことをやられ

ているのかちょっと教えてください。 

○森河委員長 水田課長。 

○水田環境対策課長 大和川水質汚濁防止連絡協議会負担金ということで、大和川に隣接 

する各市町村が大和川の水質汚濁防止に伴う、きれいに運動しようということで、大和

川に隣接する自治体が連絡協議会を発足し、建設省ともに大和川の美化活動に協議をさ

せていただいている協議会でございます。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 大和川流域という自治体が協力し合っているということなんですが、大和川 

というのは結構奈良県の東南部を横切ってきて亀の瀬をいくのが大和川ですよね。そう

するとその地域の全体、一番主流といいますか、初めは初瀬川ですか、あそこから始ま

って亀の瀬で奈良県の場合は大和川が終わっていくわけなのですが、その流域に面した

自治体が全部協力体制をとって汚濁防止ということをやっているということですか。 

○森河委員長 水田課長。 

○水田環境対策課長 奈良県下と大阪府下が領域に広域にやらせていただいてますので、 

その大和川に隣接する各自治体ということでよろしくお願いします。 

○森河委員長 喜多委員さん。 
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○喜多委員 合併処理浄化槽の助成金が出てるのですが、４月１日から普通浄化槽は禁止 

になりましたよね。合併浄化槽のみを設置するということになるかと思うんですが、そ

れで今、従来どおり合併浄化槽の補助金を出していらっしゃるんですけども、前もちょ

っと質問したことがありますけれども、公共下水道の予定区域が外れている地域だけし

かこの対象にならないというふうにもう一度確認をしておきたいと思います。 

○森河委員長 水田課長。 

○水田環境対策課長 委員さんがおっしゃられておられますように、公共下水道事業の認 

可区域をされている区域については補助金が出ないということでございますので、です

から認可区域外が補助対象ということでございますので、よろしくお願いします。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 合併浄化槽なんですけど、今まで普通浄化槽の場合、協力金とかいってあり 

ましたね。それは従来どおり各地域にお任せですか。それとも廃止する方向、この間の

一般質問でもちょっと入ってあったんですが、改めて地域予定外であったら補助金を出

して、各地域の中の地域組合さんが今までどおり取ってらっしゃる同意金というような

形で、協力金というように言葉を変えられたこともあると思うんですが、そういうのは

やはり従来どおりでいくということの方針でしょうか。 

○森河委員長 水田課長。 

○水田環境対策課長 合併処理浄化槽の中で申請書、添付書類が書かれております。その 

中では同意書というものがうたわれておらないわけですので、先ほどの一般質問であり

ましたように、それは地域地域でいろんな形であるかと思いますけども、この合併処理

浄化槽につきましては、そういう添付書類としては備えておりませんので、その辺もあ

わせてよろしくお願いします。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 合併浄化槽と普通浄化槽、普通浄化槽は生産されてないということで、これ 

から公共下水かもしくは合併浄化槽ということになりますので、そうすると合併浄化槽

設置する場合でしたら、その時同意書要らないですね。そうすると協力金を取るところ

と取らないとこが出てきたときの混乱は予想されませんか。 

○森河委員長 芳村助役。 

○芳村助役 その問題につきましてはこれまで担当常任委員会で答弁してきましたが、そ 

の答弁の過程におきましては、従来は建築確認の際同意書が要りますよということでし
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たが、県からの通知に基づきまして、すべての水利組合が同意書の添付が必要ないとい

う流れになっていまして、ところが水利組合においては、それらの地域の実情で放流同

意というよりも河川清掃という名目で取っておられると。先般私が耕地協会の方に行き

まして、やはり望ましいものでないから、これをやめるようにという申し入れをしてお

ります。ただ現実は取ってる水利組合があると思います。ただし、名義を変えて取って

るように思います。と同時に、この名目は浄化槽応分協力金なんです。協力金なんです

。そういうことと考えたら協力される方と、当然負担されておれない方もおられる。い

ろいろな場合があるように思います。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 一番そこのところがトラブルの原因になるのかなと思うのです。それと水路 

と呼べないのかもわかりせんが、通称溝というようなとこへ流していくと。その浄化槽

の場合でしたら少しは水質が汚濁の還元になるかなと思うのですけども、合併浄化槽に

なったら、お風呂場の水と台所の水も一緒に浄化してしまいますので、結構汚さないと

いう部分はあると思うのです。ただ、助役おっしゃるように、水路の関係について私有

地であったり、町のものであれば問題ないのですが、私有地にかかってきたりする場合

の面倒が起こってくるかなと思いましたので、耕地協会さんにまた怒られるかもわかり

ませんが、なるべくそういったややこしい誤解を招くような協力金とかそういったもの

は廃止の方向でご指導いただきたいとお願いしておきます。 

○森河委員長 芳村助役。 

○芳村助役 当然私有地における水路という場合は、これはその地権者がそういう判断を 

された、これはやむを得ないと思います。ただ、公共水路等、これによって分筆されて

、そんなトラブルが生じることがある。これほとんどのところは単独浄化槽で、今度は

合併浄化槽ということでございますけども、どの施設にしろもっておられないところが

多いんですわ。そのように私は考えてます。 

○喜多委員 よろしくお願いしておきます。以上です。 

○森河委員長 ほかにございます。 

 小野委員さん。 

○小野委員 簡単に３件ほど聞かせていただいて、再質問はしないとこうと思ってます。 

 まず１０２ページの今年度から初めてということで、猫の去勢避妊手術費助成という

ことで飼い猫を対象にあるというような説明でした。これを一応進んでるということで
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私は了としてますが、飼い猫ついてはちゃんと飼い主が教育されてると思います。問題

は野良猫だと思うのです。これらについても、将来的に野良猫のふえない方法としての

去勢避妊ということを考えてのことかどうかということの確認させていただきたいと思

います。 

 それと１０３ページの方で、先ほど部長の説明の中で環境保全の推進委員さんの活動

ということの前ぐらいに、環境保全とか、職員のパトロールも入れているというような

話でしたので、それは具体的に費用を設定して、職員の方がそれだけのパトロールに行

かれているのか、いやそんなんもったいないから、いつも言われてましたように、町道

の破損の状態とか、通勤の途中でそういうのを見ているというような話でしたが、私の

記憶では、町道の破損されたのを職員の方から連絡されたようなことはわかったように

思いますし、どのような職員のパトロールというのはどのようなとこまで考えておられ

るのかお聞きしたいと思います。 

 それと１０９ページなんですが、生ごみ堆肥化事業で学校施設に生ごみ処理機を設置

するということですが、２年ほど前東小学校の生ごみ処理機の能力と、それからできて

る堆肥のことに関連して、質問をさせていただきましたが、能力的に余裕があるし、ほ

かの小学校、中学校も入れておられるかもしらんけど、職員の方によって、もったいな

い話ですが、給食の残り、東小学校の生ごみ処理機の方へ運んでおられるということを

しておられたと思うんです。その時に生ごみ処理機もう１機を近々設置するというよう

なニュアンスを私は聞いたのですが、まだそれから設置された様子がないということで

、今回のそれだと思ってますが、どの学校に設置されるのか。それと、能力的にどれく

らいの大きさ、今何トン処理できるとか、どうのこうの言ってもらっても、前の資料を

持ってませんので、わかりませんので、まず東小学校に今設置されている分と、どれぐ

らいの能力差があるのかだけで結構です。それの予算は具体的に生ごみ処理機を設置す

るにつけての予算額を教えてください。 

 以上３点です。 

○森河委員長 水田課長。 

○水田環境対策課長 まず１点目の飼い猫の不妊手術の助成金でございます。繁殖を抑制 

するという目的が最大限でございますので、雄の去勢、雌の避妊ということで、両方さ

せていただくということが最良だと思いますので、その辺あわせてよろしくお願いしま

す。予算を組ませていただいている中で、一律４，０００円ということで、５０匹組ま



 

67 

せていただいているということで、２０万円ということでよろしくお願いします。 

 それともう１点、職員のパトロールの関係でございます。これにつきましては、昨年

の１０月からごみの有料化、可燃、不燃させていただきました。これに伴いまして、不

法投棄はふえるんじゃないかということで、昨年の１０月からパトロールを実施させて

いただいているところでございます。その中で環境対策課の方で、職員でパトロールさ

せていただいておるところでございまして、昨年の１０月から１週間に２回ないし３回

状況を見る中、この１月からもさせていただき、現在も週に２回ほどさせていただいて

おるところであります。 

 しかし、ごみだけの問題じゃなくて、私どもはポイ捨てされておるところについても

、河川の清掃をする中、また、この１月からにつきましては、犬のふんの処理の関係に

つきまして、犬のふん、猫のふん、その辺のマナーの関係もございまして、テープを含

めたパトロールをさせていただいている中、交通安全についても啓蒙、啓発のテープを

流しながら、パトロールを同時させていただいているところでございます。 

 それともう１点の生ごみ処理機の関係でございます。これにつきましては、かねがね

からいろいろおっしゃっていただく中、現在東小学校に１００キロタイプの生ごみ処理

機が設置されております。これにつきましては、今現在、東小学校と斑鳩小学校、また

、一部西小学校の給食の残飯を東小学校の方へ持っていき、利用させていただいている

ところでございます。 

 今後これにつきましては、この生ごみ処理機の給食の関係を図る中で、斑鳩中学校、

斑鳩南中学校、斑鳩小学校３校ございます。今現在考えておりますのは南中学校の方へ

、斑鳩小学校より少し大きい１５０キロタイプの形を設置したいと考えておるところで

ございます。これにつきましては、今現在、斑鳩中学校を東小学校に持っていかせてい

ただき、斑鳩小学校と西小学校を南中学校へ持っていく計画をさせていただいていると

ころでございます。この予算措置につきましては、塵埃処理費の１１０ページの備品購

入費で、庁用備品で１，１２０万ございます。このうちの生ごみ処理機８００万円を計

上させていただいておりますのと、その上の工事請負費５７０万円のうち、２００万円

が工事請負費とさせていただき、計１，０００万円の計上をさせていただいているとこ

ろでございますので、よろしくお願いします。 

○森河委員長 中井部長。 

○中井住民生活部長 まず１点目の猫の避妊手術の関係で、今現在、飼い猫を対象にして 
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ますけど、将来的に野良猫の関係までというご質問でもっらってますけど、今現在は飼

い猫を対象という形で当分のところはこういう形で考えさせていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目の職員のパトロールの関係なんですけれども、これにつきましては課長が説明

をいたしました中で、うちの環境対策課の職員が不法投棄を防ぐ中で、ごみのポイ捨て

も見ながらパトロールを実施いたしております。その中で道路パトロールとあわせて、

こういう形でやっていけないかとどうかということも、単独で別々に実施いたしており

ますけど、そういう非効率的なことではなしに、事業担当課でもそういうことでご相談 

を申し上げて一緒にできないかどうかという部分検討させていただきたいと思います。 

 それから、生ごみ処理機の関係でございますけれども、今現在、東小学校で１００キ 

ロの処理が可能  実数８０キロなのですけども、１機設置をいたしております。この 

 中でもう１機南中学校に１５０キロの処理可能なものを設置していきたいと計画いたし

ているということで、ご理解いただきたいと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 再質問するのは、副委員長が先ほどの答弁の中で了解得てますので。 

  水田課長の猫の件なんですが、飼い猫、私はそういうつもりで言ったのですが、これ 

は飼い猫の不妊に対する助成金ということで、被害といいますか、やはり野良猫対策が

一番問題やということで、私自身は部長が後で答弁していただいたでしょう。やはり飼

い猫はもちろん野良猫まで広げていくのだという思いでこうして新しく予算化していた

だいたと、そういうようにやっていただきたいと思うのです。今、部長があくまでも飼

い猫だけという感じですが、野良猫の繁殖というのは早いです。野良猫がたくさんいる

から住民に対して被害があるというのです。飼い猫は見てても飼い主さんが努力してま

すし、そんな悪くするようなことがないと思います。だからあくまでも今年度からこう

してそれらにも予算を組んでいただきますから、近い将来野良猫に対する対策が、これ

はものすごく難しいと思うのです。こういう助成は。だから、それらも含めての研究も

していっていただきたいと。そのぐらいの前向きの答弁をしていただきたかったという

ことなのです。 

 それと委員長がちょっとわかりにくいに感じたのは、あまり丁寧に水田課長が説明し

たからやと思いますが、その点は私はわかりました。 

○森河委員長 小城町長。 
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○小城町長 １点の飼い猫の関係については、ことしからやるという中で、こういう関係 

等やはり精査をする中で、野良猫対策どうかということも踏まえて、ことし予算がたて

られていますように、果たして４０匹の関係の方が申し込みがあるのかないのかいう実

態を把握し、野良猫の関係等も考えていかないといけませんし、一つの成果としてこう

いう形でやっていく中で、今後また住民からそういうご意見が出れば、飼い猫の中でも

夜に来て出ていく経過もあります。その産んだものが結局残ってくるわけですから、そ

の関係等のものをどうしていくかという問題が、これ大きな問題なので、そこらちょっ

とまたそういう点で研究したいと思います。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 １１０ページになりますが、説明欄に西和地区安全運転管理者協会、王寺周 

辺広域圏環境衛生協議会、大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業、このごみの問題とい

うのが、１つ町だけではなかなか解決つかないんで、広域にわたって話し合いをして、

そして協力して解決してほしい。そういう意味では広域行政の突破口といいますか、広

域行政が最も必要なものだと思うのですが、合併併合の問題とも絡みますが、その辺の

仕事がこういう形で進んでいくと、あるいはこういうのをもう少し進めていくと、ごみ

の問題だけではなくて、ほかのものについても非常に交流はある。ひとつ大きなのがあ

って、それが策としては合併問題というような気がするのです。そういう見方ができる

かどうかということについてお尋ねをしたい。 

 それから環境教室というのがあります。その環境教室というのは、何か常設されたの

か、その都度単にそういう名前をつけたのか、その２点について。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 確かに、おっしゃるよう広域７ケ町の、こういうふうにごみの連携をしてい 

ったらいいわけですけれど、そういう中でおのおのクリーンキャンペーンとか決まって

いるとか、そういうことは皆さんやっているのですから、そういうときにどうするかと

いう問題と、皆さん方の７ケ町のことについては、ごみの関係等について研究をそれぞ

れしている。７ケ町がどうかということについてはなかなか難しい点があると。恐らく

広域の７ケ町の関係は排出量を少なくするためにああいう生ごみのところに加工したよ 

うなものをやってきたと思いますが、今現在はそれになじまない状況でございます。 

 また今、環境教室というのは、この７月ごろに小学生を対象に環境教室を開いている

わけです。今現在、斑鳩東小学校でもエコクラブというのがございまして、まだ、全国
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大会へ行ってきて、全国大会に優勝した経緯もございますし、東小学校のエコクラブも

環境フェスティバルの時も講演をいただいたり、説明いただき、小学生のうちから、こ

れも斑鳩東に限らず、斑鳩小学校、西小学校が、将来、子供さんが大きくなっています

から、今の間にこういう水質とか、あるいはごみ問題に詳しく理解していただければあ

りがたいなと思っております。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 それは、非常に大事なことだと思います。 

 それから健康いかるが２１というのができまして、こういうパンフレットがあります

。私が言いたいのは健康いかるが２１という書き方ですが、それ以外にも何とか２１と

いうのがあって、そういうパンフレットの説明の中に、一つ注意してこなかったんです

が、概要の方を読んでみましたら、幾つか出てきております。こういう場合に、一般論

ですが、パンフレットなり、ＰＲ紙をつくられるときは、よくスタートするまでに、相

当議論して、これは本当につくった方が効果があるかどうかということと、だれに頼む

かという点でも慎重な配慮が要るように思います。 

 このほか、概要を読んでそういうのがちょっと目に３つか４つぐらいあります。ちょ

っと不正確なことで申しわけないんですけども、こういうのをつくりますと、そういう

つくったことで何か半分終わっちゃったというような錯覚を起こしやすい点、これは意

見として述べておきます。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 里川委員。 

○里川委員 まず、１０２ページの火葬場費のところで、工事請負費の３０万円というの 

が火葬場周辺対策工事ということで上がっていたんですが、その下の補償の方との関係

の何か金額なのか、それとも別個のもので何か工事があるのかというところをちょっと

私自身、明確でないので、教えていただきたいと思います。 

 それと、焼却灰などについてのことが、１０９ページに書いてありますが、塵埃処理

費の方の関係なんですが、こちらの方に予算の概要書の２４ページの方にまとめて書い

ていただいている大阪湾フェニックス事業を見ますと、昨年度の予算よりは減っている

わけです。減っているというのは、ごみの量とかそういうものが減っているのであれば

非常に喜ばしいことなんですけれども、割合的にいくとそこそこの割合で金額が減って

いる、ここの原因について確認させていただきたいと思います。 
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 それから、その次の１１０ページの方に負担金及び交付金のところです。ここで家庭

の生ごみの減量化、資源物集団回収ということで予算を組んでいただいているんですが

、こちらの予算関係資料の方の補助金明細表をつけていただいております。こちらの方

で見させていただきましたら、そこらあたりが、これも比較的金額的に大きく、１３年

度減額予算を組まれているということなんですが、これは１２年度の実績がまだ終わっ

ておりませんが、見込んでこういうふうな減額の予算立てをされたのかどうかというこ

との確認をしたいと思います。 

 とりあえず、それをお伺いいたします。 

○森河委員長 水田課長。 

○水田環境対策課長 １０２ページの火葬場費のことでございます。工事請負費で火葬場 

周辺対策工事費ということで３０万円を組ませていただいております。これにつきまし

ては、東里集会所の掲示板の設置で３０万円計上させていただいているところでござい

ます。 

 その次の補償金ということで１，２５０万円。これにつきましては、先ほど部長の方

からご説明ありましたように、三井自治会農道整備ということで町単事業ということで

地元負担金をこっちの方で組ませていただいているということで、事業費が２，５００

万円でその２分の１ということで、１，２５０万円ここで組ませていただいているとい

うことでご理解賜りますようよろしくお願いします。 

 それと、１０９ページの、大阪湾広域廃棄物埋立処分場の委託の関係でございます。

これにつきましては、最終処分場で一時保管しております焼却灰の大阪湾への持ち出し

の分でございます。平成１２年度につきましては、１，３００トンの計上をさせていた

だいたところであります。 

 平成１３年度の予算につきましては、１，０００トンの計上でございますので、その

３００トンの減が予算上で減となっておることでございますので、その辺もよろしくお

願いします。 

 それと、１１０ページの家庭生ごみ減量化の促進に関する奨励ということで、これに

つきましても今期につきましては機械式の生ごみ処理機と、それとコンポッサーという

生ごみ処理機、それともう１点ＥＭボカシ処理機、この３点を助成させていただいてお

ります。生ごみ処理機の普及につきましては、過去２年間の実績を見る中で予算を計上

させていただいたところでございますので、若干１２年度よりも少なくなっておるとい 
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うことで、この辺が減になっておることで、よろしくご理解賜りますようお願いします。 

 それと、資源物集団回収につきましても、過去２年の実績に伴う予算でございますの

で、この辺もあわせてよろしくお願い申します。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 そうしましたら、大阪湾フェニックス事業の方で、焼却灰にかかるこの委託 

料というのは、今、課長の答弁のように３００トンの減をとらまえて、その減額になっ

ていると、純粋にそのように考えてよろしいんですね。 

○森河委員長 中井部長。 

○中井住民生活部長 この最終処分場の関係につきまして、以前、議員さんからもいろい 

ろご質問いただいて、整備の方の話もございましたので、その辺の考えの中で一応１年

をかけまして、処理場から排出されます焼却灰というのが約９００トンから１，０００

トンの間であります。それを過去の１，３００トンの持ち出しで、そういう形で整備を

させていただいた経緯の中で、ほぼ整備が終わることを考える中で、１，０００トンの

年間排出される灰の量に相当する分で計上をさせていただいたということで、ご理解を

いただきたいと思います。 

○森河委員長 里川委員。 

○里川委員 わかりました。 

 そして、家庭の生ごみの減量化の奨励金や資源物集団回収などの方も減額になってい

るのが、ちょっと気になっておったところなんですけれども、ごみの有料化に伴いまし

て、私自身は住民の方にご負担いただいたものについては、できるだけ環境問題、リサ

イクル問題、これらの事業に積極的に取り組んでいただきたいということで、１３年度

で取り組んでいただいてる部分はありますけれども、やはりできるだけこれを奨励して

いくという形ではちょっと減額になっていることについて心配をしたもんですから。 

 そしたら、生ごみ処理機、家庭用電気で処理するんですね。これは前年度同様、もし

、予算を立てていた以上に申し込みが出た場合は、どのように補正を組んでもやってい

くという考え方であるのかどうかということだけ確認させてください。 

○森河委員長 小城町長。  

○小城町長 今、予定しております１３年度の申し込み予定の関係で、それがふえればあ 

りがたいことでございますから、当然、それは補正をせざるを得ないと。 

 ただ、里川委員ご指摘のように常任委員会にもお示ししたように、１３年度はごみ袋
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の関係等について空缶鳥をつけて新たに公民館とか、あるいはそういう関係等について

、それをしていきたいということで還元をするとか、各地域の空き缶を処理するという

ことを申し上げていますように、そういう施策をする中で、できるだけ住民の方々のご

協力を得ていきたいと思っています。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 山本委員さん。  

○山本委員 １点だけ、考え方を聞かせていただきたいんですけれども。以前からそのこ 

とについては考えていこうと聞かせていただいている件なんですけれども、ごみ問題に

かかわって処理をしていくごみ袋の問題なんですけれども、その後研究なり、一定の方

向性とかいうのは見えてきているでしょうか。特にビニール袋のごみ袋を使ってペット

ボトルとか、瓶とか、缶とかを排出していくことについては、気持ち的に余りしっくり 

といかない面があるので、そのあたりの考え方だけ聞かせておいてほしいと思います。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 山本委員ご指摘のように、必ずしもビニールがいいとは思っておりませんし 

、将来的に、各そういうところも研究しながら、隣接の町も研究しながら、どういう方

法がいいのか、ここらを視野に入れて考えていきたいと思います。 

○森河委員長 ほかにございませんか。  ないようですので、これをもって第４款、衛 

 生費に対する質疑を終結いたします。 

 １４時５５分まで休憩いたします。 

         （午後 ２時３８分 休憩） 

 

           （午後 ２時５５分 再開） 

○森河委員長 再開いたします。 

 次に、第５款、農林水産業費についての審査に入りたいと思います。 

 理事者の説明を求めます。清水都市建設部長。 

○清水都市建設部長 それでは、第５款、農林水産業費につきまして、ご説明申し上げま 

す。 

 予算書の１１３ページをお開き願います。 

 まず、第１目、農業委員会費でございますが、本年度は１，１５７万５，０００円、

前年度に比べ、２９９万円、３４. １％の増額となっております。主に農業委員会の事
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務費的経費でございますが、新規といたしまして、次のページでございます。農業委員

会諸事務の簡素化、そして迅速化を図るために農地基本台帳のデータベース化を構築す

る委託料として３００万円を計上いたしております。 

 また、標準小作料の改定年度にありますことから、標準小作料協議会の設置に係る増

額も計上してます。なお、農業委員会におかれましては、農地転用等の審議を初め、各

種の研修活動を通じて目まぐるしい変化する農業情勢に対応すべく、農業諸施策の推進

に努めていただいているところでございます。 

 次に、第２目、農業総務費でざいますが、本年度は４，２７６万５，０００円。前年

度に比べ１３１万９，０００円、３．２％の増額となっております。主に職員に係りま

す人件費でございます。 

 続きまして、１１６ページでございます。第３目、農業振興費でございますが、本年

度は７５９万９，０００円。前年度に比べ７６万１，０００円、９．１％の減額となっ

ております。主に農業振興会など、農業振興団体等への各種補助金でございますが、恒

例行事といたしまして、多数の住民の方々に参加いただき好評をいただいております産

業フェスティバルにつきましても、本事業の改正目的に掲げます地域住民の方々に町内

の農業、商工業、観光を認識していただく機会として、各産業に携わる方々と地域住民

との交流の場を提供しているところでございます。引き続き、実施主体であります実行

委員会に対し助成してまいります。 

 また、花と緑にあふれた潤いのある地域づくりに向け、住民、行政、企業等が一体と

なった花と緑のネットワークづくりを推進するため、その核となっていただく斑鳩ガー

デンクラブへの補助金を継続し、人材育成に努めてまいります。 

 次に、第４目、土地改良事業費でございますが、本年度は１億２７１万５，０００円

前年度に比べ４，７９３万６，０００円、３１. ８％の減額となっております。減額の

主な理由といたしましては、事業費の減少によるものでございます。本年度も昨年に引

き続き、高安地区での農道整備を県の補助を受け整備することといたしております。 

 また、昨年から今年度に繰り越しさせていただいております臨時経済対策事業のウィ

ンロードにつきましても、長期完成に向け整備に努めてまいります。 

 さらに、町単独補助事業といたしまして、６地区から出されている要望を積極的に取

り入れ、基盤整備に努めることといたしております。 

 続きまして、１１８ページでございます。第５目、生産調整推進対策費でございます
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が、本年度は８６３万８，０００円、前年度と同額の予算となっております。１２年度

に新たな米施策の大綱として、水田農業経営確立対策が実施され、本対策を基本に生産

ブローカー、農協、行政が一体となって本町の生産調整の推進に取り組んできたところ

でありますが、政府米の持ち越し在庫が適正備蓄水準の１２５万トンを大幅に上回って

いることから、新年度の生産調整につきましても、なお一層厳しい状況の中で取り組み

となることが予測され、過剰米在庫の適正化、生産者価格の安定を図るため、引き続き

生産調整の着実かつ円滑な推進が必要でありますことから、生産調整実施農家等への助

成金及び現地確認等の所要額を計上いたしております。 

 続きまして、１１９ページでございます。第６目、米穀流通消費改善対策費でござい

ますが、本年度は１５万１，０００円で前年度に比べ４，０００円、２．６％の減額と

なっております。米の割当集荷業務の事務費が主なものでございます。 

 次に、第７目、有害鳥獣駆除対策事業費でございますが、本年度は３０万円で前年度

と同額の予算となっております。農作物への被害を防ぐため、有害鳥獣の駆除を猟友会

に依頼する経費でございます。 

 次に､第８目､地域農政推進対策事業費でございますが、本年度は１７０万６，０００ 

円、前年度に比べ１５万６，０００円、１０％の増額となっております。地域農政の活

性化、農地の流動化の促進に伴う事務費及び各地の地域農政推進事例について見聞を広

めていただくための研修会の実施に要する費用を計上いたしております。 

 次に、１２１ページでございます。第２項、林業費、第１目、林業振興費でございま

すが、本年度は２８７万６，０００円。前年度に比べ４万円、１．４％の減額となって

おります。松林を守るための松くい虫防除対策として、引き続き伐倒駆除を実施し、景

観保全、土砂崩れ等の災害を防止することといたしております。 

 以上、簡単ではございますが、第５款、農林水産業費の説明とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○森河委員長 第５款、農林水産業費についての説明が終わりました。 

  これに対する質疑をお受けいたします。 

  松村委員さん。 

○松村委員 私は具体的なこの数字がおかしいとかいうんじゃないんですが、最近、斑鳩 

町にとって、農業をどうするかということが非常に大きな問題であるような気が強くし

てます。道路問題とかかわって考えてきたわけですけれども、それは即、農業問題、農
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業をどうするかというところに行き着く気がいたします。 

 私などがそういうことを言うのはおしかりを受けるかもしれませんが、例えば、今あ

る都市計画道路を全部持ったら稲葉の南、あの一帯の農地がつぶされていくと。そこだ

けつぶされるんじゃなくて、波及効果があって、どんどん田んぼがなくなっていくとい

うことは目に見えておるわけです。それはやっぱり以前から私どもの先輩が大事に築い

てきた斑鳩の土地を、余りにも無造作になくしてしまうということに問題があるのかと

いう気がしております。田んぼ道を自転車で走るたびにそのことを思います。 

  それで、この５款、農林水産業費で見ていくと、具体的などこがどうのというのでは 

なくて、そういう気が非常に強くしております。農業の問題を私自身もこれから勉強し

ていきたいなと。 

 抽象的な偉そうな話はそれだけにしまして、三室の人とか紅葉の人は稲葉の人から農

地を借りて結構野菜づくりをやったりしております。私も稲葉のナシ畑の下に二本うね

を借りておりまして、そこで農業のまねごとみたいなものをやっておりますが、この形

態が結構広がっておるように思います。 

 あちこちに貸し農園という言葉も出てきて、看板に立ててあるのもあるし、新興団地

の人もやっぱり土にさわりたいということもあって。あの自然的に発生している農家の

方と新しい住民、サラリーマンの方、あるいはサラリーマンであった方の奥さんなどが

協力して、斑鳩の大地を守っていくという意味からも、現在広がっている観光をもう少

し何か行政の方で若干レールを敷くというのか、あんまり固い制度にならんと思います

が、何か制度化してみてはどうだろうかという気がしております。一般的な意見で申し

わけないんですが、最近そういう気がしております。 

○森河委員長 小城町長。  

○小城町長 松村委員さんのおっしゃるように、確かに今求められているのは、新聞等に 

わたり棚田の一株とか里山運動とかいろんな関係が取り出されております。 

 明日香村を一つとっても、棚田をやられて、ほとんどこの方々が申し込みに来られて

ます。なかなか地元の方というのは、次代を担う農業に携わるという若い世代の方々が

おられない。松村委員がおっしゃるように大半が高齢化社会で夫婦二人になって、ある

いはひとり暮しというような関係になっています。 

 ただ、この中でも、今、松村さんがおっしゃるように田を貸していただいてやれると

ころはよろしいですけども、できない場所もあるわけなんです。斑鳩町でも貸し農園と 
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してもやっぱり阿波のところやそんなことは無理やという議員さんのお言葉ですから。 

 ただ、それをどうしていくかという問題が大きな問題です。やっぱり今、稲葉のナシ

の問題でも、ナシを売っていこうとしたら斑鳩町の商工・観光の中で、ナシを売ります

よと言うたかて、結局申し込みに買いに行ったら、去年申し込んでませんからもう売り

ませんよと言うて断られるということも、やっぱり苦情も来るわけです。もう注文制で

すから、去年にもうされた方、一見さんではもう売りませんよと言うたら、斑鳩へせっ

かく来た人が買えないという現状もありますから、私としてはできる品物をｉセンター

でもどこでも、観光資源として売っていきたいということもございます。 

 その中で斑鳩町の場合、都市近郊としてどうこれからしていくかという問題は大変な

問題だと思うんです。確かに松村委員おっしゃるように貸し農園とか、あるいは貸して

いただいてやるのは趣味でやれるだけであって、たまたま自分がほぼ毎日その田んぼへ

行ってやれやれというんじゃなしに、やっぱり自分が健康のために土ならしをするとい

うことで、その後、草が生えたとき、あるいはそういうことがどうなっているのかとい

う問題もございます。この斑鳩町の場合を考えますと、目安地域の関係とか、あるいは

興留、阿波周辺の農地をこれからどうしていくかは大きな問題になってくると。これも

やっぱり減反の中でこれをどう進めるという問題があります。 

 やっぱり何を言いましても後継者がおられない。この辺がどことも大きな悩みで、明

日香村にしても募集をかけて、その中で棚田を耕す中で、いろいろな催し物をやってる

のが結局、明日香のだれかが町おこしをやってるみたいな感じでございまして、斑鳩町

としても、どう取り組んでいくのか、それが大きな課題だろうし、これもやっぱり農業

委員会等にご相談申し上げて。 

 今、稲葉の関係でも、ナシ部会で、ナシをつくっておられた方が亡くなられたら、そ

のナシを、あるいはブドウをだれかつくってくれるものないかということで、この間も

農業委員会の副会長の方に話があったようですけども、なかなかその後のフォローがで

きない。ブドウ畑をかわりにやってやろうという方もないわけですから、ここらについ

てもどうしていくかという問題もあろうと思います。やっぱり松村委員がおっしゃって

いただくような、斑鳩町の場合、これから大きな問題だと私は思っております。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 貸し農園の関係について現状だけ報告させていただきます。現在稲 

葉で２カ所と、法隆寺を合わせまして約３２区画で、値段にしましたら年間５，０００
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円から６，０００円なんですけども、約４，０００平方の貸し農園を実施させてもらっ

ています。 

 この辺につきましては、そういった今おっしゃいました自分でつくっていきたいとい

う方々の申し込みを受けて、野菜等をつくっていただいているところでございます。も

し、今後希望者等の状況も見ながら、多くの方がおられるということであれば、またそ

の面積を確保していきたいと思います。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 私は恐らく何かの形で広報しなくては、こういうことをやっておりますので 

、そういう希望のある方はどうぞご相談くださいとか、そういうことをやれば、相当そ

ういう希望者いるような気がします。 

○森河委員長 杉本課長。 

○杉本観光産業課長 今現在、先ほど部長も申しましたように、いきいきファームとして 

貸し農園をやっております。これにつきましては、今現在、空き区画ができております

ので、その辺につきましては広報にて申し込みをとっておるところでございます。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

  里川委員さん。 

○里川委員 基本的なことをお聞きしたいんですが、ちょっとこの農林水産業費の中で、 

各種団体の予算関係参考資料の中で、補助金という名目で出てる関係が、内容について

あらまし私の方も理解はしているところなんですけれども、少し会員数であるとか、ち

ょっと確認をしたいと思います。その数字的なものを教えていただけたらと思うんです

が。もし、すぐにわからないようであれば、後からでも結構なんですが、農業振興会の

会員数ですね。それと耕地協会、これは会員数といえばいいのか、加盟数といえばいい

のか、どういう構成、人数があるのかと。それと、農家組合につきましては、組合数と

組合員数です。ここのところをちょっと教えていただきたいと思っています。数をちょ

っと知りたいんです。 

 そしてもう１点、林業費の方の１２１ページの方で、伐倒駆除業務委託料を上げてい

ただいてまして、この問題については、以前からずっと松枯れの問題とか、非常に町と

しても苦慮していただいてきた問題ではあると思うんですけれども、この業務内容につ

いても１３年度どういう内容で委託を考えられているのかということも明らかにしてお

いていただきたいと思います。 
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○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 会員数の関係でございますけれども、農業振興会、そして耕地協会 

につきまして､ ちょっと今手元に資料がございませんので、後ほど報告させていただき

ます。農家組合数につきましては、２９の農家組合がございます。 

 それと、伐倒駆除の松枯れの関係でございますけども、これにつきましては、本年度

も伐倒駆除をやっております。そうしたことで、次年度におきましても、同様の対応を

させていただくというところから、２４０万円の予算計上をさせていただいておるとこ

ろでございます。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 その伐倒駆除の内容についてですけど、２つに分かれていまして、 

第１種というのと第２種というので単価が違うんですけども、第１種といいますのは道

路から１００メートル以内、身近なところで、運び出しやすいと。幹が２４センチ。そ

して第２種というのがそれ以外の区域ということで、もうちょっと奥の方へ入って、標

的にかかるということでございます。約倍ちょっとの単価になります。 

 そういった形で本年度も実施しておりますが、来年度についても実施させていただき

たいと思います。 

○森河委員長 里川委員さん。  

○里川委員 農家組合の方もできましたら、組合員数の方もわかるようであれば、２９の 

組合で組合員さんがどれだけあるのかということもあわせて後ほどでも結構ですのでご

報告をお願いしたいと思います。 

 それと伐倒駆除の関係ですけど、業務委託ということになっておりますが、委託先に

ついてはどのような形の委託になるのか、そこもお聞きしておきたいと思います。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 後で調べて報告させていただきます。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

  小野委員さん。 

○小野委員 まず最初に、１１３ページに農業委員会費というとこで、農地を守るという 

ようなことで今回農業委員会に行かせていただきました。 

 その中で、昨年７月に農業委員会を開きましたところ、いろんな問題があって、特別

委員会を設置されると。野呂議員と２人行かしていただいて、その特別委員の１人、き
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ょう傍聴に来ておられる浅井議員の後がまという意味で、特別委員会というのに参加さ

せていただきました。 

 その特別委員会が設置されている理由として、農振地域の中で、その現職の農業委員

さん、選挙で選ばれてきた農業委員さんの所有地に農業倉庫を建てるという申請があが

って、その以後どうも農業倉庫が１回も使われていずに、身内の方の鉄工所か何か、そ

れらで作業されているということで、前の年ぐらいからの事件だったので、農業委員会

にも何回となくいろいろ議論されておって、解決がつかないということで、特別委員会

にさせていただいた。 

 私も特別委員会の方でいろんな状況をもう１回整理してもらったり、聞いたりしてと

いうふうな感じで１１月やったと思いますが、特別委員会としては、その農業委員さん

の辞職勧告、それからその物件に対しては、調整区域、許可しているのは知事ですので

、知事あてに農業委員会から是正勧告ということで、農業委員会、満場一致ではなかっ

たんです。１人の農業委員さん決議をするのに反対されました。どちらにしても大多数

の農業委員が決議として、農業委員会として、その農業委員さんにも報告したし、地元

としても農地跡にそういう処理が行われたと思うんです。 

 そのようなことについて、農業委員会の動きそのものより、農業委員会事務局として

、その後の内容、その後のことについて、どのように認識されているのかをお聞きした

いなと思います。 

○森河委員長 杉本課長。 

○杉本観光産業課長 今、おっしゃっていただいたとおりの経緯でございます。この方に 

つきましては選挙により出てこられた方でございまして、昨年の１０月の農業委員会の

定例会におきまして、辞職勧告がなされております。 

 その理由といたしましては、転用された目的外使用という格好の中で、農地法の４条

、そして農振地域の整備に関する法律１５条の１５に違反というふうなことで、本人さ

んに通告をさせていただいております。 

 これにつきましては、農業委員として、まして現職委員というふうなところから、モ

ラルに反するという形のもので、会長より本人さんに申し入れをされたところでござい

ます。 

 その後につきましては、農業委員会から県の方にもその旨、報告をさせていただき、

指導をされておるところでございます。また、本人さんにつきましても、その後、総会
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等には参加していただいておりますが、本人の考えと申しますか、そうしたことについ

ては何も伺っておらない状況でございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 選挙で選ばれている農業委員さんですので、辞職勧告ということで終わって 

いるのが実情です。私もそれ以後、農業委員会の総会、また研修会等に参加されている

のは存じていますが、これらについては、モラルという言葉が課長から出ましたが､ 何

らかのペナルティーというんですか、もっと農業委員会の事務局をあずかっている町と 

しても、もっと公表すべきではないかなと、私はそのように思っておるわけなんです。 

 それは、この４月１日から政治倫理条例施行されるということについての、それに抵

触した場合は公表という形もありますので、農業委員さんはそれの対象になっていませ

んが、同じことだと思うんです。選挙で選ばれてるから、幾ら農業委員会として辞職勧

告、１人だけ反対したんですが、その大多数が賛成している決議に対して、やはり何ら

かの方法で公表すべきではないかと、そのように私は考えるんですが、それらについて

は、行政側として、今のは農業委員会の事務局長としてではなくて、行政のできれば今

度の政治倫理条例の事務局を担当する総務の方から、同じようなことが考えられるかど

うかを答えていただきたいと、そのように思うのですがどうなんでしょう。 

 そういうことをするのは人権に影響するんだったらそういうふうに言っていただいて

もいいです。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 一定の農業委員会の中でいろいろ協議があるし、その前に特別委員会で 

調査され、その結果を踏まえて、農業委員会で一定の結論を出された。そうした中で、

そういった辞職勧告をされたわけでありますけれども、それなりの辞職勧告というペナ

ルティーをかけられたというわけですけども、それ以上にどうこうするということは、

私としましては公表するということになりますと、何に基づいて公表するのかというよ

うなこともありますんで、プライバシーの問題も出てくるかもという心配もあるわけで

ございますけども、現実の上ではなかなか難しい問題であると。 

 当然、そういったことをするならば、農業委員会の立場としてされるべき問題であろ

うと思いますけども、それにしてもその監督したりすることについては、なかなか難し

いという問題は現実にしてあろうと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 
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○小野委員 特別委員会の中の審査に触れていかんと思いますが、特別委員会の中でもそ 

うして辞職勧告を決議しても、本人の意思次第だということはみんな話もしておったん

です。ただし、その委員さんが自覚を持っていただきたいということだし、何ら本人さ

んが反省しておられるのかわかりませんが、反省されている様子もなく農業委員会に参

加しておられることについては、やはり私は、何らそういう農業委員会の問題なのか、

農業委員会だけでは済まないというか、町もある程度のアドバイスなり、いろいろなこ

とは相談に乗っていくべきじゃないかと思っています。 

 今の総務部長の話では難しいということですので、その点は余り希望いたしませんが

、そうしたら、後はその物件が残っているということに関しても、いろいろ議論したん

です。それについては、今の事務局長の話では県も是正措置というんですか、それらに

ついて、何らかの動きがあるのかどうか。それらを地元の農業委員会としては、協議と

いうんですか、状況を察知しているのか、状況の提供を受けているのかどうか。その点

はどうなんですか。 

○森河委員長 杉本課長。 

○杉本観光産業課長 県の方に通告をさせていただいた後、日にちはちょっと定かでござ 

いませんけれども、ことしの１月に土木の方に呼ばれて事情を聴取を受けたということ

は伺っております。その後につきましては、確認はまだしておりませんが、先ほども申

しましたように本人さんからの申し入れも何もない状態でございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そういう意味で特別委員会の中でも何か郡山土木との指導というんですか、 

それらについてのてんまつが文書で報告されてましたし、改めて、そうしたら郡山土木 

が知事からの命令を受けて、呼び出したというように理解したらよろしいんですね。 

 それで現在、操業されているのかどうかは局長としてご存じなのか。それとあの建物

に対して、固定資産税はどういう形で、例えば農業倉庫でされているのか、農業倉庫の

工場というんですか、そういうものの固定資産のかけ方が違うんかどうかもしりません

けど、どういう形で固定資産はかけておられるですか。どういう形でかけるべきなのか

ということも踏まえて、ちょっとお答えいただきたい。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 目的はいろいろあると思いますけども、実態に課税するということにな 

りますんで、建っている状態でかけさせてもらう。目的は農業倉庫ということでござい
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ますけども、その建物の状態を見て、課税をさせていただいております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 当然、確認申請なんかは農業倉庫しかとれないので、農業倉庫ということで 

申請は上がってたんです。それを目的外ということで、工場で使用しておられるという

ことで、今の問題が派生していますので、当然、固定資産税は準拠主義ですので、現場

へ行かれたらあれは農業倉庫とは考えられませんし、工場しか考えられないので、工場

でかけておられるんじゃないなと思うんですが、そういうことは行えるものかな、ちょ

っと不思議なんです。だから、そこがどうか、どうのこうのというのは今後のあれに。

なぜ倉庫で課税されるのが適当なのかは、全く私は理解できないんです。 

 それが工場で課税されてても、私は何も工場として認めたんじゃない。課税しなくて

はいけないから工場で課税しているだけで、農地法の方からいえば、そこには工場はあ

りえないですよ。だから､ 県知事に是正措置をしてくださいということで勧告してるん

だし、何もそれが倉庫として課税しているんやったら、県知事も。地元が倉庫というて

るのに何でやのということになるしと私は思うんです。 

 それらについても行政としても、やはりしっかりと農業委員会の問題やというような

形で見過ごすというのは、ちょっとおかしいんじゃないかと思います。その農業委員さ

んの件についても、やはりどういう形かでいろいろ追及していくべきではないかと。同

じ、斑鳩町の中での出来事として、しっかりとやっていただきたいというふうに思いま

す。 

 それに関連して、何年か前に私はそれからずっと西の方で農業倉庫、課税をされてな

かった。漏れてたんじゃなくて、私は課税をされてなかったという農業倉庫も最近、増

築されて、何かほかのものに利用されているように思われますが、それについて農業委

員会事務局長なりは察知されているのかどうか。 

 それと、農業倉庫がどれだけのことで、どういうぐあいにいろいろ、今の辞職勧告を

した農業委員さんもいろいろ話をしておられたんです。斑鳩町に余りにも農業倉庫にと

って化けているというんですか、用途を変えておられる物件がたくさんあると、それら

を一掃してくださいというような、そういう弁明もされておったんです。そういうこと

について、当然、事務局長もそのときにおられたと思いますが、それらについて課税な

り、ほかのいろいろな総合的な課で、そういうものの摘発といいますか、調査というの

は今後されていこうとするのか、していくべきだと私は思うんですが、されておられる
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のか、どうなんでしょう。 

○森河委員長 杉本課長。 

○杉本観光産業課長 農業用倉庫として転用許可を取られた後、それの増築等の関係につ 

きましては、大変申しわけございませんが、実態等把握できておりません。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 今後とも、その辞職勧告受けられた方については、なぜ私の分だけがという 

ような言い方も、農業委員会ではずっとされとったんです。それと農業委員会の総会で

勧告することに反対された委員さんは、そういう理由でほかもあるやんかというような

理由で辞職勧告には反対されたんです。 

 それも、私は一つの見方だと思うんです。だけど、それらの一たん農業倉庫で取られ

て、そして、用途を変えておられるのにいろんな理由があると思います。今回の場合は

はっきり言いまして悪質なんですよ。もう１回も農業用には使っていない。いろんな事

情はあると思うんです。最初に農業倉庫で使っておられて、やはりあんまり倉庫が要ら

なくなったから、ほかのもんにもちょっと一部分を使っているとか、これは私は了とす 

べきだと思うんです。そこまでシビアに煮詰めていくべきじゃないと思うんです。 

 今回の場合は、初めから農業用倉庫じゃなくて鉄工所という形きておられたというこ

とが全く悪質だと、私は考えたから同じように辞職勧告に賛成したということになりま

す。それらについてもやはり農業倉庫がそういう形で使われているということは、実態

は私も何軒かは知っています、はっきり言って。だけど、そういうことについて、やは

りどのようにこれから農業施策、道路問題で農地をつぶすということも景観で、松村委

員がおっしゃってますが、やはりあの農業倉庫というのも同じことだと思うんです。農

業倉庫しか建たへんところへそういう工場があるというのは、やっぱり異常だと私は思

いますので、今後よろしくお願いしておきます。 

 それから、ことしは標準小作料の改定時期だということで、昨年、いろいろ小作料に

ついての、農業委員会での対応についても話題ですか、真剣に取り組まれたと思うんで

すが、この標準小作料の算出方法、私はいろいろ、そのときも勉強させていただいたの

は、何か標準小作料だから考えることは要らない要素なんですが、やはり当事者にとっ

てみれば一番の要素になる固定資産税という問題があります。 

 だけど、あくまでも農地の賃貸借ですので、それの標準小作料を算定するのに、農作

物ができるかできないか、それの収益によって小作料というのは算定されると、そのギ
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ャップなんです。それらについて、昨年もいろいろ今も係争中だと思うんですが、それ

らについてもそれらの要素があると思いますので、この標準小作料について、そういう

固定資産税、実態に合ったものを加味することはできないものかどうか。意味はわかっ

とるんですよ、そのあくまでも農地の賃貸借だから、その固定資産税が幾らであるとい

うのは関係ない。その場所から収穫できる農作物が幾ら収益を上げるかによって、よく

とれる場所と余りとれない場所、それとか水利のいい場所とかがあると思いますので、

その田で米がたくさんとれるとこはやはり賃貸料が高くついてもいいんじゃないかと思

うんです。 

 だけど、実態としては地主さんから言い分になれば、固定資産税という問題がありま

すので、特に市街化区域の農地についてはそれがありますので、これはもう少し、そこ

らで関与できるんじゃないかなと思うんですが、いろんな意味で。そこらについては工

夫をしていただきたいと思うんですが、それらについては不可能でしょうか。 

○森河委員長 杉本課長。 

○杉本観光産業課長 今、おっしゃっていただいています関係でございます。これにつき 

ましても当町の場合、１０年度に改定を行っておりますので、１３年度はこの小作料の

改定に取り組むわけでございます。おっしゃっていただいてますことにつきましても、

一度研究はさせていただきたいと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 それから、土木費の中でいろいろ出てくると思うんですが、１１７ページの 

登記業務等委託料と測量設計委託料ということで、毎回、予算委員会や決算委員会で話

題になると思うんですが、私はちょっとお聞きしていきたいなと思いますのは、主に委

託料で登記業務と測量設計委託料ということで、同じところに入れておられます。当然

委託料ですのでそういう形になるんかと思うんですが、まず、登記というものにどのよ

うに認識されているのかお聞きしたいと思うんです。 

 それは、登記には２つあるんです。表示登記と権利の登記、それらの識別というか､ 

区別、どのように認識されているのか、だれでも結構です。できれば、契約の課の方で 

もいいのかなと思いますので、指名して悪いのですが、池田財政課長にお願いします。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 登記には表示と権利があると認識しています。それで､ 表示につき 

ましては、その地番と面積が入ってきておって、また分類したときには新しい表示がで
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きますんで、その図面では位置とか、また隣接地との関係が明らかになっていると思い

ます。 

 それで権利につきましては、所有権の移転と抵当権関係が入ってきたものが権利に関

する登記だと考えております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 それでは、専門というんですか、有資格者として表示登記を担当できるもの 

、業としてできるものと、権利の方については、どういう資格でできるのですか。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 表示につきましては、土地家屋調査士、権利につきましては、司法 

書士さんもあるし、また自分でもできると。個人でできるということをなっております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 他人で依頼を受けてできるのは、司法書士さんだけですね。それから表示登 

記については土地家屋調査士さん。その中にもあるように、測量設計委託ということで

、それでは測量設計をできるのはどういう資格を取られている方なんですか。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 測量士の資格を持っておられる方と認識しております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そういうところで、昨年度から測量設計の方の測量士の方にも用地測量がで 

きるということで、総務委員会でも資料として説明されたと思うんですが、用地測量業

務及び登記業務にかかわる考え方についてということで、昨年でしたか総務委員会のと

き、その中で私が物すごく気になる言葉があたったんです。測量業務は本来、測量士の

なすべき業務であることから、基本的に用地測量業務と登記業務とを分割して委託する

手法で検討を行うことにしたと。 

 私はこの言葉に対しては、土地家屋調査士は全く何てこと言うねんと。言いたかった

のは、測量業務は本来、測量士がなすべき業務である。その言葉も恐らく正しいかもわ

かりませんが、土地家屋調査士の調査、測量という形で行えるんです。その中で土地家

屋調査士のその測量と測量士が行う測量とはおのずとして区別されると、そういうこと

があるのに、いきなりこういうぐあいに考えてこられたということに、そのときは反論

も何も、私は総務委員会にいてなかったし、そういうことで進めておられることに対し

ては別段問題はなかったんですが、土地家屋調査士が行う測量と測量士が行う測量との
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区別というのはご存じでしょうか。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 違いと言いますと測量の仕方でしょうか。あと、この図面ができた 

ものの活用という意味で、測量士さんがつくられた図面でもって、そこに例えば印鑑を

押して登記はできない。土地家屋さんが用地が測量して印鑑を押して法務局に分筆でき

るという違いだと認識しています。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 ということは、先ほども言ったように、測量業務は本来、土地家屋調査士が 

すべき業務であることから、基本的に用地測量業務と登記業務と分割して委託する方法

で検討を行うとする。当然、これもこんで先ほどからも言うてますが、正しいと私は思

っておる。というのは、登記業務の中に測量は入っているということですよね。そうい

うことで、４つのパターンで１２年度は発注をされておりました。 

 その中で用地測量を測量コンサルにお願いされて、そのあと登記にしていく段になっ

て、どのように違ってきたのか。そういう発注をされて、何件かはされたと思うんです

が、試行的に、この中にも書かれていますが、基本的にはパターン１、その用地測量を

測量業者に委託してということで、基本的にはパターン１とすることとし、試行的に業 

務委託を行う手法を取り入れということになっています。これは、測量業者に対しては、 

入札という競争原理を働かせてますので、それらについてそれらをとり行うということ

でされたということなんですが、そういうことでされたことに対して、どのような経費 

が少なくなったのか、いやまたふえたのか、どのように今のところ認識されていますか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 今、ご質問の測量業務等についての関係でございますけど、これにつきま 

しては委員もご承知のとおり、１２年度から新たな方法で測量業務等あわせて業務を発

注をしております。この内容につきましては、まず、特に私どもが携わっております工

事関係に基づいての発注でございます。 

 そうした中で、まず新設改良として新たに事業を起こしていこうという中で、担当の

中でそういった地籍混乱等の問題がなかろうという形のものについて、発注していこう

という形でしております。 

 ただし、その中で一つのパターンの中でも、そういった中で作業する中で、そういっ

た登記業務が必要となってくる場合、特に地籍混乱等が必要となってくると、これは登
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記業務に係る問題でありますので、その場合には、それからその作業については公嘱協

会の方へお願いしていこうという形です。 

 ただ、それとあわせて､ 今費用の関係ということでありませんけども、この事業につ

きましては、今現在３本の箇所で発注をさせていただいております。今その関係につき

ましては作業をしているところでありまして、最終段階につきましては、年度末になろ

うということで、そういった中で我々としても、その作業を進めるべくやっております

が、その費用の結論的な形のものについては、今後結論もあわせて、その方法について

さらに検討していきたいなと考えております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 さすがに用地測量業務についての考え方の中で、池田課長は測量のことにつ 

いてお聞きしたら、測量業者がする用地測量と土地家屋調査士がする用地測量とは根本

的に違うということをおっしゃってました。そのとおりだと思うんですね。 

 ただ、今まで斑鳩町においては測量業者にこの用地測量は含めてなかったと思うんで

す、いろんな話の中で。というのは、土地家屋調査士の測量成果を測量業者が資料提供

を受けて、それで設計業務を進めとったんです。それだけはっきりとした、簡単に言え

ば測量設計業者にとっては別に用地測量の現場、対象になる場所より反対まで測量する

必要はないんです。登記では必要なんです。 

 最終的に登記で、その事業が完結というんですか、監査委員さんもおっしゃってると

おり、財産管理の中での登記ということを心配しておられます。やはり、これは住民の

税金での財産ですから、やはり登記というものがきちっとできてなかったら、何してる

かわかりませんから必要だと思いますし、こういう形で用地測量を測量業者に発注され

たということは、経費の削減を図ろうとされたと思うんですが、その時点でも私はこれ

は経費の削減には絶対にならない。ふえることもあるだろうということは予測していた

んですが、今、２件か３件、件数を上げたら発注しているということですが、それらに

ついては、しっかりと検討を再度加えていただいて、そういうむだのないようにお願い

したいなと思います。 

 それと、これは昨年９月の決算委員会で委員の方から、これは議事録なんですよ。登

記の測量委託ですねと、こういう話で始まっているんですが、どういうことなのかわか

りませんが、協会へ契約していると。協会の配分を受けて登記の仕事はまだ、議員が仕

事をしとんのですかねと、その点を確認しておきたいと思います。 
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 この中で、池田企画財政課長はあるかないかであります。まず、ありますというんで

す。議員は他人の依頼を受けて、議員として用地登記できるんですか、はっきりしてお

いてください。どうなんですか。 

○森河委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長 議員としての登記はできないということです。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 こういうような受け答えをしているから、やはりその何回も質問をされてい 

る議員さんが、議員は当然、自治体から仕事を受けたらいかんのですよ。同じようにこ

うして宣伝されているんですよ。誤解されたままです。 

 また、町長もあれですやん、社員がどうかということもちょっとわかりませんと、ど

ういう意味で言うてはるのかわからんけど。はっきりと公嘱協会の社員が仕事をしてい

るんやったら、社員が仕事をしているということで言うてもらわないかんのですよ。そ

して、その社員がだれが何ぼしてんのか、それなんかは完全な公嘱協会のプライバシー

の問題なんですよ。 

 そういう質問があったら、そのとき委員長がとめるべきだと思うし、理事側もはっき

りとそれはおかしいん違いますかと、訂正させてから答弁してください。今後、それを

気をつけていただきたい。そのことを申し上げておきます。これで登記と測量業務につ

いては終わりたいと思います。 

 次に、１１９ページの有害鳥獣駆除業務委託料についてなんですが、先ほど松村委員

がおっしゃるように、私も身内の近く農地を借りてというんですか、荒らさないように

３年ほど前から、ちょっとつくってみたりしてますねけど、ことしは物すごく被害が多

いんです。もうこんなん食べられへんやろと思ったのもつままれて、もう芽が出てこな

いんですわ。鳥の、カラスか何かわかりません。朝の早いことですが、私ら全然わかり

ません。毎年委託料として、何かそういう方に委託されていると思いますが、私はそう

して身内の農地を借りてますので、市街化区域の真っただ中ですので、当然猟師が来な

くてできません。そういうなんについてどうにかして駆除をしていただきたいなと思う

んですが、この委託料は、猟のできるところで駆除していただいてるのかどうなのか、

実態をちょっと教えてください。 

○森河委員長 杉本課長。 

○杉本観光産業課長 これにつきましては、５月から３月までの間に猟友会の方々によっ 



 

90 

て、農作物への被害というふうな中で実施させていただいております。これにつきまし

ては、農地等の関係で民家が周辺に建ち並んでおるというふうな箇所では難しいという

ふうなところから、ほとんど民家のない地域にて実施させていただいております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 現実はそうなんですね。ちょっと芽が出てきたのをぱちんとやられてしまっ 

てあきらめているというのが、たくさん民家のあるところにも来とるんです。今やった

らやっぱりどなたかのおうちに来てなかったと思うんですが、それらについては、いき 

いきファームなんかにはそういう被害がないんですかね。実態は聞いておられませんか。 

○森河委員長 杉本課長。 

○杉本観光産業課長 いきいきファームの方からはそういった苦情は伺っておりません。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 また実際、そういう私らのようなところでやっているもんについても、何か 

いい方法があったら教えていただきたいなと思っております。 

○森河委員長 ほかにございませんか。  ないようですので、これをもって第５款、農 

 林水産業費に対する質疑を終結いたします。 

 次に、第６款、商工費について審査に入ります。 

 理事者の説明を求めます。清水都市建設部長。 

○清水都市建設部長 それでは、第６款、商工費につきましてご説明を申し上げます。 

 １２２ページをお開き願います。まず、第１目、商工総務費でございますが、本年度

は２，９５３万３，０００円で、前年度に比べ７０万７，０００円、２. ５％の増額と

なっております。主なものといたしましては、職員に係る人件費及び高齢者の生きがい

活動の充実や社会参加、就業機会の拡大を図る雇用対策として斑鳩町シルバー人材セン

ターへの助成金を計上いたしております。 

 次に、第２目、商工業振興費でございますが、本年度は１，５８５万４，０００円で

、前年度に比べ１９万２，０００円、１．２％の増額となっております。主に商工会、

商工業者等への補助金等でございますが、商工業者債務保証料の補給金につきましては

、前年度実績を勘案する中で５０万円の減額となっております。 

 なお、新規の取り組みといたしまして、今後の町内商業活動の活性化策を検討するた 

めの基礎的な資料として、商業従事者の実態調査に要する経費を計上いたしております。 

 次に､１２３ページでございます｡第３目､観光費でございますが､本年度は１，０７８ 
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万３，０００円で、前年度に比べ１６１万６，０００円、１７. ６％の増額となってお

ります。主な増額の原因といたしましては観光協会への補助金１８０万円増額になった

ことによるものでございますが、これは従来から近隣市町村と連携して、町が実施して

おりました、太子道を歩く歴史探訪ウォークや世界遺産周遊ウォーク、あるいはＪＲ西

日本関西支社と共同実施しておりました町内歴史ウォークなどのウォークイベント事業

を観光協会へ移管したことによるものでございます。また並びに散策型、回遊型の観光

誘導策の推進に向けまして、その受け入れ体制の充実を図るために、観光ボランティア 

ガイドの育成に取り組んでいただくことにより、増額になったものでございます。 

 なお、歴史ウォークイベントにつきましては、斑鳩造営１４００年記念事業の一環と

して取り組み、町民はもとより町外から来訪者を募り、斑鳩町の町の歴史や自然を身近

に感じていただき、聖徳太子ゆかりの町として再認識していただく企画などを考えてお

ります。 

 また、今日まで創意工夫を凝らして実施いただいております「桜まつり」、「もみじ祭

り」などの各種観光イベントにつきましても、引き続き実施していただき、観光客の誘

導に努めていただけるよう支援してまいります。 

 そのほか、３月末には大阪市にユニバーサル・スタジオ・ジャパンがオープンされる

ことから、外国人観光客の奈良への訪問の機会が増加することも見込まれますことなど

、国際化への対応のできる観光情報提供の充実を図るために、観光パンフレットの外国

語版の作成やｉセンターに設置しておりますインターネットのホームページの英語版の

作成もあわせて行うことといたしております。 

 続きまして、１２４ページでございます。第４目、観光会館費でございますが、今年

度は４２万５，０００円、前年度に比べ２万１，０００円、４．７％の減額となってお

ります。観光会館の維持経費を計上いたしております。観光会館のあり方につきまして

は、いろいろとご指摘もいただき、検討をしているところでございますが、第３次総合

計画におきまして、当町の観光対策の指針となる観光振興基本計画の策定をすることと

いたしておりますので、その中で観光拠点施設のあり方ともあわせて、議会とも相談さ

せていただきながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 次に、第５目、消費者対策費でございますが、本年度は４０万円、前年度に比べ                                                                                  

３，０００円、０．７％の減額となっております。消費生活相談員の報酬及び研修旅費

の経費を計上いたしております。年々相談内容が複雑、多様化していくため、相談員の
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研修等にも積極的に参加し、その対応に努めているところでございます。 

 次に、第６目、歴史街道ネットワーク事業費でございますが、本年度は８８４万                                                                                  

４，０００円、前年度に比べ、４３万５，０００円、４．７％の減額となっております

。恒例となっております、「太子ロマン斑鳩の里 観月祭」の開催に要する経費等に加

え、広く町民の皆様方がふるさとに対する愛着と誇りを感じ、ふるさとを後世に伝える

心がはぐくまれるようにと、斑鳩の里の伝統的な秋祭りを取り入れた新たなイベントと

して、昨年実施されました斑鳩の里ふるさと秋まつり開催事業に対する補助金を計上い

たしております。 

 次に、１２５ページの下段から１２６ページにかけてございます。第７目、法隆寺ｉ 

センター管理費でございますが、本年度は１，９１８万４，０００円、前年度に比べ                                                                                    

２４万３，０００円、１．３％の増額となっております。主なものといたしまして委託

料でございますが、その内訳といたしましては、清掃業務委託料１７万４，０００円、

警備業務委託料４７万円、管理・運営業務委託料１，２０５万７，０００円、消防施設

その他保守点検委託料２０１万８，０００円となっております。 

 次に、第８目、緊急地域雇用特別対策事業費でございますが、今年度は４６９万                                                                                  

７，０００円、前年度に比べ１，１０１万７，０００円、７０．１％の減額となってお

ります。厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用就業機会の創出を図ることを目的といたし

まして、緊急地域雇用特別対策事業として、昨年に引き続き今後需要が見込まれますホ

ームヘルパー養成研修事業委託料を計上いたしております。 

 また、史跡藤ノ木古墳の調査写真でございますフジフィルムの劣化を防ぐために、昨

年度に引き続き、デジタル情報化を進めるとともに、遺物保存及び整理事業を実施する

ことといたしております。 

 以上、簡単ではございますが、第６款、商工費の説明とさせていただきます。ご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

○森河委員長 第６款、商工費についての説明が終わりました。 

 これに対する質疑をお受けします。予算に関する説明書の１２２ページから１２６ペ

ージまででございます。質疑のある方はどうぞ。 

 松村委員さん。 

○松村委員 ＵＳＪの関係があって、外国向けの案内書もつくりたいとおっしゃっておら 

れました。あれは急がんと効果が出ないと思います。もう現実にはお客が入っておるん
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です。私の家族もきのう行ってきたんです。此花区とか、いろんなところの人が既に地

域で一万か二万入っている。外国のパンフレットをせっかくつくるんならば、早くつく

ったら早く広がる。ああいうものはばーっとブームになって、恐らく今月末から来月に 

盛り上がって、その勢いでずっといくと、そんな気がしております。 

○森河委員長 小城町長。  

○小城町長 確かにおっしゃるとおりでございますけども、このユニバーサル・スタジオ 

は３月３１日からオープンをされるわけですけども、これは早く終わってしまうんじゃ

なしに、これからずっと続いていきますもんですから、今、日本の国では、まさに言わ

れているように歴史街道コースと言われているように、日本のものではなしに、すべて

ディズニーランドもユニバーサル・スタジオもアメリカの関係になってきておるわけで

、そういう関係でディズニーさんも、このユニバーサル・スタジオの動向を見ながらコ

マーシャルでも負けずにやっておられるような状況です。 

 ただ、今その関係等については入場者は３万人以上は入れないということで進めてい

くということで、今現在では９０日は満杯ということで、７月以降の入場券を発売され 

ているということで、ほとんどが旅行会社が買っておられるという状況でございます。 

 そこらのところも十分踏まえて、急がんといかんということになっているです。やは

り今このホームページ等、あるいは案内等、ただ問題はできるだけ外国人の誘致を図り

たいわけですけども、なかなか３月３１日以降、大阪のホテルはすべて満室のようでご

ざいます。以降はですね。それぐらいの人気があるようなので、我々としてもできるだ

けいかにして、奈良、京都へ来ていただくか、そういう努力をしないと、なかなか大阪

でとまってしまうという傾向もあるので、その点についても我々は努力しながら、早く

ホームページ等の開設を行っていきたいと思います。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 町長のおっしゃるとおりで、私も遅くしたら効果がないとは申し上げてない 

んですが、早い方がすごい効果を発揮すると。わーっと評判になっていますから、それ

に乗った方が効果があると申し上げているんです。確かに持続してますから、遅くなっ

ても効果は出るんですけども 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 喜多委員さん。 

○喜多委員 観光会館の活用についてお伺いしますが、まず、観光会館を建てられてから 
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どのくらいなるか、築年数とその間の活用方法としてはどうであって、成果を上げたの

か。 

 それから、部長の説明の中で、この計画の中で対応していきたいというようなことを

おっしゃってたんですが、そういう時期とか、まだ正確ではないと思うんですけれども

、ただ築年数が大分なってるというふうに私は思っているんですが、その間、どういう

活用のされ方をしたのかということをちょっとお伺いさせていただきます。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 観光会館はかなりの年数がいってると思います。ただ、観光会館は県が管理 

する関係等については、地域の自治会の方の催しとか、そういうものについて使用され

てきたと。 

 ただ、あの観光会館をリニューアルですか、内装等変えて、調度品も変えましたし、

それ以後はやっぱりかなりの利用者、割と利用されていると思っています。といいます

のは、問題は駐車場がないだけに、利用される方々お困りでございますけども、今場所

的にはそういう地域の関係とか、あるいはリニューアルしたりいろんなことで利用は上

がっているわけです。 

 ただ、喜多委員ご指摘のように年数が古いですけれども、使い勝手としては、バリア

フリー的には階段の上り下りが大変なことであろうと思っています。地域にとっては以

前よりも開かれた会館になってきておるなと思っています。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 地域の集会所のような役目を果たしているように聞いたんですが、本来は観 

光目的というか、観光効果を上げるといった事業には余り使われてなかったような気も

するんです。だから竜田川沿いにあるわけですから、ぜひともやっぱり観光効果を上げ

るような観光会館というものをつくっていただいた方が私はいいんじゃないかなと思い

ます。 

 築年数は町長もおっしゃらなかったから。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 供用開始につきまして３９年１月でございます。 

 それと利用状況につきましては、今、委員がおっしゃいましたように観光の内容とし 

て利用されるよりも、ほとんど地域のコミュニティ的なものとして利用されております。 

 そして、今後の計画のついていつごろかということでございますが、この総合計画の
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前期の中には入れておるわけでございますが、実際､ 地域のコミュニティ的な利用とい

うことで、地域の代表者の方ともお話はさせていただいているんですけれども、ただ、

それも一つの手法として検討の中で話をさせていただいておりますが、その管理面等で

もなかなか合わないところもございまして、それもあわせて、そういう計画を今後つく

っていく中で、より一層検討していかないと、一方的に考えるのもという中でしっかり 

とその計画をつくる中で、位置づけを確定した中でやっていきたいなと考えております。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 地域の皆様にとっては、おっしゃるようなコミュニティの交流を図るための 

使用方法というのも、私はそれを禁止するというか、だめだとは言っていないんですが

、やっぱり観光の斑鳩町では法隆寺、竜田川ですから、観光会館をもっと今風に明るく

て使いやすいというか、それと外から来られる観光客に対する利用できるような価値の

ある観光会館というものをつくっていただきたいなというふうに思っておりますので、

地域の皆さんのご意向もあるでしょうから、よくご相談されて、両面使っていけるよう

な会館の建設をしていただきたいという要望をしておきます。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 予算書１２３ページにあります商工業実態調査事業委託料ということで上が 

っているわけなんですが、これは商工業の実態ということをどういうことを中心に調査

をしようとされているのか、そしてまたこの委託についてはどういうところへ委託をさ

れようとしているのかというところを確認させてください。 

 そして、その下の段にあります商工業者債務保証料補給金というところで、前年度の

予算より一応減額された形で予算計上されているんですけれども、これについては１２

年度の実績見込みによるものなのかどうかということもあわせて確認をしておきたいと

思います。 

 それと、１２５ページにあります斑鳩の里ふるさと秋まつり実行委員会補助金という

ことで上がっているんですけれども、この補助金につきましては、昨年度より増額とい

う形で上がっているわけなんですけれども、去年も私も法隆寺地域の人間ですので、法

隆寺地域の太鼓台の関係でいろんな方とお話を聞かせていただいていたら、余り盛り上

がりがなかったのかなというふうな感があったわけなんですけれども、さらに増額をし

ての計画ということについて、町としての考え方をお尋ねしておきたいと思います。 

 それと、１２６ページの緊急地域雇用特別対策事業費でホームヘルパー養成研修事業
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、これをここへはめはったということは非常にいいことだと私も思っておるわけなんで

すけれども、この養成研修の内容ですね、２級とか１級とかヘルパーさんの場合ありま

すね。そういう２級から１級に上げていこうという考え方なのか、それともこれまでの

登録ヘルパーさんなどに２級とかの資格を取っていただこうという考え方で行われるの

か、この予算の組み方の中に、その辺の考え方をどう持って踏まえているかということ

をお聞きしておきたいと思うんです。 

○森河委員長 杉本課長 

○杉本観光産業課長 まず１点目の商工業の実態調査の関係でございます。これにつきま 

しては、町内の小売業、あるいは卸売業、飲食店業と、こうした経営者に自分のお店の

経営状況と将来経営に対するアンケート調査を実施させていただこうということにして

おります。そして、この経営実態を把握することによりまして、今後におけます商業活

動、あるいは地域経済活性化の支援策等の検討資料という形にさせていただきたいと考

えておるところでございます。 

 また、調査内容につきましては、営業概要という形で業種なり、営業年数、あるいは

規模、あるいは生計の主体と、こうしたことについてを考えております。また、営業の

動向につきましても、来店者の数、あるいは状況、あるいは売上高の増減と、そうした 

ことについてもお尋ねしてはどうかというふうな考え方をしておるところでございます。 

 次の商工債務保証の関係でございますけども、これは１２年度実績に基づきまして、

１３年度の予算計上をさせていただいたところでございます。 

 それと、秋まつりの実行委員会の予算の関係でございますけども、これにつきまして

も昨年１０月に実施させていただきました。５，０００人の来場者を迎えたところでご

ざいます。これにつきましても、この斑鳩の秋のイベントとして多くの方に親しんでい

ただき、継承発展していくことを期待しておるところでございまして、そうした中で昨

年は法隆寺、竜田の太鼓台と一部自治会で所有されておる台がくと申しますか、そうい

ったものの協力を得たところでございました。ことしにつきましては、早くこうした計

画を練りまして、一つでも多くの団体の参加をお願いしていこうと。そして中身につき

ましても充実したものにしていこうというところから、若干増額予算とさせていただい

ておるところでございます。 

 それと、先ほど商業実態調査の中で委託先ということをお尋ねいただいておったかと

思いますけども、これにつきましては、まだどこということは決めておりませんものの
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、こうしたことについて南都経済センターというところに問い合わせをした経緯がござ

います。ですから、ここにこうした形のものを委託するかどうかということにつきまし

ては、まだ決まっておりませんので、ご了承を願いしたいと思います。 

○森河委員長 浦口課長。 

○浦口福祉課長 ホームヘルパーの養成研修でございますが、これにつきましては、雇用 

就業機会を図っていく中、また、４月からの介護保険制度、これから高齢化になってい

くということで、ホームヘルパーさんの需要が大変見込まれるという中で、２級のホー

ムヘルパーさんの養成をさせていただくということで、昨年３０名の養成研修をさせて

いただきました。すべて２級の資格を取得していただいたところでございます。 

 １級につきましては､ 今後２級の資格を取っていただきましたので、あとは個人で次

のランクに進んでいただくということで、今現在、昨年にヘルパーの資格を取っていた

だきました方の中でも、既に社協であるとか、第二慈母園とかの方へ勤務される方もお

られるという状況になっていますので、本年も引き続き国の緊急雇用対策事業費の中で

同様の養成研修を進めていきたいということで考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 先ほど債務保証料の減額になった分の、課長の方から１２年度の見 

込みということでございましたけども、ここのところ１０年度で申し上げますと３７０

万円で９０件、１１年度で２０３万円で６０件と、そして１２年度の決算見込みと合わ

せて、３年を大体平均した額で執行を見てもらっているところでございます。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 そしたら、この債務保証料の補給に関しましても、もしもこの枠を超えるよ 

うなことがあった場合は、町としては対応していくという考えでおられるのかどうかと

いうことは確認させてください。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 今の予算をお願いしている範囲内でいうことで考えておりますが、 

そのときの申し込みの状況が、どういった状況か、かなりふえてくるという見込みを立

てた時点で対応するよう話していきたいと思います。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 小野委員さん。 
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○小野委員 １２３ページ、観光協会補助金が出ていますが、１点だけお願いがてら質問 

させていただきたいと思います。 

 もみじ祭りのときに出店というんですか、いろんなグループが出店参加していただい

ております。これについては、以前でしたら１店舗当たり１，０００円とかそういうの

をいただいておったんですが、それらを無料にしてある。 

 その中で、昨年あるグループの方の世話をされてる方から相談があったんですが、電

源がないということで、電源ぐらい出店していただいている商売人さんじゃないそうい

うグループ、また特に自家発電機とかを持ってきたりいろいろすることが困難なグルー

プということで、ぜひとも仮設電源を引っ張ることはできないのでしょうかということ

で、担当さんに会いに行ったら、このことについては観光協会へも委託していると、そ

の中で出店の要項、これはちょっときょうは持ってこなかったんですが、そこらはもう

一切それらはしないということで、それで出店募集されて、だからそれらはみんな出店

するものが用意せないかん。 

 残念やけど、そういうことですということでしたが、僕は余りにももみじまつり、桜

まつりについても、みんな村おこしに、そういうグループが参加しようということなん

です。商売じゃなくて、それで参加しようということで盛り上げを図っていただいてる

んです。場所代を取る､ 取らんの問題じゃないし、これは露天商の方やったら、そうい

う設備は自分の商売に経費として持っておられます。その発電機なり、そういうもんが

ね。物を並べるだけという出店の仕方なのか、いやまた電気が要るようなそのグループ

というんですか、その方たちはコーヒーを沸かしてみんなに出したいというグループで

した。そのグループの方には民生児童委員さんらがバックアップしてくれる。 

 そういう要項で了解済みやということで、いたし方ないなということで、民生児童委

員さんらがいろいろなとこで、発電機を借りてこられてされたのかどうか私は現場を見

に行かなかったから知らないんですが、ぜひとも仮設電気ぐらいはこちらの経費ですべ

きだと思うんです。それについては、露天商の方にも当然一緒に公平に使っていただい

たらよろしいですやん。それらの経費ぐらいは、やっぱりその祭りを活発にしてもらう

ということで、仮設電源はこちらで提供するというふうに要項を変えていただきたいと

思うんですが、この今、予算を組まれた中で、ふえてるんだということでそういうこと

も考えていただいたんやなと思ったら、いやほかのいろいろなウォークラリーとか、何

かおっしゃってたけど、それらがこちらへやっていただくようになったから１８０万円



 

99 

増えたということで、その点は不明という感じで聞かさせていただきましたので、その

具体的に、もみじまつりに仮設電源を主催者側で提供するということはお考えなのか、

いやもうやっぱり今年度と同じように、皆さん出店者に用意してもらうお考えなのかお

聞かせ願いたい。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 今、小野委員が申された中で、このままでいくのか、それは電源がつけるの 

かということは、我々としてはやっぱりできるだけ多くの方に参加していただきたい。

そうなってまいりますと電源を引くということになりますと関西電力に申し込んで手続

をしていくわけですから、電気料も当然払いますから、無料ということではなしに１店

舗１，０００円ぐらいはもらっとくということを示していかんと、また、いろいろ住民 

から仮設電源まで引いて、無料でどうなってるんやということもおっしゃられますから。 

 そういうことも踏まえて、平成１３年度はこういう仮設電源を引くとすれば、やっぱ

り使用料という関係でもらっていく方向で検討をするような感じで申し上げておきたい

ということで、よろしくお願いします。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そしたら仮設電気を引っ張って、１日のイベント、何店出店されるかどうか 

知りませんが、幾らの経費がかかるんですか。試算されたことあるんですか。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 小野委員のように試算とか、そういう問題よりもやっぱり以前も１店舗                                                                          

１，０００円ということでやったら経緯もございます。ここ一、二年は無料ということ

でやってます。いろいろと事情を聞く中ではやっぱり電気代はどうかという問題も、実

質的に祭りを盛り上げてやろうという中では、町としても観光協会としても、そういう

ことも必要であろうと思っております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 私はイベント屋さんじゃないですよと前にも言ったはずなんですよ、観光協 

会のお願いする前から。町のイベントというのはやはり町民のためにやってるし、町民

もそのグループの中でもそういうことに参加することによって、自分たちの社会参加と

いうような物すごい大事な意味を持って参加しておられるんです。 

 そこへ、そしたら場所代に１，０００円というお金でも、やはりそのグループが出し

ていただかないかんような行事なんです。これはもみじまつりというのは、町で村おこ
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しでやるんだから、そういうのは予算化してしかるべきだと、私は考えておるんです。

だから、それらについて要るんだったら１，０００円もらうとか、そういう発想される

んだったら、こんなん村おこしのためにみんな参加せん方がましですやんか。それらを

していくのが行政やと思うんですよ。私はそない思うんですよ。 

 だから、そのほかのことと同じで、この事業に対してマイナスが出ても、皆さん税金

からすごい補てんしてでも村おこしをやったり、そういう出店をいろいろな人にたくさ

ん集まってきてもらって、１，０００円がもったいないから来られないんじゃないです

よ。みんなそこに参加したいんですよ。そしたら、参加するのには便利なようにするの

が行政やと私は思うんですよ。それだけのことやけど、もう結構です。 

○森河委員長 ほかにございませんか。  ないようですので、これをもって第６款、商 

 工費に対する質疑を終結いたします。 

 次に、第７款、土木費についての審査に入りたいと思います。 

 理事者の説明を求めます。清水都市建設部長。 

○清水都市建設部長 それでは、第７款、土木費につきましてご説明を申し上げます。 

 １２７ページをお開きください。まず第１項、土木管理費、第１目、土木総務費でご

ざいますが、本年度は１億１８２万１，０００円、前年度に比べ７４万７，０００円、

０．７％の増となっております。ここに職員に係る人件費を計上いたしております。 

 次に、１２９ページの下段から１３０ページにかけてでございます。第２項、道路橋

りょう費、第１目、道路維持費でございますが、本年度は５，９０４万７，０００円、

前年度に比べ２，０２２万２，０００円、５２％の増となっております。 

 安全で快適な道路通行の確保を図るための舗装工事並びに道路肩の草刈りや補修等の

維持管理費、また適正な道路財産の管理を行うための未登記処理経費並びに本年度から

新たに法定外公共物であります里道、水路の無償譲与を受けるための調査委託費を計上

いたしております。 

 次に、第２目、道路新設改良費でございますが、本年度は２億９，３６７万円、前年

度に比べ２，１３７万７，０００円、７．９％の増となっております。 

 なお、用地費につきましては、別途公社用先といたしまして１億２，３５０万円の計

上をお願いしております。 

 道路整備につきましては、住民に密着した生活道路として、また斑鳩の景観にふさわ

しい道として、ゆとりと潤いのある道路整備に努めているところであります。本年度に
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おきましても、道路５カ年計画として１２年度完成の３路線を除く１０路線につきまし

て、引き続き整備に取り組むとともに、主要幹線であります６メートル計画道路につき

ましても進めることといたしております。 

 また、前年度予算の一部を本年度に繰り越しさせていただいております町道２６９号

線の三井五ケ村池線、町道４０７号線の三代川堤防線及び竜田西３丁目地内の土地開発

公社開発地道路につきましては、事業効果の早期発現を図ることとして進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、１３１ページでございます。第３目、橋りょう維持費でございますが、本年度

は７２万７，０００円、前年度に比べ６３万３，０００円、４６．５％の減となってお 

ります｡道路管理とあわせて､橋梁につきましても維持管理費の必要性から、町道４３８ 

号線にかかります橋梁の高欄取りかえ等の補修を行うものでございます。 

 続きまして、１３２ページでございます。第３項、河川費、第１目、河川総務費でご

ざいますが、本年度は４５５万円、前年度に比べ１２９万３，０００円、２２．１％の

減となっております。主なものといたしましては、地域におきまして河川清掃を実施し

ていただきました土砂等の処理について、適切に対応するための経費でございます。 

 次に､第２目､河川改良費でございますが、本年度は４００万円、前年度に比べ７００ 

万円、６３．６％の減となっております。浸水の防止と内水排除のための水路改修に係

る経費でございます。 

 次に、第３目、治水対策費でございますが、本年度は５，３４２万４，０００円、前

月に比べ８１０万３，０００円、１７．９％の増となっております。１１年度から貯留

浸透事業の新規箇所として進めております瓦塚池の整備につきまして、平成１４年度完

成に向け、昨年度に引き続き整備することにいたしております。 

 続きまして、１３４ページでございます。第４項、都市計画費、第１目、都市計画総

務費でございますが、本年度は３億９６３万３，０００円、前年度に比べ９，２８２万

２，０００円、４２．８％の増となっております。これは主に都市計画道路法隆寺線整

備事業に係ります用地取得及び補償費の増によるものでありますが、町公社による先行

取得の精算もあわせて行うことといたしております。また､ 当事業につきまして、前年

度予算の一部を本事業に繰り越しさせいただいております。 

 次に、いかるがパークウェイ事業についてでございます。平成１１年度から小吉田地

区におけるモデル区間の用地買収が始まりましたが、平成１２年度末までにはほぼ終了
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すると聞いております。また、発掘調査や地質調査も行われており、事業といたしまし

て着々と進んでいるところでございます。本年度の事業といたしましては、発掘調査の

結果によるところではございますが、当区間の実施設計に係ります地元協議等を経て、

工事にかかる予定であると聞いております。なお、施工時期といたしましては、秋ごろ

にはと要望しているところでございます。 

 続きまして、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業についてでございます。一昨年度から地元に

おいて、いろいろと調整をお願いしてきております。残念ながら、いまだ進展を見るこ

とができておりませんが、新家土地区画整理事業とＪＲ法隆寺駅南口周辺整備事業を一

体的に行っていくという基本方針のもとに本年度も引き続き事業の進展が図れるよう努

めてまいりたいと考えております。 

 服部地区区画整備事業につきましては、本年５月に予定されております、いわゆる線

引きの見直しの告示により市街化区域に編入されるのを待って、農住組合法によります

組合が設立されまして、平成１５年度誕生に向け事業が着手されることとなっておりま

す。 

 また、まちづくり､ 道づくりについて、町民の方々とともに考える機会といたしまし

て、昨年１１月に実施いたしました斑鳩フォーラム２０００におきまして、こういった

場は１回きりではなく、今後も開催すべきであるとのご意見をいただく中で、本年度も

開催すべく、所要額を計上させていただいております。 

 続きまして、１３６ページでございます。第２目、公共下水道費でございますが、特

別会計への繰出金でございますので、その詳細につきましては、特別会計で説明させて

いただきます。 

 次に、第３目の都市下水道費でございますが、本年度は５９０万円、前年度に比べ、

３１８万９，０００円、１１７．６％、約２倍となっております。内訳といたしまして

は、浸水対策等工事費といたしまして４２０万円、都市下水道の機能の維持管理費とい

たしまして１７０万円を計上させていただいております。 

 続きまして、第４目の公園費でございますが、本年度は１，１３９万５，０００円、

前年度に比べ２，５７８万８，０００円、６９．３％の減となっております。これは平

成８年度から進めてまいりました大和川第１緑地整備事業が完了をいたしましたことか

ら、これに係ります工事請負費及び設計委託料の減によるものでございます。 

 本年度から緑地及び公園の保全や整備等の将来に向けての計画として、緑の基本計画
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の策定作業に入ることといたしております。本年度はこれに係ります現況調査及び分析

作業を予定しております。 

 また、児童公園の維持管理委託料といたしましては、各公園の草刈り業務や清掃業務

の委託等を計上いたしておりますが、住民の方々に安心してご利用いただけるように、

職員による定期的な各公園施設の点検パトロールなど安全管理に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、１３７ページの一番下にありますが、第５目、都市計画審議会費でございます

。これは都市計画審議会費の運営費といたしまして、委員報酬等９６万２，０００円を

計上いたしております。 

 続きまして、１３８ページでございます。第６目、開発指導調整費でございますが、

町開発指導要綱に基づきまして、関係諸法令との調整を行いながら、よりよいまちづく

りのための指導及び助言となりますよう努めてまいりたいと考えております。 

 また、昨年度まで単独で目立てしておりました土地利用規制等対策費につきましては

、この開発指導調整費に統合いたしまして、より機能的な予算執行を図ることといたし

ております。これらの事務経費といたしまして５３万５，０００円を計上いたしており

ます。前年度とほぼ同額となっております。 

 次に､第７目､景観保全対策事業費でございますが、本年度は６，０６８万６，０００ 

円、前年度に比べ４，１７０万円、２１９．６％の増、約３倍の予算となっております。 

主なものといたしましては、法隆寺周辺地区におきます歴史的地区環境整備街路事業に

つきまして、本年度から工事着手予定していることから、この所要額として５，５５０

万円計上させていただいております。また、当事業につきまして、昨年度予算の内、電

線類の地中化に係ります設計委託料、本年度に５００万円繰り越しさせていただいてお

ります。 

 また、従来からより豊かな景観を形成を図るため取り組んでおります花いっぱい運動

でございますが、町外からも開花状況ついてのお問い合わせも多く、好評を博している

ところでございます。本年度も引き続き三塔周辺５地区の皆様のご協力を得ながら実施

してまいりたいと考えております。 

 続きまして、１４０ページでございます。第５項、住宅費、第１目、住宅管理費でご 

ざいますが、本年度は４５９万８，０００円、前年度に比べ１０１万６，０００円、                                                                                    

２８．４％の増となっております。興留団地の老朽化した空き家住宅について解体を進
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めるなど適切な維持管理に努めていくことといたしております。 

 次に、１４１ペ－ジでございます。第２目、住宅整備費でございますが、本年度は                                                                                  

２，２５４万円、前年度に比べ１，９５４万円、６５１％の増となっております。町営

住宅の整備についてでありますが、地質調査及び建築実施設計業務等を進めることとい

たしております。また、前年度予算の一部を本年度に繰り越しのお願いいたしておりま

す土地開発基金所有の第２浄水場跡地の土地購入及び建物解体工事を実施することとい

たしております。 

 以上で第７款、土木費の説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願い

申し上げます。 

○森河委員長 第７款の土木費についての説明が終わりました。 

 これに対する質疑をお受けいたします。 

 予算に関する説明書の１２７ページから１４１ページまででございます。 

 各委員さんのご協力いただいておりますが、時間延長ということで約２０時まで延長

するということで、委員さんの皆さんよろしくお願いいたします。 

 質疑お受けいたします。里川さん。 

○里川委員 そうしましたら、そんなにたくさんはないんです。 

 予算書の１３５ページ、この都市計画関係では、１２年度でもフォーラムなどを開催

したりはしていただいたとは思うんです。１３年度でもこのフォーラム開催事業という

ことで上がっているわけなんですけど、このフォーラムというのはどういう考え方をす

ればいいのか教えていただけますか。 

 それから、１３９ページに緑の基本計画策定事前調査業務委託料として予算が上がっ

てるわけなんですけれども、この予算案の概要のところを見させていただくと、緑の基

本計画の策定のところには内部調査検討作業と書かれているわけなんです。それで私が

こっち見たときの印象と、この調査業務委託料と書かれているのとでは、ちょっと私自

身疑問を感じているわけなんです。合点がいかないんです。概要に書かれている分と、

こっちの予算書の分とどういうふうに理解させていただいたらいいのかということを、

教えていただきたいと思います。とりあえずその２点をお願いします。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 それではフォーラムの開催についての考え方でございます。昨年開 

催させていただきまして、好評いただきまして、再度という声もいただきました。本年
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度、現在小吉田地区でも発掘が進められまして、地元ともその公道についていろいろ協

議をしていく段階に来ております。そうしたことで、そういう内容も含めた形で、いろ

いろ住民の方に知っていただくという場を設定させていただきたいなと。そういう中で 

フォーラムということで、またそういうトークをしていくということも考えております。 

 そして緑の基本計画でございます。内部調査検討ということでございますけれども、

まず斑鳩町の実態がどうであるか、そういうことについて、調査をさせていただくと。

それについて内部で検討も行いまして、きちっとした基本計画をつくっていきたいと考

えております。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 とりあえず、そしたら事前調査的な形で委託をしておいて、そしてその調査 

に基づいて、今度は内部で調査検討を進めていくと考えて、そしてその内部での調査検

討作業については、これは公園緑地という関係でいえば、都市整備課の方が責任所管と

いう形でもって、全く都市整備課の方でやってしまおうという考え方なのか。それとも

一定関係のある機関からも集まって、そういう検討委員会的なものを庁舎内でやってい

こうというのか、その辺はどういうような構想になるんでしょうか。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 まず、現況調査等を行いまして、それをもとに当然観光産業課と関 

係する課とも調整を行いながら、一つの基本計画書にまとめていくということで、今の

考えでは３カ年ということでございます。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 松村委員さん。 

○松村委員 今のところからいきます。７番の今出てました景観保全対策事業費、清水部 

長が言われたと思うんですけれども、非常に滑らかで早いんでついていけないんです。

ここのところで、電線の地中化５００万円と言われたように思いましたが、そうふうに

言われましたか。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 委員の仰せのとおり５００万円ということで、１２年度の予算で歴 

史街道の方で事業をやっておるんですけど、地下埋設について、関電、ＮＴＴと協議す

る中で、今年度中に答えが出せませんでしたので、来年に引き続きその電線の地中化に

繰り越しさせていただいて、１３年度になるわけですけど、それをやっていきたいとい
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うことでございます。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 これは場所はどこ。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 今回歴道事業ということで、西里地区で今進めさせていただいてお 

ります。１３年度で一部工事に着手をさせていただく予定をいたしておりますけれども

、電線の地中化もその路線上で行う予定をいたしておりまして、その地中化については

、１４、１５ぐらいの事業にかかってくる分でございまして、なかなか電線の地中化に

つきましては難しいとこらへんもございますんで、関電とＮＴＴと十分調整をした形で

設計をしていくということにいたしております。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 確認ですが西里地区についてですね。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 １３８ページ、花いっぱい推進事業の三塔周辺５地区としてありましたので 

、面積を大体でいいんですけども、地区と面積と花の種類とを教えていただきたい。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 面積的には全体の面積になってくるんですけれども、２万から２万 

５，０００平米で考えています。地区的には岡本、三井、東里、西里、幸前この５地域

で考えております。ある程度道路から見て景観的な要素があるというところら辺でお願

いはしているんですけども、なかなか田んぼの耕作とのかかわりもございまして、その

調整は一部難しさも出ているところはあるんですけども、お願いしていっているという

状況です。 

 花の種類については、今現在はコスモスだけということです。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 三井、岡本、西里と、わからなかったんですけども、早口やったから。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 場所ですけども、岡本地区、東里地区、西里地区、三井地区、幸前 

地区、この５カ所でお願いしております。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 それから、先ほど大和川水質汚濁自治体が流域のとおっしゃていたんですが 
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、またこちらに大和川清流ルネッサンス、団体が違うと思うんですが、ちょっとその性

格というか、内容を教えていただけませんか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 これにつきましては清流を戻そうということで、各そういった地方公共団 

体が集まって、そういった形での協議会ということの関係でございます。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 やはり先ほどの組織と同じようなものなんですか。民間は入らないんですか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 これについては運動等につきましては、各町民の皆さん等が参加していた 

だく場合もございますけども、これについては組織としては地方公共団体が組織となっ

ております。 

○森河委員長 審議途中ですけども、１５分まで暫時休憩します。 

         （午後 ４時５８分 休憩） 

 

           （午後 ５時１５分 再開） 

○森河委員長 再開いたします。 

 質疑をお受けいたします。 

 松村委員さん。 

○松村委員 １２９ページの道路維持費で５，９０４万円、これはいろんなものが入って 

いるんでしょうが、国道２５号のものは入っておりますんですか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 ご質問されている国道２５号の維持管理ということなんですけども、これ 

は所管は国土交通省になっておりまして、その管理者は国土交通省ですので、そちらの

方で全部されてます。この中で予算の計上しているのは、斑鳩町の範囲の中での町道管

理等に係るものでございます。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 そうすると維持費ですから、国土交通省所管でない道路の整備とか、ちょっ 

とした改修とか、そういうのは全部ここへ入っておるという理解でいいんでしょうか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 先ほども言いましたように、国道なり、また県道もございます、町内には 
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。そういった関係につきましては、そういった関連につきましては、それぞれの所管で

管理されているという形です。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 それでは国道と県道関係は除くと、そういうことですか。 

 ２目の道路新設改良費を見ますと、１７節のところですが、公有財産購入費、具体的

な場所があるんですか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 この新設改良の中の、１７節の公有財産購入費でありますけども、これに 

つきましては、斑鳩町が抱えております道路５カ年新設改良事業というのがございます。 

また６メートル計画道路というのがございます。そういった中での計画路線に該当する

部分であります。この５カ年計画といいますのは、平成１１年度からの５カ年というこ

とで現在１３路線を決めまして、その中の事業の関係の公有財産購入費という形で来年 

度につきましては、１億３，７００万円という予算の計上をさせていただいております。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 そうしますと、１３本の道路を対象にしてということですか。その１３本と 

いうのは新しい道路なんですか、あるいは既にある道路ですか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 この新設改良の５カ年につきましては、既設の道路の拡幅、また新たにつ 

ける道路改良という形なので、双方が入っているという形でございます。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 これは今でなくていいんですが見せてもらえるんですか。一般道路について 

は。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 これについては、各委員の方にもお渡ししてるかと思いますけども、なけ 

れば再度資料をお渡しさせていただきます、後日。 

○松村委員 そうですか。いただいてますか。配られてたんですね。これは別途後で。 

 それから１３４ページの都市計画費のところで、パークウェイ、私どもはバイパスと

呼んでおりますが、のことを言われたと思うんですが、このように言われたと思ったん

ですけども正しいでしょうか。 

 パークウェイについては１２年度末に買収はほぼ終わると。発掘調査をやっておると
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。発掘調査についてはやっておると言ってたか、次は発掘調査ですと言われたか、ちょ

っとわからないです。それから、これから実施設計について、施工時期については、秋

ごろには初めてほしいと要望してと言われたと聞きましたが、そういうことでよろしい

でしょうか。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 発掘調査については行われており、今現在３月末までということで 

実施されております。それ以外には今委員がおっしゃったことにつきましては、そのと

おりでございます。 

○松村委員 そうすると施工時期は秋ごろということは、実際にこれは４００メートルの 

ことですね。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 そうでございます。秋ごろといいますのは、稲刈り等がございます 

ので、それの終了後ということでございます。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 それでは、従来言っておられたのは、本年度内に買収は終わって、発掘調査 

というか、埋蔵文化財の調査も終わる予定だと以前から聞いておったと思うんですが、

半年ぐらいちょっとおくれているということですね。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 用地買収につきましては、ほぼ終わりということは……。 

○松村委員 予定どおり。 

○清水都市建設部長 予定どおりでございます。一部事務処理的といいますか、そのとき 

は道路の問題があって、その手続等が残っているということでございます。それで用地

買収としてはほぼ終わりということで。それと秋ごろと、半年というのか、その工事に

つきましては、先ほど申し上げました現地の地域の事情によりまして、農業されておら

れますので、そういった期間は除いてするということでございます。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 ４００メートルの区間について何種類かのサンプルを町民に見せるというこ 

とで、かねがね言っておられるんですが、これはサンプルと言いましても、道路の基本

的なところ、実際に車が走る。車線のところと歩道のところと植樹帯と、その広さを、

特に車が走るところの車道の広さ自身を変えるということは、私は難しいように思うん
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ですが、したがって、その１００メートルずつやるとして４種類とすれば、主として植

樹帯と歩道のそれぞれの広さ、どれだけ植樹帯の広さをとるか、歩道をどれだけとるか

という幅と、植樹の種類といいますか、木の植え方、それぐらいのものについて４種類

つくって見てもらうというふうに思っておるんですが、大体そういうイメージで正しい

でしょうか。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 今、委員さんのおっしゃっておられますように、住宅が建っている 

ところについては、やっぱり住宅について影響等を考えた中での歩道整備をどうすれば

いいか、また農地の中での歩道形態をどうするべきか、そういうようなことについて検

討をいたしまして、一つの案というもの提示して地元の方と協議して進めると。先ほど

言われた樹種、木の種類によっても、この木についてはやっぱり農地の中では不都合が

あるとか、いろいろご意見を伺って木の選定もしていきたいと考えています。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 そうしますと、そういうのを実際何種類かつくって、見てもらうということ 

ですが、それはやっぱりすごいことになるなと。２２メートルといったらやっぱりすご

いなと。こういうところに植樹帯をいろいろ変えてみても、つくるのはちょっと問題だ

なという意見が仮に出てきましたら、撤回をされるということはあり得るんですか。そ

れはあり得ないと考えておられるのですか。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 道路そのものについては、都市計画決定されている道路でありまし 

て、それの歩道形態なり、地元の方に受け入れてもらいやすい道路形態にしていこうい

うことでいろいろ見ていただいたらどうかということで、国土交通省の方でも考えてい

ただいているということでございますんで、こんな道路要らないということにはならな

いと思っております。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 なるかならないかはやってみないとわからないと思うんです。このことを言 

っておきたいと思います。 

 それから道路というのは、この道路はどういう道路かなというときに我々が考えるの

は、幅であるとか、木であるとかももちろん重要な要素ですが、最も大きな要素は車は

どれだけ走るかという、開通して。それによって道路のイメージというのが決まると思
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うのですが。これはごく一部をつくって、一部をつなぐだけですから、でき上がったと

きの交通量とは全然違うのは当然だと思うのです。その辺がこのやり方の、これは今や

国土交通省さんにいうことかもしれませんが、このやり方で意見を聞いて、それでスト

ップなりゴーなりというのは、道路についてはちょっとまずいやり方という気がいたし

ますが、そういう考えは間違っていますか。 

○森河委員長 松村さん。審査の中で、予算の関係上でございますので、松村委員さんも 

ここまでの内容は、都市基盤特別委員会の委員さんでもございますので、そのときにき

ょうおっしゃられたことを審査していただいたら結構かと思います。内容のところまで

はいかなくて、要点だけを言っていただきましたらと思いますので、ご了承よろしくお

願いいたします。 

○松村委員 もう終わります。今の点はいかがでしょうか。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 国土交通省の方でもモデル区間の設定についていろいろ考えていた 

だいたと思います。国道から、また県道からということになって、そういう道路ができ

たことによって、車が進入してくるということになったときに、中の方で車が多くなっ

てくるということにもなりましょうし、そういったことで、小吉田とか稲葉とか、そう

いうところについては、挟あいな町道部分があると、行き違いができないというような

ことで、その行き違いをスムーズにできるように、それの北側の部分で道路整備をして

いこうということで考えてもらったということでございますので、やり方がまずいとは

思っておりません。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 それは藤本課長の推測でありますが、別の事態が起こるかもしれませんと私 

は思います。 

 それから、内容にはあんまり入るなということで、もう一つだけ言っておきたいのは

、反対している住民、あるいは反対して自治会として手続を経ている地域の人がいます

ので、この前言いましたように六つありますので、そういうところがどういう反応をす

るか。そういうところに対して、行政としてどういうことをこれからやっていかれるか

。もうこれ以上話す必要なしということで突き放されるのか。もう一回話し合いたいと

言っていくかと。最初は断るかもしらんですが、そうは言っても、そんなにかたくなこ

とばっかり言う人の集まりではありませんので、迂回路について話し合うこともできる
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と思うんです。その辺をぜひ町としても、もうあいつらは相手にせんということではな

くて、やっぱり玄関をたたいていただきたいと思います。 

 こういうふうに予算で出ますと、私はそういうことを強く思います。住民本位のいろ

んな知恵があると思います。そう言われればそうだなという国土交通省の方に聞いても 

らえるようなアイデアも出るかもしれません。その辺をぜひお願いしたいと思います。 

○森河委員長 要望ですね。 

○松村委員 要望、それに対する感想を聞かせていただきたい。 

○森河委員長 清水部長。 

○清水都市建設部長 ただいま委員がおっしゃいましたように、我々としては、国もそう 

でございますが、モデル区間をつくって住民の理解を得るとともに、また反対されてる

方々にも、より一層の理解を得るということが、大きな喜びでございます。 

 そういった意味で、我々としてはお話が復活できるように、以前特別委員会でもほか

の委員の方がおっしゃってましたですが、もっと積極的にそういった場を設けられるよ

うに行動しなさいということでございました。そういった意味で、国とも協議はもちろ

んのことですけれども、そういった地域にできる限りそういった場を持つための対応は

していきたいと考えておりまして、わかっていただけるかどうかわからないところはご

ざいますけども、そういったことには最善の努力はしていきたいと思っております。 

○森河委員長 松村委員さん。 

○松村委員 ありがとうございます。そういう姿勢でぜひお願いしたいと思います。 

 私も議員になった以上、今までの住民のその意向だけで行くというのはできないと思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。要望して終わります。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 里川さん。 

○里川委員 あともう２点だけ教えていただきたいんですが、予算書の１３０ページの法 

定外公共物譲与申請事務委託料ということで、こういうことになって、町の方もこうい

うふうに予算をつけていかなければならなくなっているんですけれども、ただしこれに

ついては、地方分権の中で進んできたことですが、これは里道なり水路といった、これ

は国水だと思うんですけれども、これらが全く町での責任においてということになって

くるんだろうと思うんですが、そういうふうに変化したときのメリットやデメリットに

ついては、町の方ではどういうふうにお考えになっているのかという、私も余りこうい
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うことには強くないので、ちょっとどういうふうに考えておられるのか聞いておきたい

なと思うんです。 

 それと１３７ページにあります公園費の中で、清掃業務などいろいろあると思うんで

す。この中には多分、上宮公園などのものも入っているのかなと思うんですけれども。

以前からいろいろ上宮公園の方、ちょっと夜に集まってきはってごみが多いとか、いろ

んな問題もありましたけれども、清掃業務などをやっていただく中で、最近の状況はど

うなっているのか、その点もあわせてひとつお聞きしておきたいと思います。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 この法定外公共物につきましては、１２年度から１７年３月末までに、こ 

の手続をしなければならないということになっています。これにつきましては、いろい

ろ県なり、また国の指導によって今現在、その状況なりをしております。 

 メリットとデメリットということなんですけども、今まででしたらこれは国の財産と

いうことでありますので、斑鳩町の感覚としては近畿財務局の方が管轄しておると。つ

けがえする場合については、必ず無償でなしに有償で払い下げといったことで、大変手

続的にも難しかったということでございます。今度市町村に移譲されますと、この物件

につきましては市町村のものとなって、その後地域の状況によって、それは用途廃止さ

れるとか、またそういった場合には市町村売却ですね、その費用については市町村の収

入になってくるという感じのものがあります。 

 それとあわせて、この譲与を受けることによって、そういった機能に関してもそうで

すし、後の維持管理等も町村にかかってくることもあるんですけども、それは今までで

したら、共有等は必要だったものが、町村での判断によって最大限の尊重はされるとい

うことは大きなメリットかなと思います。 

 予算で本年度計上させていただいておりますけども、譲与を受けますと即その後維持

管理費がかかってくるということがございます。そうなりますと、その位置の関係とか

、そういった今までに明示とかされてる分が、機関委任事務で今までは県でされており

ました。そういった書類の整理等も含めまして、いろんなまだまだ難しい問題が山積し

ておると思うんですけども、そういったことを含めて、本年度からその整理に当たって

いきたいということが、その費用を計上しておる金額であります。それは本年度だけの

事業ですから、今年度は全部その費用でできるというものではないと。まだ下準備等も

ございますし、そういったことで今後していく中で、分割してある程度資料して、それ
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を最終的には機械的な管理ということができるような形で持っていきたいないうふうに

考えております。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 上宮公園の維持の関係でございますけれども、最近際立った形で落 

書きとか、そういうことについては聞いておりません。この上宮公園の維持について、

園内の清掃については２時間程度１５０日ぐらい行っておりまして、それとまたトイレ

については、１時間ぐらいですけど、２４０日ぐらい行っておりますんで、そのときに

いろいろ状況を見ていただいて報告も願っておりまして、もし何かあればすぐ対応する

ということにいたしております。 

○森河委員長 里川委員さん。 

○里川委員 多分気をつけていただいていると思うんですけれども、今までいろんなこと 

があったりしてましたので、ごみなんかも一緒ですけど、きれいにしてあったら汚しに

くいとかいろんな点あると思うんで、維持の方、またご苦労をかけると思うんですけど

、ぜひ努力していただきたいと思います。 

 水路とか里道の問題なんですけれども、非常に課長から丁寧に説明していただきまし

たのでよくわかりました。今後は町としての責任的なものは重くなってくると思うんで

すけれども、その辺につきましても、より住民本位の運営ができるようになるのではな 

いかという期待も持てますので、またそちらの方も努力していただきたいと思います。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 小野委員さん。 

○小野委員 今の里川委員の質問でもう少し聞かせていただきたいんです。法定外公共物 

譲与申請に関してですが、私は以前、昔した経緯もありますので。 

 この委託を、どのような業者に委託されようと考えておられるのか、まず聞かせてい

ただきたいのと。 

 それと先ほどの里川委員への答弁の中で、今後水路の改修をする場合に、今まででし

たら、地元の水利組合の事業としての６０％の補助金ということで、水路の改修工事な

んかを行ってこられたと思うんです。国有財産ということで。だけどこの譲与申請が全

部終われば町有地なんですね。地元の水利組合さんにそれだけの負担をお願いできるの

かなと、ちょっと素朴な疑問がわいてきたんです。以前はそういうことを全然考えてい

なかったんですが、そういうふうなことも踏まえてどのようにお考えなのか。 



 

115 

 また今度里道については、町道ということで、全て現在でしたら建設課で明示を確定

していかなければならない。そういうことになってきますので、今の人員では、これも

一般質問のときに私は心配しているということを申し上げてきましたが、次年度からこ

のように事務委託もされて、そして受け入れる体制を整えていく段にも、やはり今のメ

ンバーではちょっと少ないんじゃないかなと考えています。 

 そのような点、どのように考えておられるのかお聞かせ願いたいと思います。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 まず今現在、水路なり、里道につきましては、地域の方で機能管理、水利 

組合なり、また自治会なりしていただいているという状況でございます。そういったこ

とについて、本年度予算化をお願いしておるんですけども、その中でやはり調査として

、我々としては公の関係の機関なりの調査もありますし、また地域へ入っての確認調査

も必要になってこようと思います。そういったことも含めて、本年度からその整理を行

っていきたいということがあります。 

 その中で職員の人員関係ということがあるんですけども、これは業者の方へ委託をし

ていこうということを基本に考えています。それがあくまで、公の機関なりの調査が主

になっていかないと、まず基本的な調査をしていかないといけないということがござい

ますんで、そういったことを含めて行っていきたいということでありますので、職員関

係については、その中でのそういった受けてからのことについては、まだまだちょっと

今のところはどういう形で町が管理していくのかということもありますけども、そうい

ったことも最終含めた中で、このあと残りの期間の中で、そういったこともまとめてい

かなければならないし、今現時点では、そこまでの形のことについては、まだ考えてお

りません。ですけども、質問者が申されているように、管理上の問題がきますので、そ

ういったことも含めて、この中で考えていきたいなと思っております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 どのような業者に委託されるのか。それは入札にかけられるのか、随意契約 

なのか、それらについてどのように考えておられるのか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 担当といたしましては、一つは最終でき上がる形としては、書類だけでや 

ればあとの町担当として管理するのなかなか難しいと。範囲も斑鳩町全域というぐあい

になってきます。ですから、それをあくまで機械化に持っていこうとすれば、そういっ
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た資料として、最初からそういう形での業務調査をしていかなければならないというこ

とがありますので、これにつきましては我々としては、そういった専門業者の方に委託

をしていこうということで考えております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 専門業者というのはいてないんですよ、残念ながら。こういう法定外公共物 

譲与申請という手続は、専門業者というのは多分いてないです。全国的にも初めてやる

ことですから。 

 だから各自治体はいろんな業種の方が、この譲与申請をするにつけて、いろんな方が

いろんなやり方、いろんなどういうことをやっていかないけないかという形でまずやっ

たと。だから、いきなり譲与申請事務委託料ということで、今予算を組んでおられるの

で、私としてはそういうことは全部精査されて、どういう業種の人、またいろんな業種

でも入札にかけるんか、そういうことがもう終わってるんかと思ったんですが、その専

門の業種を具体的に何なんですか。測量コンサルなのか、行政書士のそういう方なのか

、申請ということに関しての事務をやってる中に、税理士なのか、弁護士なのか、どう

いう業種と考えておられるんですか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 業種としては、一応我々はコンサル業者いうんですか、そういった形で考 

えております。 

○森河委員長 小野委員。 

○小野委員 ということは、コンサル業者でしたら入札をしていかれると、そのように考 

えていてよろしいですか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 基本的に入札という形で考えております。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 先ほどから課長の答弁では、私は全く失礼な言い方かもしれませんが、この 

譲与申請の内容というのは、把握されてないんじゃないかと。その仕事自体の内容もは

っきりいって、これは課長だけじゃないと思います。いろんなこのことに携わっていく

者は、まだどういう申請をしたらいいのか、どういう調査をしたらいいのか、どういう

ことによって、この譲与を受けられるのか、まだマニュアルはいろんなところから来て

いると思います。それも、これが正解やというのはないんです。それらの研究をまださ
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れていないと思いますし、私はそのコンサルにそういうことも、コンサルは当然自分ら

の仕事だということで営業に歩いていることは事実だと思うんです。それが確実にでき

るか、できないかいうのはまだ未定だと私は考えています。 

 だからそれらについて、もう少し先ほどの述べさせていただいたとおり、登記業務と

測量業務の履き違いというんですか、重なりのことでの認識が少し不足していたように

思うことで、やはり経費的高なっているということも考えられますので、そこは十分必

要なことを、ほかの自治体、またそれらを先進的に研究しているところへ問い合わせを

されてから、先ほどおっしゃたような、この１年だけじゃないというのは当然そうだと

思うんです。それの研究重ねるのもいいと思います。それを申し上げておきます。 

 それから急ぐ中で、先ほども触れましたが、登記業務について昨年奈良市で監査請求

がありました。近隣の三郷町でも監査請求、不正契約があったとかというのがありまし

たけど、それらの結果についてどういうふうに承知されておりますか。監査事務局の方

でも結構ですが、お願いします。 

 そしたら、奈良市の登記業務に対しての随意契約とか、三郷町での登記業務での随意

契約に監査請求されたということはご存じですか、職員の方。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 今ご質問いただいておる奈良市の監査請求の関係については、最終の中で 

の資料をいただいております。また先ほど言われました三郷町の関係についても、資料

としていただいておりますが、これについても双方ともにその規格をされているという

のが実態です。 

 以上です。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 同じ行政をあずかっておられる方で、そういうことでちゃんと資料としてお 

持ちということで安心しております。 

 次に、１３２ページの負担金補助及び交付金、河川総務費の予算なんですけれども、

この中で難しい問題じゃないんです。説明の中で蛾瀬井堰という字と、それからの参考

資料の１６ページの峨瀬井堰と、先日の一般質問でも同僚の議員が話されたのもこれか

なと思うんですが、これはどちらでもいいんですかね、虫へんであろうが、山へんであ

ろうが。それはどうなんですかね。 

○森河委員長 植村部長。 
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○植村総務部長 正式には山へんでございますんで、これは間違いでございます。ご訂正 

よろしくお願い申し上げます。申しわけございません。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 ということは、どこかにこの管理組合の名前とかがきちっと登録されておる 

んですか。住民登録のように、山へんできちっと書いてあって、こういう問題が発生す

るのかなと。私らも今までから虫へんで書いてあったところがあったように、例えばＰ

ＴＡのところ蛾瀬ネオポリスという地区名を、一緒に書いたような記憶もあるし、山へ

んにしてたんかなという余りこだわらなかったと思いますが、固有名であってどこか登

録してますの。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 今の部長の方から答弁があったんですけども、これにつきましては管理組 

合の規定がございます。ですから、それについて再度確認させていただきますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 １３８ページの開発指導調整費、その中で１９節に郡山土木事務所管内建                                                                          

築・開発行政連絡会負担金、私が先ほど農業委員会のことでいろいろ話をしました。そ

の中でも、この都市整備課の担当の方でも、このように連絡会をされていると思うんで

す。郡山土木といういろんな連絡を密にされていると思いますので、先ほど農業委員会

のことで話させてもらった。やはり建物、違法建築というものについては、連絡を密に

して、いろいろ助成していっていただきたいと思いますが、この建築・開発行政連絡会

というのは、どのようなことをお話されているのか、問題があった場合にされているの

か、ちょっと教えてもらいたい。 

○森河委員長 藤本課長。 

○藤本都市整備課長 この開発に関係する協議会については、郡も担当者として会議を持 

っておりまして、今回の場合だったら、既存宅地制度の改正とか、都市計画法の改正と

か、いろいろそういう問題が生じてきております。そうした改正内容についての研修会

とか、そういうことについて郡山土木管内の各首長、そうしてまた郡で協議をさせてい

ただいていると。今後、今ご指摘の事項等についての取り扱いについても、そういう場

で議論していきたいと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 
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○小野委員 最後に１４１ページの住宅整備費のうちの公営住宅建設実施設計委託料なん 

ですが、これの委託方法、コンペではないと思いますし、設計委託料の入札をされるの

ですか、随意契約なんですが、その辺はどうなんですか。 

○森河委員長 堤課長。 

○堤建設課長 委託料の入札か随契かということなんですけども、これは入札という形で 

考えております。 

 それと先ほどの蛾瀬井堰の管理組合の規定につきましては、管理規定の中では虫へん

を使っておりますので報告させていただきます。 

○森河委員長 ほかにございませんか。 

 松村委員さん。 

○松村委員 一言だけ大事なことなのですが。 

 私は先ほどのように言いましたが、現在の路線のバイパスには反対しております。そ

れから、きょうの資料で補足したいのは、景観保全対策事業、景観と緑を大事にすると

いう見出しだと思いますが、その哲学とバイパスをそこへ通すという哲学とは、相矛盾

していると思っています。それだけをつけ加えておきます。 

○森河委員長 ほかにございませんか。  ないようでございますので、これをもって第 

 ７款、土木費に対する質疑を終結いたします。 

 次に第８款、消防費についての審査に入りたいと思います。 

 理事者の説明を求めます。 

  植村総務部長。 

○植村総務部長 それでは第８款の消防費につきましてご説明申し上げます。 

 予算書の１４２ページをごらんいただきたいと思います。初めに第１目の常備消防費

についてでございますが、西和消防組合経費の負担といたしまして、前年度とほぼ同額

の２億７，２３３万９，０００円を計上いたしております。 

 次に、第２目の非常備消防費についてでございますが、日ごろから町民の安心と安全

、生命、財産を守っていただいている消防団の活動等に要します経費と、地域において

初期消火活動における消防力の充実を目指し、自主防災組織の育成を図るための経費を

主としておりまして２，２４３万２，０００円を計上いたしております。 

 次に、１４４ページをお願いいたします。第３目の消防施設費でございます。消防                                                                                  

施設、消火栓や消防コミュニティセンターの維持管理に要する経費といたしまして                                                                                    
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１，００３万３，０００円を計上いたしております。 

 次、第４目の水防費でございます。これにつきましては、水防警戒に要します経費と

いたしまして１６万５，０００円を計上いたしております。 

 次に１４５ページに移ります。第５目の災害対策費についてであります。本年度は                                                                                  

３３３万３，０００円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして１，４６７

万２，０００円、８１．５％の減となっております。まず災害用の備蓄についてであり

ますが、人口の１割を避難者として想定をする中、年次計画に基づきまして本年度は食

料１，０００食、毛布１００枚を追加で備蓄してまいりたいと考えております。 

 また、平成９年度から３カ年間実施してまいりました小学校区別防災訓練、また前年

度は町内全域を対象といたしました総合防災訓練を、本年度は郡総合防災訓練といたし

まして位置づけいたしまして、効率的な連携強化と地域住民の防災意識の高揚を図って

まいりたいと考えております。また、災害等による非常緊急時に住民への情報伝達手段

として整備を図ってまいりました音声遠隔制御システムの制御卓上盤の整備、携帯用町

防災無線機の増設の経費といたしまして２６０万円を計上いたしております。 

 次に、第６目でございます。消防第２分団詰所建設事業費についてでございます。安

全で快適なまちづくりに向け、法隆寺地域の消防・防災活動の拠点にふさわしい施設と 

いたしまして､消防第２分団詰所の移転整備に取り組むため､その整備事業費８，８００ 

万円を計上いたしております。 

 以上、第８款の消防費についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の方お

願い申し上げます。 

○森河委員長 第８款、消防費についての説明が終わりました。 

 それに対する質疑をお受けいたします。予算に関する説明書の１４２ページから                                                                                  

１４６ページまでです。質疑のある方はどうぞ。 

 里川委員さん。 

○里川委員 予算書１４５ページの消防第２分団詰所建設事業費のところにかかわって、 

確認をさせていただきたいと思うんです。今までの契約と今度、定期借地つきという形

の契約になるというふうに聞き及んでいるところなんですけれども、契約の形態という

んですか、その以前の契約と今回の契約とでは新たに取り決めが変わってくるのであろ

うかなと思うんですが、一般的な場合の定借の契約というのは私も知っているんですけ

れども、そうすると一定の保証金なども差し出したりとか、また第三者が入ったりする
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ような形で、１対１だけで契約をしていないというような状況があったりとか、いろい

ろ個人がする場合はいろいろあるんですけども、行政が定借をする場合のこの契約の形

態というんですか、私は全くそれがわからないので、それをちょっと教えていただけた

らと思うんですが。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 土地の賃貸借契約でございます。町といたしましても、この長期間にわ 

たります土地賃貸借契約につきましては初めてなもので、私どもも土地賃貸借契約書と

いう形で弁護士さんにご相談申し上げまして、土地賃貸借契約書というものを用地の借

地につきまして締結していきたいと思っております。 

 ただ、先ほど申されました保証金の関係、こういったものについては今回の場合には

含んでおりません。保証金はなし。それから三者の契約になるのかということですけど

も、当事者と役場との二者契約というふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 今の課長の揚げ足を取るような質問になってしまうかもわかりませんけど、 

今度賃貸借契約書を作成するのが初めてというような言い方なんですが、ということは

、今までそういう賃貸借でしてるものはないのかなというふうに素朴に思いましたんで

すけど、ちょっとそれはどうなんかな。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 このように長期に、賃貸借契約書、５０年というように考えております 

。それで長期にわたる契約ということで、例がないということを申し上げましたんで、

短期的には多々いろいろあると思っております。 

○森河委員長 小野委員。 

○小野委員 ということは、今まであの場所については駐車場用地として、これも６６万 

円という賃貸借ですね、使用貸借じゃないから、契約はなかったと考えてよろしいです

か。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 それにつきましては、前にも申し上げましたように、農地に一時転用の 

中でお借りしているということで契約書は結んでおります。そういった中で、たしか３

年間の規定の中でやってたと思いますけども、そういった中で契約等をいたしておりま
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す。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 それはどちらにしても、農地の賃貸借じゃなくて、賃貸借契約で駐車場に使 

うというような形であったんだと思います。 

 今回のは弁護士さんに相談されて、そこまでして賃貸借契約を結ばなくてはならない

というのが、私はちょっと腑に落ちないんですが、先日の一般質問で同僚議員が質問さ

れた中で、内容的にはいろいろわかっております。このことで私は少し説明をしていた

だきたい。ほかの視点からの説明をしていただきたいと思うんですが、この場所が、３

月３１日まで供用していく参道西駐車場ということで、そこへ建設されるということに

ついて、まず参道西を閉鎖するについての、町のいつそういうぐあいに閉鎖を内部で検

討されて、決定されて、委員会とかに報告していただいたのかと。それと並行して、こ

の第２分団詰所の建てかえ、どこから文書でどういう形で要望があって、また昨年の６

月には、きょう傍聴においでの浅井議員がそういう要望、一般質問して、これは資料が

あります。これ以外でいつの総務常任委員会でそういうことを提案されたのか。また内

部的にいつ協議されたのか。それと賃貸借の契約について、地主との交渉はいつどのよ

うな形でどちらが言ってなったのか。この契約については、３月３１日までは有効だっ

たと思いますので、それらをちょっと控えさせていただきたいので、ゆっくりと言って

もらいたいと思います。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 消防第２分団の移転の経緯でございます。 

 まず消防団の方から、１分団の消防コミュニティセンター整備後に、３分団、１分団

と消防団の方で整備をしてまいりましたので、次は２分団の整備かなという流れの中で

、平成８年以降年末警戒におきまして、町長、議員さんに消防団が要望をされていたよ

うに聞いております。またその際には、やはり場所は法隆寺の門前がふさわしいという

ことで、そういう要望もあわせてあったように聞いております。 

 それから、その後町としても用地の確保に努力するかたわら、消防団におきましても

、地元であるということで用地の確保の協力もお願いしてきた、また情報の提供もお願

いしてきた経緯がございます。 

 それから、先ほど質問者が申されますように、平成１２年６月議会で、２分団の整備

について一般質問がなされました。その中で、今後担当常任委員会や消防団とも、十分
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な意見を賜りながら検討していく旨の答弁したところでございます。 

 また、同じく平成１２年６月の消防運営委員会におきましても、消防団第２分団の整

備について意見が出され、この中で早急に法隆寺参道付近で場所の選定を行い、建築を

していきたいという理事者側の答弁をしております。 

 それから、参道西駐車場の廃止につきましては、平成１２年９月の決算審査特別委員

会で、そういう質問が出てまいりまして、参道西駐車場を廃止する方向で考えていきた

いという理事者側の答弁がありました。それを受けまして、現在参道西側駐車場の所有

者に対しまして、もし廃止するとすれば、来年度第２分団の詰所として場所の用地の提

供、基本的には購入を考えて、町の方が話に行ったところでございます。これが１０月

ごろであったと思います。 

 それから、二、三回事務所の方にお話をする中で、やっぱり売ることはだめだと、今

西参道駐車場として貸しているけども、貸すのであれば考えてみようということのお返

事をいただき、そして借りるのであれば、どのぐらいの費用が適切なのかということの

検討する中で、再度交渉に行った経緯がございます。 

 そして１１月ごろには、一定の先ほど来から申しております定期借地権つきの近隣の

住宅の賃貸価格を参考に、所有者の方にある程度のご了解を得てきたところでございま

す。それを受けまして、平成１２年１１月２４日の総務常任委員会におきまして、消防

第２分団詰所を、法隆寺西参道駐車場の跡地に建てていきたいという意向を述べたとこ

ろでございます。その際には土地は借地で年額税金を含んでですけども、２７０万円程

度となる旨もご報告をさせていただいたところでございます。 

 その際に委員さんからは方針としては理解できると。ただ具体的な施設整備に当たっ

ては、法隆寺周辺地区整備事業計画との兼ね合いに十分配慮しながら対応をしていただ

きたいという旨のご意見も出されたところでございます。 

 次に、平成１２年１１月２８日の建設水道委員会で、参道西側駐車場の廃止に伴い、

２分団詰所を予定している旨の報告がされたと聞いております。その際地代については

賃貸で２７０万円である旨も報告されたと聞いております。 

 それから、次に平成１２年１２月１３日の建設水道委員会で、委員から参道西側駐車

場の閉鎖は慎重にしていただきたいという意見が出されたと聞いております。それに対

しまして、現２分団の詰所につきましては、民家と隣接していて苦情もある。また消防

団から前々からの要望もある。また消防団員の士気の関係等を考慮して、参道西側駐車 
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場の跡地に移転整備するのが、一番よいという理事者側の答弁をいたしております。 

 次に、平成１２年１２月１５日の消防運営委員会を開催いたしております。この場に

おきましては、総務常任委員会の委員さん方と消防団本団７名の役員さんが一緒になっ

てこの運営委員会を行っておりますが、この中で消防団第２分団詰所移転についての経

過と移転場所、そして基本的な移転方針について説明をさせていただいております。こ

の場におきましても委員から地元消防団の意見も十分反映させるようにという要望もさ

れたところでございます。 

 次に、ことしになりまして、２月１９日の建設水道委員会におきまして、委員から駐

車場廃止後の跡地利用についての質問がされ、歴史的街路整備事業の基点としてふさわ

しい整備、そういったことを踏まえながら全体計画を進めているものの理事者側の答弁

を行っております。またその中でも借地は避け買収すべきであり、借地と購入でどちら

が得か、また用地の大きさについては広すぎるのではないかという意見が出されたと聞

いております。 

 そしてその明くる日の２月２０日総務常任委員会で、第２分団移転建築概要及び平面

図等を資料として委員会に提出し、ご意見を賜ったところでございます。 

 それから、せんだっての３月６日の議員さんの一般質問で、この第２分団の整備計画

について借地面積、分団としての必要面積、必要駐車場面積、借地契約期間と料金、な

ぜ購入しないのか、急を要すると思えないが待てないのかという質問に対して、一定の

答弁をさせていただいたところでございます。 

 以上が今日までの経緯でございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 詳細にわたり説明していただいてありがとうございます。二、三ちょっと聞 

きとれてなくて、また変な質問になるかもわかりませんが、要は１分団が消防コミュニ

ィセンターに移転した。その後、平成８年に、そういった年末警戒なんかで激励という

んですか、お邪魔しているときにいろいろ消防団員の方から、口頭で要望があったと。

１分団がきれいになったんやから、２分団もというような話だったと思うんですが、そ

したら、私は１分団に所属していましたんで、旧の詰所というのはいろんな意味で内容

を知っています。確かに夜警に行ったときにものすごい入団当初の消防団員としてはひ

がんでいたんですよ。その２分団とか、前の３分団の詰所なんかが立派で、当時から見

て。私が消防団に入った時分には、１分団はそれらに比べれば、隣の花が赤いとかとい
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うんじゃなくて、格段の差があった。例えば、畳の枚数といったら半分ぐらいしかない

んです。それで土間があって、寒いときにみんなそこにいてるんですよ。当然なんでこ

んな２分団や３分団は、畳の部屋も持って暖かいストーブもあるしということで、当然

言いますわね。そしたら、先輩の人がこれは水防のときの用意もあるんだと。ぬれて帰

ったとき、畳の部屋ばっかりやったらどうするんやということで納得したんですよ。だ

からまことに申しわけないんだけど、詰所というのはそこでずっと待機しているところ

ではないんです。そこで着がえたり何やかんやする休憩する場所なんです。だから何も

畳の、今度は手狭やとかいうような話もありますねんけど、そういうことはさておいて

、そしたら前の１分団の詰所は何年に建って、その今消防コミセンは何年８年ぐらいに

向こうへ移動できた。何年間あそこにあったんかちょっとわかりますか。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 １分団の方ですね、今手元に資料がございませんので、後ほどお答えし 

たいと思います。ご了承いただきますようにお願いいたします。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 いや、もういいです。 

 まず消防団の詰所で、１分団がああいうぐあいに消防コミセンという形でなったから

、３分団が安堵王寺斑鳩線ですか、その用地の方でのということで、今のところに引っ

越したと。そういうので、２分団もというのはこれはわかるんです、意味は。だけど今

そしたら何でこの前の同僚議員が一般質問されておる中の通告書の中に、財政難のとき

第２分団にお願いしてきたんやから、もう少し待っていただけないのかと。そういう話

はやっぱりどうしてもできないんですか。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 待っていただけないかというよりも、やっぱり６月議会でも一般質問されて 

ますように、ずっと消防団を務めてこられた中で、やっぱり私の願いとしては第２分団

を早く移転をしてやってほしいということをご要望されています。ただ第２分団を見ま

すと、いつも年末警戒でも、あるいはそういう何かあるときに行きますと、隣の民家の

応接間が見えるということで、それは大分回りの方に、いろいろと怒られているという

言い方は語弊がありますけども、かなり問題が、まだ残っているという感じがあります

。ある意味で快くなかなかその方が対応してくれない。いろいろな関係で町としてもお

願いするわけです。 
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 そういうことを踏まえました中で、あの階段も考えますと、非常に急な階段でありま

す。年末水をまいたら周りが凍結してすべってしまうと、そういうこともございますし

、やっぱりそういう事を踏まえた中で、待ってくれということをやっぱり言えればそれ

が一番いいですけども、みんなが少なくともボランティア的な気持ちで、みんなの生命

財産を守ってやろうという気概の中で、私はそれにおこたえするべきであろうというこ

とで、私としてはそういう気持ちでいます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そしたらその隣接の方の家は何年に建築されたんですか。たしか消防の詰所 

ができて、その後だと思うんですよ。あそこへ建築されたのは。そのように思うんです

が、そういう隣接の方からの苦情もいつごろから、どれぐらいの範囲で、どういうぐあ

いに、町へとか消防団へあったんですか。 

 それと私はあそこにずっと詰所があるということはいいことではないということはわ

かるんです。トイレもないから。最近だと思うんですよ、簡易トイレをあそこ置いたと

思います。確かに昔は１分団のトイレかてもう難儀するようなところで、いろいろ夜警

で行っている場合、私らは確かに難儀したんは事実です。だけど、隣接の民家が言われ

るということで、はよ出やならんということもわかっています。ただ、先ほど西本課長

から説明していただいた中で、私は建設委員会に所属していますので、建設委員会での

流れというのはつかんでいます。私の認識では、決算特別委員会は知らなかったし、ど

ういう質問の中で廃止する方向で考えていくことをいただいたのか、これはちょっと資

料に載っていないので、また後で議事録を見ておきますが、その質問はどのような意味

で質問されたのか。どのような質問内容だったのか、今手持ちだったらちょっと教えて

ほしい。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 私の記憶では、その質問された方は参道西駐車場がシーズン通してそんなに 

車も入っておらない。そういう状況で今後進めていくのかというふうな質問であったと 

思います。それの答弁としては、１３年度は廃止したいという答弁をしたと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 町長の違っている。議事録、だれか持ってないんですか。後でそれは聞きま 

す。それで十分調べます。 

 それで、たしか私の記憶では、９月決算特別委員会の後、建設水道常任委員会で、私
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が委員長を務めてますので、町営駐車場特別会計の補正予算を上程したときに、説明後

委員さんから何ら質問はなかった。それで審議を終結集結して終わろうとしたときに、

町長がこの参道西駐車場を廃止する傾向ですのでということで、私は初めて聞いたんで

す、そのときに。決算委員会を傍聴してなかったから、わからなかったのは悪いんです

が、初めて聞いたんです。 

 それについても、すぐにその日に私は助役室に行ったんです。そしたらちょうど助役

室に、助役と総務部長がおられて、あそこを廃止して何か町長考えておらるんのか聞い

たら、はっきり申し上げて助役とも打ち合わせはしておられなかったみたいです。その

中で第２分団の建てかえも、町長の頭の中にはあるんじゃないかなというようなことは

聞かしていただきました。 

 その足で今度は清水部長のところへ行きました。担当の部長ですので、その廃止につ

いて部長は何か聞いていたのか。何も聞いていない。そのような状態で、そのときにも

言ったんですよ、あそこを廃止するということと、その後の分団の詰所を建てるという

ことは、今までの賃貸契約の中で聞かせていただいたのは、建物とか構造物、構造物と

いっても経費節減のために人件費を節減するために、自動の遮断機みたいなのを、あれ

らを設置したら人件費も助かるから、結果的に１１年度の決算では、あの駐車場は４０

万円ほどの赤字出てたらしいんですよ。そしたら、そういうものに変えていけば、それ

もクリアできるんと違いますかという議員さんからもそういうの出たら、建物そういう

物すら建てることは賃貸借契約にうたってないと、だからできないんだと、そういうこ

とだったんです。 

 それが、１０月ごろ地主さんところに行かれたと。これは１１月ごろに地主のところ

へ廃止するということで行かれたのか、あそこへ建てさせていただきたいということで

行かれたのか。この担当者は名前は結構ですが、都市建設部の者なのか、総務部の者な

のかどちらの方が、１０月ごろ地主に初めてあの物件を変更したいということをお願い

に行かれたのですか。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 総務の私が担当課長と一緒に参りました。先ほどの決算委員会の関係で 

ございますけども、これにつきまして私が持っております議事録の写しでございますけ

ども、９月１２日でございます。委員さんからの質問の中で、ちょっと朗読させていた

だきますが、「年々ピーク時に比べて少なくなっている中で、例えば法隆寺観光自動車 
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駐車場のそばにある参道西観光自動車駐車場、あるいは三井の駐車場ということの中で、 

今後やはりずっと少なくなっても維持していこうとされるのか。それとも民間が駐車場

をやっていく中では、例えば参道西駐車場はもう閉鎖するとか、そういうような形での

検討をされていくのかどうか。考え方があったらちょっと教えていただきたいと思いま 

す。」という質問に対しまして、町長の方から「今定期的に参道西の関係等については、

市の許可の関係等整理をしておりますけれども､実質１日二､三台で人件費が６，０００ 

円ほどかかるということになれば、そういう問題等考えますと廃止の方向に考えていき

たい。あの場所等についてはまた所有者と話し合う中で、一つの何らかの方策を考えて

まいりたいということで、廃止の方向に進めていきたいと思っています。」という答弁

をされています。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 今その中には、その廃止ということを決算委員会でおっしゃっているという 

ことでしたら、それまでの建設水道常務委員会で、歴道のことについてもなぜあの位置

が参道西駐車場だと。そういうことであれが基点となって、藤ノ木にへと行かれる。そ

ういうもので廃止という言葉が、そうして安易に出るということに対して、私はおかし

いと思います。片方の常任委員会では、１３年度から始めていきます歴道の整備、それ

の出発点、そこから散策していただこうと。藤ノ木という立派な遺跡があって、これを

整備していく上で、その出発点はどこなのか。参道西駐車場だと、そのように明確に建

設水道常備委員会では、その前の、一回議事録を調べてみてもいいと思いますけど、そ

れまではそういう答弁しておられるんですよ。その１カ月も２カ月もしないうちに、そ

れを廃止するんだと、決算委員会やいうことでそんなことの話をされるというのはどう

いうことなんですか。そんな思いつきだけで、行政やっておられるんですか。 

 今のその質問者は、三井についても、どういう考えやということを聞いておられるん

です。三井についてはいろいろな理由もつけておられるんです。参道西についても、当

然私は建設水道常任委員会で、その歴道の整備について、いろいろこれから計画してい

ると。公園用地も買うということで、みんなそれを了承してきているんです。それの出

発点、基地やということを建設水道常任委員会ではっきりと明言していて、その９月の

決算委員会と考えてみたら、少なくとも６月議会では、そこを出発点とするということ

で言うてるはずですよ。そんな大事なことを欠落させて、そしてどんどん違う総務常任

委員会で、消防団のためやと当たり前の話をそうして進めておられるということには、
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私は憤りを感じておるんですよ。 

 そしたら仮に、参道西駐車場が廃止できなかったら、どないしようと思ってたんです

か。そしたら、これらの件については、私はもう全く思いつきでこういうことをしてお

られるということで、今年度のいつものそうですやんか。１２年６月議会で同僚議員が

質問されている中で、同僚議員は財政の苦しい中大変申しわけないんですけどと言って

質問されている。また、一定答弁があった後、町の財政も苦しい中お願いしますと言う

ている。議員さんも、そしてみんな苦しいということは認識しているんですよ。 

 そしたらこの第２分団の詰所が立派なものができたら、住民はどういう見方すると思

ってはりますの。当然予算の大前提で、安定な財政運営が行えるよう住民生活の視点に

立った予算となるように、そういうことです。分団の方に対して、物すごく住民からの

見方が変わるんじゃないかなと、それを心配しているんですよ。何で絶対にこれが今実

行されたら、ほかの住民から２分団って物すごく財政がいいねんなと言われるのはもう

必至ですよ。 

 やっぱり一般質問でされた合併浄化槽の件、これなんか全くあと４年待っていただけ

れば、この費用は要らないんです。それらのことがあって、私は予算のことですから、

別に予算を組むことに対しては、私は２分団のために予算を組んでおるということは別

に異存はないです。ただ、それを執行するにつけての、先ほどの話も同じことですが、

執行するにつけては慎重にいっていただきたいと言っておきます。 

 そして１４５ページの実施設計委託料ということで２８２万円を委託料ということで

されておりますが、先日の２月２０日の総務委員会に、平面図とかきれいな、それを総

務委員会に提出されました。私１９日にできたらあるんやったらほしいけどというよう

な委員長からのお願いをしたんですが、やはりそれは総務委員会に対して失礼だという

気持ちがあったので、後でいいわと。総務委員会が終わった後、資料として私も見てび

っくりしたんです。そのときに初めて気がついたんです。合併浄化槽、トイレの大きい

。それが先ほど西本課長さんがおっしゃった歴道とか、そういうようなことに関連して

の、建設水道常任委員会からの要望だと、やはりそれを基地にしているんです。だけど

、この一般質問の中で３３台の駐車場、それは団員が３３名おられるから３３台要るの

かどうかしらないけど、緊急性がある人らの車置き場所、もし観光客がそこへとめてい

たらどうするんですか。それと、とめられないから、出口を防ぐような形で消防自動車

で出てしもうて、そしたら観光客が帰ってきたら出られない。そんな事態が想定される
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んですよ。私は基本的には、消防コミセンのああいう複合施設はよくないということは

、あれができた時点でも一般質問でもしました。消防の詰所というのは、緊急性がある

んです。消防署の前にそういう集合できるようなものがあったらどうするんですか。全 

くこの計画というのは、思いつきで何を考えているのかということで理解できません。 

 そのことで、この実施設計委託料という、今から実施設計されるんですか。もうでき

ているですかどちらなんですか。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 まだ実施設計の方はできておりません。この予算が通りまして、新年度 

になりますと、すぐ実施設計の業者の入札を行い、この実施設計に取りかかる予定でご

ざいます。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 そしたら、２月２０日に総務委員会で提出されたあのきれいな図面、あれは 

あの経費はどこから出されたんですか。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 この経費につきましては無料でございます。費用はかかっておりません。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 費用がかかっていないというのは、職員さんでかかれたり、設計されてかか 

れたと理解してよろしんですか。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 これにつきましてはこの図面をかいていただく方に協力いただいたとい 

うふうにご理解いただきたいと思います。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 奉仕していただいたと。業者ですね。その人にかいていただいたと。全くの 

無料だということは、ただより安いものはないんですよ。そのことだけは言うておきま

す。この第２分団詰所建てかえ費用については、そういうことで終わっておきます。 

 それともう１点。１４５ページの工事請負費、音声遠隔制御システム卓上板増設工事

、これは俗に有線のことだと思うんですが、それでよろしいんですか。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 音声サイレン遠隔装置のことでございます。 

○森河委員長 小野委員さん。 
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○小野委員 昨年の７月６日でしたか、富雄川溢水災害で一番住民にとって意味がわから 

なかったいうて、苦情が来て、私も一般質問しました。同僚も議員もたくさん質問しま

した。そのサイレンが何やったかわからんかったと。これは災害対策には私は余り効果

はない、むしろ邪魔なもんやと考えております。 

 そういう意味で９月議会で、私はＦＭの河合町、上牧町、それから王寺町が契約して

いるそれらはどうですかということで質問したと思うんです。そのときは検討しておく

ということでしたが、今回それらは多分組んでおられないと思うんですが、わずかな費

用ですということも言うてました。それらについてどのような検討をされて予算に組ん

でおられなかったのか。やっぱり財政が苦しかったか、教えてください。 

○森河委員長 植村部長。 

○植村総務部長 この関係につきましては、広域圏の中で、既に１００万円の中で金を出 

しておられたということでございます。そういった分の見直しをする中で、今回各１町

２０万円という積算で１００万円を１４０万円という形の中で、業務をしていこうとい

うような方向で進んでおります。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 広域圏の７町で、一括で契約するということがあると理解したらよろしいん 

ですか。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 これは私が広域圏の会長のときにご依頼を受けて、私自身も斑鳩町で１００ 

万円という契約をさせていただいたわけでございます。その中でいろいろと費用が足ら

んというご要望等が出てまいりまして、その中で広域の７ケ町、今河合町長ですけども

、１００万円という中で、一応１町２０万円ということで、もうこれでお願いできない

かということで、おっしゃってご了解を得たということです。 

 小野委員おっしゃっている関係の形は、北 の３町につきましては、王寺も領域の中 

に加わってますから、河合、上牧は一応させていただくと、生駒郡の関係等については、 

それに加わらないということで来ておりますので、そこらの関係等を、郡の関係もござ

いますが、一応今の状況では、将来的に私はやっぱり奈良テレビと一緒ですけども、や 

っぱり債券を出している市町村が協力をしていくのだったら将来的には。それを毎年                                                                                    

１４０万円ずっといったら、かなり大きな関係になってまいりますから、その辺のとこ

ろをもう一遍整理をしていかなければならないと、一応広域圏の中でことしは２０万円
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という形で組ましていただいていますけども、やっぱりその辺の整理をしていかんと、

メディアという関係等についてそれがいいのか、悪いのかということを考えなかったら

、ニュースソースがあって放送するわけですから、ただ私はその費用が足らんというの

は、スポンサー、広告代がいろいろな問題が出てきている。私ども広域がスポンサーに

なっているのかということになってまいりますから、それがずっここのまま続くという

のがいいのか悪いのか、これもやっぱり情報公開等関係も出てこようかと思いますから

、弁護士とも相談申し上げんと、私が会長のときにそういうことを創設してしまって、

こういうのはどうかと思いますけれども、とりあえず平成１３年度は１４０万円と一町

２０万円ということで予算を組ましていただいてます。 

 その中で小野委員ご指摘の関係については上牧、河合、王寺については、こういう関

係については参加しておりますけれども、生駒郡、我々としては西和消防の関係もござ

いますし、そういうことを踏まえる中で、今もそのような参加をしないということで、

今現在こういう状況でさせていただいているということです。 

○森河委員長 小野委員。 

○小野委員 ちょっとこれはもう後で結構ですけど、たしかいろんな金額の差、緊急放送 

をかけるにつけて、営業にきていた分に２種類あったと思うんです。ちょっと今記憶し

ていないから。それを７町が入るから、広域圏で１００万円ぐらいに値切っていただい

たんやったら、それだけの範囲がクリアできてあるんやったら、それにこしたことはな

いと思うし、そういうものが、広域圏の負担金か何かで２０万円予算を組んでおられる

のがあるということで、契約は４月１日からできるですか。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 当初からＦＭ西大和が開設されるときに私の方に来られて、何とかならない 

かということで、広域の７ケ町として、１００万円で契約をさしていただいた。そして

今また、予算的にもう少し考えてもらえないかということで、そしたら一応１３年度か

らは、一応２０万円ということで、広域圏協議会の中の予算の中で、１４０万円を出し

ていこうと。あとの関係等については、王寺、上牧、河合はその緊急放送とか、あるい

は自分とこの番組等については放送する場合は自分のところの予算から出される。生駒

郡としてはそれは入らないということで、させていただいたということです。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 私はそういう緊急連絡ができる状態にしていただいているかどうか、してい 
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ただくんかということだけはわかったようです。 

 一般質問させてもろたときに、河合町、上牧、王寺が、こういう災害の緊急時のそう

いうことに、だから何か年度途中で、多分補助予算組んで契約をしたんだと。そういう

緊急連絡できるようなシステムというんですか、それらをＦＭ西大和としたということ

で、私は質問させていただいたんです。それから斑鳩町では、いろいろなこともありま

すので、検討していくという答弁は９月議会にいただいています。年度初めにまたそう

いうものを検討していただいて、予算に乗せてくるのかと思っていたら、町長から広域

圏で契約したんだと、その費用は１４０万円だったとか、費用がどうのこうのやなく、

契約、同じようなサービスを受けられる状態になるんですか。それだけ聞かしてくださ

い。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 それは王寺、上牧、河合とは別でございまして、それは恐らく便宜上はしな 

いと思います。 

 ただ私どもは、小野委員もおっしゃっているように、緊急事態にそういうものについ

ては、メディアが媒介するというのは、これはもう建前でございますから、私としては

生駒郡４町についてもそういう議論がありますから、やはりなぜお金を払わなければい

けないかという問題になってこようと。当然事が起こったことが、速やかに新聞社にも

事故があったら報告してくれと、一報くださいということによって、マスメディアとい

うのはなされていくわけですから、それらの事を考えていかなかったら、私どもの消防

団である西和消防も広域７町で２億七千何ぼというお金を出しながら運営をしているわ

けですから、当然西和消防、あるいは消防の関係もございますし、また斑鳩町としても

当然仮に防災時においても、必ず住民から通報がある。あるいは我々がどう速やかに行

うかということが、危機管理の問題等が問われている状況だと私は思っていますし、で

きたら放送がメディアを通じて媒介された。そしたらそれを我々としてはどうあるべき

かということを、当然もう報道は本部設置をして、当然対策にかかるということは当然

のことですから、その辺のところをいろいろ議論させていただいて、そういう中では生

駒郡４町としては参加してないということです。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 いろいろ１４０万円、１００万円、２０万円とかいろいろ数字言われたけど 

、結局河合、上牧がしているそういう契約はしなかったということで、検討したら要ら
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ないと、危機管理についても要らないと町長が考えられたということでよろしいんです

な。そういうことですね。 

○森河委員長 小城町長。 

○小城町長 私は危機管理は当然やるべきことであると。ただ要らないというよりも、そ 

ういうことの判断の中で、郡で議論をしたら生駒郡としては、一応参加をしない。当然

河合、上牧よりはちゃんと町として対応されていると。 

○森河委員長 小野委員さん。 

○小野委員 同じことばかり言っても、実質的には、それは要らないということですね。 

河合や上牧、それから王寺は補正予算まで組んで、それをしたんだと思うんですけど、

年度途中やから。推測で物を言うたらいかんのかもわからんけど、契約した時点が年度

初めやなかったいう事実が、去年の途中でしておられると。やはり敏感に、たかだか四

、五十万円、このように７，３７０万円まで借金して、消防詰所建てるのは、これは何

らいとわずに、みんなの住民のための、緊急の、そのことによって、もし災害が起きた

場合に助かっておられるかわからん。そういうものもさえ見ないという考えだと、私は

もう町長はそういう人だということで終わっておきます。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 災害対策で、もう一つ聞かせていただきたいんですが、防災会議の委員３名 

おられるということですけれども、定期的になさるのか、突発的に事故が起きたときに

ぱっと開かれるのか、その辺ちょっとわからないので、防災会議委員さんのお名前と定

期的に開かれるのかどうなのか。 

○森河委員長 西本課長。 

○西本総務課長 今現行防災会議の委員さんは定数１５名おられます。まず、上から役職 

名を申し上げていきます。まず、会長は斑鳩町長でございます。それからあと郡山土木 

事務所、それから郡山保健所、西和警察署  西和警察署は所長と地域課長お２人が参 

 画されていただいてます。それから斑鳩町の助役、斑鳩町の総務部長、住民生活部長、

都市建設部長、上下水道部長、教育長、そして西和消防組合、それから斑鳩町消防団団

長、それからＮＴＴ王寺営業所所長、そして関西電力王寺営業所の所長、以上１５名で

ございます。 

 ただ今回３月議会で、この防災会議の委員について、郵便局と総合援助協定を締結い

たしておりますので、郵便局の方についても、この委員に参画していただく旨の定数の
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改正をお願いしているところでございます。申し添えておきます。 

 そのうちの３名は消防団団長とＮＴＴ王寺営業所、関西電力王寺営業所、この３名の

方に報酬を払う予定でございます。あとの方につきましては、公務員でございますので

、重複給与となりますので報酬は計上いたしておりません。 

 それと防災会議につきまして定期的やっていくようになっております。 

○森河委員長 喜多委員さん。 

○喜多委員 年間に何回ですか。 

○西本総務課長 年１回はやる予定でございますけども、平成１０年の地域防災計画策定 

のときにやった後、まだ開いておりません。 

○森河委員長 ほかにございませんか。  ないようですので、これをもって第８款、消 

 防費に対する質疑を終結いたします。 

 １０分間休憩します。 

         （午後 ６時５４分 休憩） 

 

           （午後 ７時０４分 再開） 

○森河委員長 再開いたします。 

 第９款、教育費についての審査に入りたいと思います。 

 理事者の説明を受けます。 

  栗本教育長。 

○栗本教育長 教育費の方の説明をさせていただきます。 

 平成１３年度におけます施政について初日に述べられたところでございます。特に目

標を達成すべく教育行政の方針並びに予算の概要についてご説明を申し上げたいと思い

ます。 

 教育委員会におきましては、これまで日本国憲法、教育基本法、あるいは奈良県、ま

たは斑鳩町の教育方針に基づきまして、その目標の具体化に努めてまいったところでご

ざいます。幕があけました２１世紀の教育は、高度情報化、国際化、少子・高齢化等が

進展する中で、次世代の人間を育てるという大きな課題を背負っているところでござい

ます。そこでこれまで以上に、学校、家庭、地域社会が、それぞれの役割を果たしつつ

、手を携え力を合わせて、子どもたちの教育を進めていくことが大切だと思っていると

ころでございます。 
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 本町の教育におきましては、斑鳩町総合計画であります歴史と文化が暮らしの中に息

づく新斑鳩の里を基本理念に置きまして、斑鳩町の教育方針の精神に沿った教育を推進

していく上で、教育、文化、学術、スポーツの果たす役割は極めて大きいと考えており

ます。このことを自覚しながら、人間性豊かな町民の育成と町民の期待に応ずるべき努

力をしてまいりたいと考えております。 

 教育目標達成に当たりまして、各分野の方針の要点をいろいろ述べさせていただきた

いと思います。 

 まず第１に学校・園教育の充実でございます。新学習指導要領によりまして、平成                                                                                  

１２年度より幼稚園で実施し、小・中学校では１４年度より実施されますが、その中で

も一人一人の子どもたちが、ゆとりの中で発達段階に応じた基礎、基本を機軸として、

生きる力を育成することを基本的な視点として強調されております。その趣旨を具体化

するものとして、総合的な学習の時間が新設されているところでございます。 

 総合的な学習の時間では、国際理解、情報、環境、福祉、健康等に関する事項など複

数の教科等で身につけた知識や技能を、相互に関連づけながら学習を深め、総合的に働

かせる力を子供たちの興味や関心、または各学校の地域の実態に応じた学習に創意工夫

を生かした教育活動の展開が求められています。 

 １４年度からの実施に向けまして、斑鳩教育委員会の指導で各学校では、移行準備の

ため調査研究に取り組んでいます。特に東小学校では、平成１２年、１３年度県指定研

究校として実践を積み、その成果を参考にして、より充実した総合的な学習の時間とな

るよう指導してまいる考えでございます。 

 各学校では、新学習指導要領の内容の理解、あるいは認識については校内研修、郡教

育研修会等で研修を重ね、その実態地域の実情把握の中で、子供たちが楽しく学べ、生

きる力を育てることができる学校に、郡教育委員会としても支援してまいりたいと考え

ております。 

 次に、総合的な情報化の推進を図りますために、小・中学校におきましては、各教科

や総合的な学習の時間の学習に、コンピューターを活用し、情報活用の実践力など情報

化社会に対応した人材育成に努めてまいりたいと考えております。 

 また、学校における児童・生徒の問題行動の現状を見ますとき、不登校やいじめ等の

問題、また心の問題に適切に対応するために、本年度もスクールカウンセラー事業を町

単独で、また両中学校に心の教室相談員を、３小学校にふれあいフレンドをそれぞれ配
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置いたしまして、児童・生徒の心身ともに健全育成に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、人的な教育条件の整備といたしまして、直接の担い手であります教職員の資質

、力量の向上を図るとともに、教育活動を円滑に行うために、教科補充、障害児教育の

充実などに対応するため、定数外において町費講師の配置を行い、学校教育の充実を図

ってまいりたいと考えております。 

 次に、幼稚園教育についてでございますが、幼児を取り巻く状況の変化、また人間形

成の基礎であることから、保護者と地域のニーズの多様化等に対応するため、幼児教育

の専門施設であります幼稚園を中核に、家庭、地域社会における幼児の教育をも視野に

入れつつ、小学校との連携や保育園との連携を図りつつ、幼児教育の全体についての施

策を総合的に展開することが必要であることから、その実現に向けて取り組んでまいり

たいと考えています。 

 続きまして、第２に生涯学習体制の整備でございます。 

 成長型社会から成熟型社会への変化、物の豊かさから心の豊かさを求める社会に変わ

りつつある現代、生涯学習の推進は真の豊かさを住民の中に現実化していくためのもの

であり、すべての住民はみずから選択によって、いつでもどこでも必要に応じて学べる

条件づくりに努めていくことが大切であると考えています。まなびのまち斑鳩の実現に

向け、総合的体系的に推進するための諸施策の実現に努めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 まず、開館５年目を迎えました町立図書館でございますが、１日の平均利用者数が平

成１１年度は７２８人、１２年度は１２月末現在８７０人、また町内在住者の登録率も

４７％と、多くの方々に利用いただいているところでございます。今後も引き続き、図

書館運営の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 また、学習活動支援設立整備事業につきましては、補正予算の専決をさせていただき

、平成１２年度に機器の設備整理を行い、１３年度に情報通信技術講習会事業、いわゆ

るＩＴ講習会を開催いたします。年間５０回の講習会を開催いたしまして、１，０００

名の方々に受講していただき、情報時代の中でコンピューターを使い、より充実した社

会生活を送れるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、公民館活動についてでございますが、地域社会の形勢や生涯学習の基礎を学ん

でいくために、主催事業の積極的な開催、また自主的な学習活動の推進、援助をすると
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ともに、公民館教室等を開催いたしまして、学習機会の提供に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、人権教室の推進でございますが、人権教室のための国連１０年の斑鳩町行動計

画の策定について、今日まで行政全体の取り組みとしての幹事会の具体的なことを検討

して、ワーキンググループ、またその内容についてご意見をいただきます懇話会等を開

催いたしまして、その取りまとめを行っております。また年間を通して、人権教育研修

会の開催等、同和教育推進協議会、また同和教育啓発活動推進本部等との連携を図りな

がら、差別のないまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 

 次に、スポーツの振興でございます。町民のだれもがそれぞれの体力や年齢、技術、

興味、目的に応じまして、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことがで

きる生涯スポーツの推進に努めてまいりたいと考えております。そのため、スポーツ指

導者の養成、確保、スポーツ施設の充実、また住民のニーズに応じた情報の提供等の整

備を図るため、本町のスポーツ振興計画を策定することといたしております。この本年

度の作成に向けた調査、研究を行うことといたしております。 

 次に、青少年健全育成についてでございます。次代を担う青少年の育成は、本町にお

きましても極めて重要な課題であると認識しているところでございます。青少年が社会

とのかかわりを自覚しつつ、自立心を発揮し、みずから目標を設定し、その実現に向け

た活動を進めていくことができるよう、社会全体を挙げた取り組みが求められていると

ころであります。家庭、学校、幼稚園、青少年団体、地域等と連携し、青少年の健全育

成の取り組みを、青少年問題協議会、また生活安全協議会等とともに、その推進に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、国際性の豊かな人づくりの推進についてでありますが、国際化時代に対応でき

る教育を推進するために、ことしも学校教育や社会教育の場において、児童・生徒など

ヒアリング能力を高めるとともに、英語や異文化に対する興味、関心を高めるため、外

国青年招致事業を実施してまいりたいと考えております。また、平成７年から、毎年実

施してまいりました生徒の海外派遣事業につきましては、対象者や派遣先等、事業全体

を見直し検討するため、本年度は一時中止してまいりたいと考えております。 

 次に、文化財保護についてでございます。 

 懸案の藤ノ木古墳の公有化事業につきましては、史跡指定区域内の買収が完了したこ

とによりまして、本年度はその整備計画の見直しを行うこととしております。また、石
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室保護のための各種の調査も引き続き実施してまいりたいと考えております。 

 史跡中宮寺跡の追加指定につきましては、所有者の理解、協力をいただいた中で、国

、県との協議も整い、本年度史跡指定認可を受けるため、諸手続を今進めているところ

でございます。 

 また、学術調査として、駒塚古墳、調子丸古墳の調査につきまして、現在墳丘の範囲

を確認するための周辺調査を実施しているところでございます。なお、仏塚古墳の見学

者のための通路等の整備を考えておりまして、今後も文化財の保護に努めてまいりたい

と考えているところでございます。 

 それでは予算の概要についてご説明を申し上げます。 

 平成１３年度の教育予算は９億２，３９９万２，０００円を計上させていただきまし 

た。前年度と比較いたしますと、情報化の推進に伴い、小、中学校情報教育推進事業                                                                                    

３，０６５万９，０００円、社会教育費の情報通信技術講習推進事業１，００５万円、

地域福祉の充実に、中学校施設の階段手すりの取りつけ費及び中央公民館のいす式階段 

昇降費２６９万８，０００円、歴史、文化の保存といたしまして、仏塚古墳整備事業                                                                                    

１７０万円、生涯学習・スポーツ施設の充実といたしまして、天満グラウンド及びテニ

スコート等の改修費用９５０万円が増額となっております。藤ノ木古墳公有化用地や石

室保存修理の完了等による減額もありまして、差し引きいたしますと１億９，３４６万

５，０００円の減となっております。 

 それでは、教育総務費並びに学校関係に係る事項別明細の説明をいたします。 

 まず１４７ページ、第１目、教育委員会費でございますが、２００万６，０００円を

計上いたしました。前年度より１９万６，０００円の増でございます。増の主なものは

予算科目の組み替えでございまして、郡地教委連絡協議会負担金によるものでございま

す。 

 ２１世紀に向けた新しい地方教育行政を担う教育委員会の役割は、ますますその重要

性を増してきております。そのためより一層のその施策に創意工夫を凝らすとともに、

体質の改善や効率化についての努力を続け、住民の期待にこたえる教育行政を展開して

いくことが必要であると考えております。 

 そうした中で、教育委員会を月１回定例に開催したいと考えております。そのための

委員報酬１４６万６，０００円でございます。また委員みずからの資質の向上と、教育

委員会が一層の活性化を図るための必要な経費でございます。 
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 次に、第２目、事務局費でございますが、９，８８６万３，０００円を計上いたしま

した。前年度より５４５万４，０００円の増となっております。増の主なものは、小学

校事務員廃止に伴います事務局職員１人増による人件費でございます。 

  初めに報酬費でございますが、２５３万１，０００円を計上いたしました。学校教育

の充実振興を図るため、学校教育指導主事の配置を本年度も引き続き行いたいと考えて

おります。そのための経費でございます。 

 次に１４８ページでございます。賃金２，１４２万３，０００円を計上いたしました

。本来教員の配置はその配置期限によりまして、県教育委員会より配置されるものでご

ざいますが、どうしても不足する教科補充や障害児教育の充実、また同和教育推進並び

に学校図書館運営の充実などに町費負担講師を配置いたしまして、学校教育活動を円滑

に行うため、人的条件整備の費用を計上させていただきました。 

 またことしも子ども模擬議会の開催を考えておりまして、子供たちの自由な発想を伸

ばし、我が町への愛着を高めるとともに、地域社会の一員としての自覚を養うため開催

いたしたいと考えております。議場の使用も含めまして議会のご理解とご協力をお願い

申し上げます。 

 次に、１４９ページでございます。委託料２０９万５，０００円を計上いたしました

。教職員の定期健康診断及び成人病健診の実施し、健康管理や健康指導に要する費用が

主なものです。 

 次に、負担金補助及び交付金の１１０万１，０００円を計上でございます。中学校の

夜間学級開設設置の負担金でございます。 

 次に、第３目、私立学校振興費、８３０万円計上いたしております。私立幼稚園就園

奨励費補助金につきまして、来年度も引き続き実施し、保護者の負担軽減を図ってまい

りたいと考えております。 

 次に、第４目、外国青年招致事業費でございます。５４６万３，０００円を計上いた

しております。国際化時代の教育の推進を図るために、本年度も引き続き、外国青年招

致事業を実施してまいりたいと思います。また、毎週木曜日につきましては、幼稚園、

小学校にも派遣いたしまして、外国との文化に興味、関心を高めていただくように配置

し、実施してまいりたいと思います。 

 次に、第５目のスクールカウンセラー事業費でございます。４０１万１，０００円を

計上いたしました。今のいじめ、不登校といった問題は、極めて深刻かつ重大な教育課
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題であることから、本年度も引き続き臨床心理士、スクールカウンセラーとして配置を

してまいりたいと思っております。 

 そのほか、両中学校には心の教室相談員、また３小学校にはふれあいフレンドを配置

いたしまして、子供たちの悩みや心のゆとりについて気軽に相談に乗っていただいて、

そして適切な対応ができるように実施してまいります。この相談指導員等の賃金を計上

させていただいております。 

 それから、生徒海外派遣事業につきましては、先ほど当初に申し上げましたように、

本年度は検討期間ということで、１３年度は中止をすることといたしております。 

 次に１５２ページでございます。小学校費についてでございますが、１目の学校管理

費、１億２，８６４万３，０００円を計上いたしております。前年度より８８４万円の

減となっております。減の主なものにつきましては、用務員、給食調理員の減による人

件費関係でございます。 

 需用費につきましては３，３４３万３，０００円を計上いたしました。３小学校にお

きます学校管理上、ぜひ必要な事務用品、学校管理消耗品及び光熱水費が主なものでご

ざいます。 

 次に１５３ページでございます。委託料、７５１万１，０００円計上いたしておりま

す。警備保障の委託、消火器設備等の点検委託料及び学校用務員が１人が、平成１２年

度末をもって退職することから欠員を生じますので、それの補充のため業務委託を行う

ことといたしておるところでございます。 

 次に、工事請負費でございますが、５２０万円を計上いたしております。西小学校の

体育館の床の補修、東小学校のプールの補修、また各小学校のトイレの傷みが目立って

きたことから、より快適な教育環境の充実を図るために改修を予定しております。 

 次に１５４ページでございます。負担金補助及び交付金１２３万９，０００円を計上

いたしております。教職員は幅広い人間性、教科、教職に必要とされる実践的指導の基

盤を確実に取得されることが重要でありますことから、より深い学識を備えた専門職と

しての資質の向上を図るための教職員研修費用として６９万１，０００円を計上いたし

ました。人権教育の推進は学校教育の重要な柱であります。教職員の研修は必要不可欠

なものであると考えておりますので、その研修費用４５万８，０００円を計上いたしま

す。 

 次に、教育振興費についてでございますが、２，６２２万４，０００円を計上いたし
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ております。前年度より８０１万３，０００円の減となってございます。その減の主な

ものは小学校情報教育の推進に伴うコンピューター教室整備の完了に伴いますものでご

ざいます。 

 初めに、需用費４７４万６，０００円を計上いたしました。これは教材や教科用消耗

品の購入、また教材の修繕に要する経費であります。 

 次に、使用料及び賃借料でございますが、１，０８６万８，０００円を計上いたしま

した。主なものはコンピューター機器のリース料でございます。 

 次に１５５ページ、備品購入費６４万５，０００円、これは教科用備品や障害児教育

の充実を図るための必要な備品購入でございます。 

 負担金補助及び交付金につきましては、２０８万９，０００円を計上いたしました。

昨年度に引き続き文化活動、クラブ活動等に補助助成を行うとともに、平成１４度より

実施される学習指導要領に新設されました総合的な学習の時間の学習の内容や、指導方

法の研究のために助成を行うことといたしております。 

 次に扶助費７４０万９，０００円を計上いたしました。義務教育の円滑な充実を図る

ために、経済的理由によって就学困難な児童の保護者に対しまして、今年度も就学援助

を実施してまいりたいと考えております。 

 次に第３目、保健体育費でございます。３，１８１万７，０００円を計上いたしてお

ります。前年度より２４３万２，０００円の増となっておりまして、増の主なものにつ 

きましては、給食調理員の欠員補充のための臨時職員２名等に係る賃金でございます。 

 まず、賃金では６４３万円を計上いたしました。これは先ほども申し上げました給食

調理員の欠員補充のための臨時職員６人に要する賃金でございます。 

 報償費の３１８万６，０００円を計上いたしました。これは学校医及びの学校薬剤師

の委嘱に伴う費用でございます。 

 次に１５６ページ、工事請負費５００万円を計上いたしております。斑鳩東小学校の

プールの水槽に腐食が発生し、漏水が生じましたために、プール全体をシート防水によ

りまして補修をするものでございます。 

 負担金補助及び交付金でございますが、６５８万９，０００円を計上いたしておりま

す。学校給食の振興充実を図ることを目的として、給食に対します補助を行い、保護者

の負担軽減を行う給食補助金が主なものでございます。 

 次に１５７ページでございます。中学校について説明させていただきます。第１目、 
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学校管理費７，８８３万８，０００円を計上いたしております。前年度より５８９万                                                                                    

７，０００円の減となっております。減の主なものにつきましては、職員数の減による

人件費関係でございます。この費目は中学校費におきまして、小学校費と同様、中学校

における学校管理運営上必要な費用でございます。 

 賃金につきましては、６２４万５，０００円を計上いたしました。本年度も両中学校

の学校用務員２人、また職員２人について臨時職員を雇用いたしまして、それに当たっ

てまいりたいという形であります。 

 次に１５８ページ、工事請負費でございます。９６０万円を計上いたしております。

両中学校のトイレの改修工事、斑鳩中学校の浄化槽の改修工事、南中学校の給食棟屋根 

塗装工事、階段手すり設置工事等を行う学校環境の整備を行うことといたしております。 

 １５９ページ、第２目、教育振興費でございます。３，３６９万８，０００円を計上

いたしました。１，８５７万８，０００円の増となっております。増の主なものにつき

ましては、パソコン教室のパソコンの更新に係る費用でございます。 

 次に、使用料及び賃借料でございます。１，７７１万３，０００円を計上いたしてお

ります。先ほどもご説明申し上げましたパソコン教室のパソコンの更新によりますリー

ス料に係る費用が主なものでございます。また、インターネット等を通じて、情報教育

を推進するための整備を行うものでございます。 

 次に１６０ページ、負担金補助及び交付金でございます。３７６万８，０００円を計

上いたしました。クラブ活動時間外指導助成金を廃止いたしました。また学習指導要領 

の改定に伴う総合的な学習の新設に伴い、小学校同様に助成金を計上いたしております。 

 第３目、保健体育費でございます。１，６００万８，０００円を計上いたしました。

３０７万６，０００円の増となっております。学校給食に係るものが主なものでござい

ます。 

 初めに、賃金３７８万８，０００円を計上いたしました。給食調理員４人の欠員補充

と、臨時職員を補充するための費用でございます。 

 報償費１６５万２，０００円につきましては、小学校と同様、学校医の委嘱に伴うも

のでございます。 

 １６１ページの負担金補助及び交付金３０８万４，０００円を計上いたしております

。主なものは小学校同様、給食補助金の増でございます。 

 続きまして、１６２ページでございます。第１目の幼稚園費、１億５，８６５万円を
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計上いたしました。前年度より２３９万７，０００円の増でございます。職員人件費の

増が主なものでございます。 

 初めに賃金１，６６７万１，０００円を計上いたしております。昨年同様、３歳児保

育の充実を図りますために、複数担任制の実施等に係ります臨時講師６人分の賃金が主

なものでございます。 

 次に報償費１２２万２，０００円を計上いたしております。小、中学校同様、学校医

等の委嘱に要する費用でございます。 

 委託料１４９万２，０００円につきましては、警備業務や消防設備等の保守点検、ま

たは園児の健康診断に係る委託料でございます。 

 使用料及び賃借料につきましては、６３万９，０００円を計上いたしました。事務用

機器のリースが主なものでございます。 

 次に、社会教育費の関係でございます。１６５ページをごらんいただきたいと思いま

す。第１目の社会教育総務費でございます。４，８７８万４，０００円の計上をさせて

いただいております。 

 まず報酬費でございますが、４４０万９，０００円の計上でございます。社会教育指

導員、社会教育委員等の報酬でございます。社会教育を推進していく上で、専門的な助

言と指導を行っていくこととし、各種の教養講座、教育相談、人権教育の推進に努めて

まいりたいと考えております。 

 １６７ページの負担金補助及び交付金でございます。３０６万４，０００円の計上を

させていただいております。生涯学習の必要性、重要性を認識する中で、その活動の基 

盤の一つとなります社会教育関係団体への支援及び助成が主なものでございます。 

 続きまして、公民館費でございます。７，７７５万４，０００円を計上させていただ

いております。社会教育の拠点施設して、また学校完全週５日制の投入を踏まえまして

、青少年の地域活動、また生涯学習の拠点として、その役割、機能が十分発揮できるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

 まず報酬費でございますが、４１３万２，０００円の計上でございます。公民館長と

公民館におけます学習活動に対しまして、指導助言や教育相談に従事する社会教育指導

員に係ります報酬でございます。 

 需用費についてでございますが、１，５１１万４，０００円を計上させていただいて

おります。中央公民館を利用していただく障害者の方々が、より安全に自由に大ホール
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の舞台に上り下りできるよういす式階段昇降機を舞台北側そでに設置し、バリアフリー

化を図ることといたしております。この費用といたしまして７０万円と、公民館管理運

営に要する費用と光熱水費が主なものございます。 

 次に、１７０ページの第３の文化祭費でございます。１２７万４，０００円の計上で

ございます。文化祭と美術展覧会を開催するための費用でございます。 

 第４目、文化財保存費でございますが、２，３１２万８，０００円を計上いたしまし 

た。史跡藤ノ木古墳の整備でございますが、残ります１件の所有者との契約も済み、                                                                                    

１３年度は平成８年度に策定いたしました整備計画を、藤ノ木古墳整備検討委員会で見

直しを含め検討し、整備に向け積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、史跡中宮寺跡の整備でございます。追加指定の協議も整い、本年度指定を受け

る努力を行っているところでございます。 

 なお、県史跡仏塚古墳の見学者への利便を図りますために、周辺用地の公有化として

１３１万円を計上させていただいております。 

 次に１７２ページでございます。第５目、青少年野外活動センター管理運営費でござ

います。１５２万円の計上でございます。例年７月から９月までの３カ月間の施設運営

に要します費用でございます。 

 続きまして、１７３ページでございますが、第６目図書館運営費でございます。 

 賃金でございますが、館長及び臨時職員に係ります費用でございます。 

 次に、需用費でございますが、２，５７５万７，０００円でございます。図書館利用

者のニーズにこたえるべく、蔵書の新鮮化、豊富化を図りますための図書購入費が主な

ものでございます。本年度は、当町に関する図書で一般に流通している図書の可能なも

のすべての収集に努めること、また利用者からの調査、相談に必要な参考図書の充実に

力を入れていきたいと考えております。行事につきましては、平成１２年度に好評を得

ましたおはなしフェスティバルを継続実施するなと、子供対象の行事を豊富に展開して

いきたいと考えております。 

 委託費につきましては、２，３２７万２，０００円でございます。図書館施設管理委

託といたしまして、いわゆるいかるがホールと図書館費用を面積案分いたしまして、算

出された１，６３８万８，０００円が主なものでございます。 

 次に１７５ページでございます。第７目の情報通信技術講習推進事業費でございます

。１，００５万円を計上いたしております。情報通信技術、いわゆるＩＴ基礎学習の早
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期普及を図りますために、全国で約５５０万人程度が受講できる情報通信技術講習特例

交付金が創設されたところでございます。本町におきましても、年間５０回の講習会を

中央公民館で開催いたしまして、１，０００人の方々に受講していただくことといたし

ております。前期の講習会として４月から６月までの３カ月間に１８講座、３６０人の

募集を３月広報によって行っているところでございます。なお中期の７月から９月、後 

期の１０月から１２月につきましても、引き続き広報で募集していく考えでございます。 

 次に、１７７ページの第６項、保健体育費でございます。２，９４３万３，０００円

を計上いたしております。生涯スポーツの推進を図りますために、各種のスポーツ教室

の開催、競技大会の実施、またスポーツクラブの育成等を行っていくことといたしてお

りまして、本年度も体育協会に２３０万円、いかるがの里・法隆寺マラソン、三塔健康

走ろう会実行委員会に対しまして３００万円の補助金を助成してまいりたいと考えてお

ります。 

 １７９ページの第２目、町民体育大会費でございますが、１２８万１，０００円を計

上いたしております。そのうち地区対抗綱引き大会につきましては、平成１２年度は試

行的に子供の部を設け実施し、多くの子供たちの参加を得たところでございます。本年

度も趣向を凝らし、多くの住民も参加し、楽しんでいただける大会にしてまいりたいと

考えております。 

 １８０ページでございます｡第３目の健民運動場費でございます｡６４５万５，０００ 

円を計上いたしております。天満グラウンドのトイレ及び駐車場の整備に係る費用                                                                                    

４００万円と夜間照明に伴います光熱水費が主なものでございます。 

 次に１８１ページ、第４目の町民プール運営費でございます。７１８万８，０００円

を計上いたしております。施設管理・運営業務委託料及び光熱水費が主なものでござい

ます。 

 次に第５目の生涯スポーツ推進事業費でございます。４５万５，０００円を計上いた

しております。スポーツ教室の開催に伴います費用でございます。 

 第６目すこやか斑鳩・スポーツセンター運営費でございます｡３，４６９万３,０００ 

円を計上いたしております。本町のスポーツ活動の拠点として、住民の健康、体力づく

り、レクリエーション活動の場として、また町民相互の交流の場として、常に良好な状

況で利用していただけるよう適切な管理に努めてまいりたいと考えておりまして、今回

テニスコート改修に係ります費用５５０万円、体育館アリーナのフロア改修に伴います
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費用１５６万円及びトレーニング室の機器充実のための費用１００万円を計上いたして

おります。 

 以上簡単でございますが、教育費についての予算の概要説明にかえさせていただきま

す。何とぞご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○森河委員長 第９款、教育費についての説明が終わりました。 

 これに対する質疑をお受けしたいところでございますが、時間がまいりましたので、

ここでお諮りしておきます。委員皆様方、ここで質疑はあすということで、これで終わ

ってよろしいございますか。 

        （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森河委員長 本当に長時間ありがとうございました。本当に理事者の皆さんもご苦労さ 

んでした。本日はこれをもって散会します。明日また９時からよろしくお願いいたしま

す。 

         （午後 ７時３８分 散会） 

 


